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北海道森林管理局森林整備保全事業 設計要領（林道事業）の制定について 

 

 

                                

平 成 23 年 ３ 月 31 日 付 け 22 北 森 二 第 26 号 

                                   北海道森林管理局長から各森林管理（支）署長あて 

                                〔最終改正〕令和７年３月５日６北森二第 68 号 

 

 「北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道事業）」を別紙のとおり定めたので、平

成２３年４月１日以降の発注に係る設計において、この要領に基づき適切に実施されたい。 
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Ⅰ   全 体 計 画 
１ 計画策定の基本方針 

 全体計画は、効率的な森林経営、林業・木材産業の成長産業化、森林の多面的機能の持続的発

揮の推進に必要な個々の林道の適切な配置と整備の円滑な実施を目的として策定するものであ

り、森林・林業基本計画、全国森林計画、地域森林計画、市町村森林整備計画、国有林の地域別の

森林計画のほか、森林総合監理士（フォレスター）、森林所有者、林業・木材産業関係者等の意見

等との整合を図りつつ、次の諸条件を踏まえて適切に計画することとする。 

 

１ 路線の配置 

   個々の林道の路線の配置に当たっては、森林の多面的機能の持続的発揮の観点から森林の

適正な整備及び保全を図り、効率的かつ安定的な林業経営の確立、山村の生活環境の整備及

び地域産業の振興等の目的を達成するよう、幹線、支線、分線、森林作業道の路線配置等必

要な諸条件を十分に検討して、適切な路線を選定するものとする｡ 

 

２ 森林の区分に応じた路線計画 

   森林の整備に当たっては、それぞれの利用形態や自然環境の保全に配慮した路線配置、維

持管理の合理性も踏まえた適切な工法等の採用及び開設の期間や開設、維持管理等に係るト

ータルコストについて十分に検討して計画することとする。 

   特に、森林の重視すべき機能に応じた路網整備を推進するため、次に留意して路線計画を

策定することとする。 

  ア  共通 

    森林の区分を共通して次の点に留意することとする。 

① 希少野生動植物の生息又は生育する区域内の通過位置並びに配置施設の種類及び規模 

② 運搬車輌等の通行に必要な最小限の幅員 

   ③ 排水対策に資する施設の適切な配置と排水位置 

   ④ 地山の切取量及び盛土量 

   ⑤ 残土の量及び処理方法 

 

  イ  山地災害防止タイプ 

    山地災害防止タイプに区分される森林において、土砂の流出及び崩壊等の山地災害の防

備、飛砂及び風害等の気象害の防備を図るための森林施業等の実施に資する林道を整備す

る場合には、次に留意しつつ作業道等の配置も含め当該森林施設業等の実施箇所へ適切に

アクセスすることが可能な線形を選択することとする。 

  ａ やむを得ず崩壊地及び地すべり地等の区域内を通過しなければならない場合 

   ① 崩壊地及び地すべり地等における路線の通過位置 

   ② 配置する路側施設等の規模・構造 

 

   ｂ 気象の影響を強く受ける森林の整備に必要な林道を整備する場合 

① 路線の線形及び路網密度と風向、積雪量等 

② 森林施業のシステムに応じた路網密度 
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 ウ 水源かん養タイプ 

    水源かん養タイプに区分される森林において、水源かん養機能の維持向上を図るための

森林整備の実施に必要な林道を整備する場合には、次に留意しつつ作業道等の配置も含め

当該森林施業の実施に必要な路網密度及び線形を選択することとする。 

    また、公益的機能の発揮に配慮しつつ、木材を安定的かつ効率的に生産するため林道を

整備する場合には、次に留意しつつ、高性能林業機械による効率的な作業システムに対応

した路網及び十分な幅員を確保した作業道を継続的に使用する路網とを高密化するための

路線計画を策定することとする。 

 

   ａ 水源かん養機能の維持向上を図る場合 

   ①  森林施業のシステム及び実施量に応じた路網密度 

   ②  急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 

 

   ｂ 公益的機能発揮に配慮しつつ、木材を安定的かつ効率的に生産するために利用される森

林に林道を整備する場合 

   ① 森林施業のシステム及び実施料に応じた路網密度 

   ② 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

 ｃ 高性能林業機械による効率的な作業システムに対応する森林に林道を整備する場合 

 

   ｄ 継続的に使用する作業道等を活用して、林道を整備する場合 

   ① 森林施業のシステム及び実施量に応じた路網密度 

   ② 継続的に使用する作業道等の路網配置 

 

  エ 自然維持タイプ 

    自然維持タイプに区分される森林において、保護林及び保護林予定箇所、原生自然環境

保全地域及び自然環境保全地域特別地区等、更新困難地等の維持管理に資する林道を整備

する場合には、次に留意しつつ作業道及び歩道の配置も含め、原生的な森林生態系からな

る自然環境、動植物の保護、遺伝資源の保存等に最大限の配慮を行いつつ、当該森林の維

持管理を適切に実施することが可能な線形を選択することとする。 

   ａ 保護林及び保護林予定箇所に林道を整備する場合 

   ① 保護林の種類、林種、保護の方法等に応じた路網密度又は配置位置 

   ② 切取のり面及び盛土のり面の法面保護の方法 

   ｂ 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域特別地区等に林道を整備する場合 

   (a)  原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域特別地区 

   ① 原則として林道は配置しない。ただし、当該地域の設定前に設置されている林道を除く 

   ② 維持管理のための林道が必要な場合は、当該地域の原生的な自然環境に影響を与えない

距離を確保しつつ、作業道、歩道等を計画 

 ③ 風致及び景観に影響をおよぼさない平面・縦断の線形及び横断面形並びに路側施設等の

種類、規模
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    ④ 急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 

⑤ 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

   (b)  自然公園特別保護地区、第１種・第２種保護地域、天然記念物指定地、鳥獣保護区特別

保護地区 

   ① 森林施業のシステム、保護対象物に応じた路網密度 

   ② 自然公園にあっては、森林施業のシステム及び森林施業以外の利用形態に応じた路網密

度 

   ③  風致及び景観に影響をおよぼさない平面・縦断の線形及び横断面形並びに路側施設等

の種類、規模 

   ④ 急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 

   ⑤ 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

  (c) 更新困難地、高山帯等 

   ① 地形、地質、気象条件に応じた平面・縦断の線形及び横断面積 

   ②  風致及び景観に影響をおよぼさない平面・縦断の線形及び横断面積並びに路側施設等

の種類、規模 

   ③ 急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 

   ④ 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

   オ 森林空間利用タイプ 

    森林空間利用タイプに区分される森林において、スポーツ又はレクリエーション、教養

文化、休養等の森林内における活動の場や優れた景観の提供及び都市又はその周辺の風致

の維持等に資する林道を整備する場合には、次に留意しつつ作業道及び歩道の配置も含め、

当該森林施業等の実施箇所へ適切にアクセスすることが可能な線形を選択することとす

る。 

    ａ スポーツ又はレクリエーション、教養文化、休養等の森林内における活動の場として利

用される森林に林道を整備する場合 

   ① 森林施業のシステム、森林施業以外の利用形態に応じた路網密度 

   ② 森林施業以外の林道利用者の利便性並びに風致及び景観に影響をおよぼさない平面・縦

断の線形、横断面積、路側施設等の種類、規模 

   ③ 急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 

    ④ 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

   ｂ 優れた景観の提供及び都市又はその周辺の風致の維持等を図る森林に林道を整備する

場合 

   ① 森林施業のシステムに応じた路網密度 

   ② 風致及び景観に影響をおよぼさない平面・縦断の線形及び横断面積並びに路側施設等の

種類、規模 

   ③ 急傾斜地等崩壊の危険性が高い箇所の回避 
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   ④ 切取のり面及び盛土のり面ののり面保護の方法 

 

３ 自然環境との調和の観点からは、野生動植物等生息状況や地形、地質、気象等自然条件を

十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ避けることとするが、通過することが必要な場

合には、その対策を十分に検討するものとする。 

  (1)  貴重な動植物の生息地及びその周辺 

  (2)  景観上配慮が必要な地域 

  (3)  崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘 

  (4)  地すべり地形地及び跡地 

(5)  落石危険地及び崩壊地 

  (6)  なだれ発生地 

  (7)  流水に近接する箇所 

  (8)  軟弱地盤及び湧水地帯 

 

４ 木材の生産及び森林施業の効率化の観点から、次の点を十分に把握して路線計画を検討す

るものとする。 

  (1)  森林施業団地の分布状況。 

  (2)  木材生産の作業システムと森林作業道の配置状況及び配置計画。 

  (3)  通行車両の規格。 

  (4)  計画路線を取り付ける道路や林道の状況。 

  (5) 計画路線から分岐する林道や森林作業道の取付けの難易。 

 

５ 地域路網との調整の観点からは、林道の利用区域又は関連する林道整備地域内における他

の既設道路及び計画道路等地域路網との調整を図るため、次の点について十分検討するもの

とする。 

  (1)  森林施業における路網等との計画的な連携を図り、適正な路網配置を行うこと。 

  (2)  森林施業地、農山村集落、林産物流市場等との連絡を図ること。 

  (3)  既設路網等との活用を図ること。 

    また、公道と連絡することにより森林と山村及び都市とを結ぶなど路網整備の骨格となる

林道については、移動時間の短縮や相当量の一般車両の通行に見合った規格構造とするもの

である。 

 

６ 適切な規格構造の適用の観点からは、林道規程等の林道に係る諸基準に適合したものとす

るほか、特に次の点について十分検討するものとする。 

  (1)  縦断勾配は、地形に沿った、上り勾配、下り勾配を組み合わせた波形勾配とすること。 

  (2)  トンネル、橋梁等の重要構造物の設置は、必要最小限にとどめること。 

  (3) 各線形は、当該地域の地形、地質、地物等に適合すること。 

  (4)  各路線間においては、それぞれが調和すること。 

  (5)  鉄道、国道等との交差はできるだけ避けること。
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７ 事業コストの縮減の観点からは、計画から施工にわたる各階段において、求める機能・性

能を確保したうえで維持管理も含めて最も経済的なものとなるように次の点について十分検

討するものとする。 

  (1)  切土、盛土、残土処理等の土工量の縮減。 

  (2)  現地発生材の活用による、切土、盛土等の土工量の均衡。 

  (3)  適切な残土処理が可能なこと。 

  (4)  間伐材等木材の利用を図ること。 

  (5)  環境負荷の軽減を図ること。 

 

８ 林道施設については、必要な技術的水準を確保するとともに、次の点について十分検討し

計画するものとする。 

   (1)  路体、切土のり面、構造部等の安全性及び安定性の確保 

  (2)  自然環境の保全 

  (3)  間伐材等木材利用の推進 

  (4)  維持管理の合理性 

  (5)  事業効果の早期発現 

  (6)  開設、維持管理等のトータルコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

Ⅱ  路  線  選  定 

 

 路線選定に当たっては、幹線、支線、分線としての役割や通行車両の規格などを考慮し、個々

の林道に求める機能・性能を適切に考慮することが必要である。そのため、路線選定は、異常な

天然現象の影響、自動車運転手の安心感、自動車走行の安全性、トータルコストの観点から、次

の点に留意して行うものとする。 

 

１ 共通事項 

 (1) 河川水等による被災の抑制 

   ① 豪雨に伴う河川水の増水等による林道の被災を防止するため、林道取付箇所及び路線

の全体が河川や渓流等の流水による影響を受けにくい位置に配置する。 

   ② 林道を河川や渓流等に近接する位置に取り付ける必要がある場合には、取付部以降の

線形計画において、速やかに河川や渓流等の流水による影響を受けにくい位置に配置す

る。 

 (2)  複合曲線設定の抑制 

   ① 自動車走行の安全性は、視距の確保が絶対条件であるため、半径の小さな複合曲線の

設定はできるだけ避ける。 

   ② 複合曲線を設定する場合には、隣接する曲線の半径が大きく異ならないようにする。 

  (3)  線形の連続性の確保 

     線形は連続性を持たせることが重要なため、例えば、半径の小さい曲線と半径の大きい

曲線を組み合わせた複合曲線の設定、滑らかな平面線形が長い区間にわたって連続した

先における半径の小さな曲線部の設定等、線形の急激な変化は避け、徐々に線形を変化

させる。 

  (4) 平面線形と縦断線形との調和 

   ① 運転者は、自己の視覚によって選択走行するため、視覚的に自然に誘導できる線形と

する。 

   ② 急傾傾斜地等の地形条件の厳しい箇所では、一方の線形を良くすることに囚われ、も

う一方の線形が悪くなることがないよう、双方の線形を比較して線形のバランスを良好

に保つようにする。 

     ③  路面水の滞水が生じない線形とするため、例えば、凹型又は緩い縦断線形に背向曲線 

      設けるような場合は路面水を停滞させやすいことなどに十分に注意する。 

   ④ 運転者の操作ミスを防止するため、縦断曲線の頂部又は底部における背向曲線や半径

の小さい曲線の設定、同方向に屈曲する曲線間における短い直線の設定、曲線内におけ

る縦断勾配変位点の設定は避ける。 

  (5) コストの抑制 

   ① 林道の開設の経費は、土工に要する部分が大半を占めることから、切土及び盛土量の

抑制及び均衡が図られる平面線形、縦断線形、横断形とする。 

   ② のり面保護工の抑制は、切土量の抑制と合わせて検討する。 

   ③ 現地発生土は、路体の構築や構造物の埋戻しのほか林業作業用施設の設置などに利用



- 9 - 

し、その結果生じた残土は、基本的に路線内において分散処理する。 

④ 林道の維持管理の観点から、路外からの流入水による切土のり面の侵食、路面水による

路面の侵食が発生しにくい線形にする。 

 

２ 幹線、支線、分線に応じた機能の確保 

   幹線、支線、分線に応じた機能を発揮するため、以下により路線選定を行う。 

  (1) 幹線 

     幹線は、公道等と連絡させ、木材等の運搬や森林施業に必要なトラック等の車両や

一般車両の通行を想定し、走行性を確保しつつ、林道網の根幹としての機能を発揮さ

せるため、次の事項に留意して通過点を検討し、路線選定を行う。 

① 森林施業団地の分布状況 

② 分岐する支線の配置計画、既設林道や公道等の位置 

  ③ 木材等林産物市場の位置 

    ④ 集落の位置及び集落内の主要な施設の位置 

  ⑤ 森林レクリーション利用が行われている森林等の位置 

(2) 支線、分線 

     効率的な森林施業や森林の管理を行うため、「支線」は、分線を配するなどにより

林道網の中核として、「分線」は、林道網の末端部において森林作業道が形成する路

網の中核として、それぞれ機能を発揮させるため、次の事項に留意して通過点を検討

し、路線選定を行う。 

   ① 森林施業団地の分布状況 

   ② 森林施業団地ごとの作業システム 

   ③ 森林作業道の配置状況及び配置計画 

④ 森林作業道や土場等の林業作業用施設取付けの難易 
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Ⅲ  測量、調査、設計 

１ 林道の施工 

  林道の施工に当たっては各種森林計画、全体計画等に適合した測量、調査、設計を行い、必

要とする設計図、数量計算書、設計書等を作成するものとする。 

 

２ 適切な路線選定 

   測量、調査、設計を行う場合には、全体計画調査の結果を踏まえつつ、下記の諸条件を十分

調査検討して適切な路線とする。 

  (1)  国土保全、水源のかん養、自然環境の保全などの森林の持つ公益的機能を保持するため、

次の点に配慮する。 

   ア 切土、盛土などの土量が少ないこと。 

   イ 切土、盛土間の土量が少ないこと。 

   ウ 適切な残土処理が可能なこと。 

   エ 法面、斜面が安定すること。 

   オ 土取りを必要としないこと。 

   カ ヘアピン線形の隣接した重複を避けること。 

   キ 法令に基づく制限地等を通過する場合は、各種制限の趣旨を損なわないこと。 

  (2)  林道の規格構造の適用に当たっては、林道の開設目的に適合したものであるほか、特に次

の点に配慮する。 

   ア 分岐する林道又は作業道等の取付けが容易なこと。 

   イ トンネル、橋梁等の重要構造物の設置は、必要最小限度にとどめること。 

   ウ 各線形は、当該地域の地形、地質、地物等に適合すること。 

   エ 各線形間においては、それぞれが調和すること。 

   オ 鉄道、国道等との交差はできるだけ避けること。 

  (3)  地形、地質、気象その他の自然条件を十分に考慮し、次のような箇所はできるだけ避け

ることとするが、通過する必要がある場合は、その対策を十分に検討する。 

   ア 地すべり地形及び跡地 

   イ 落石危険地及び崩壊地 

   ウ 崖錐、扇状地、断層、破砕帯及び段丘 

   エ なだれ発生地 

   オ 流水に近接する箇所 

   カ 軟弱地盤及び湧水地帯 

   キ 自然環境保全上、特に留意する箇所 

 

３ 施工基面高選定条件 

  路面の基準高となる施工基面高は、縦断線形の縦断勾配によって設定するものとし、交通の

安全等のほか、路線選定条件の関連事項を十分に考慮のうえ、次によって選定する。 

  (1)  できるだけ横断的に切土及び盛土が最小で均衡する縦断勾配を設定する。 

  (2)  切土区間及び盛土区間をできるだけ交互に設け、それぞれの土量が均衡する縦断勾配を設
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定する。 

  (3) 縦断勾配変移点の最小区間延長は、50ｍを標準とする。 

  

 (4)  路面が砂利の林道では、路面洗掘を抑制するため、できるだけ緩勾配とする。 

  (5)  最小縦断勾配は、路面水や側溝水の自然流下による排水を妨げない値とし、舗装路面やコ

ンクリート二次製品等の側溝の箇所では 0.5％以上、砂利路面や素掘り側溝の箇所では

2.0％以上を目安とする。 

    特に、曲線部にあっては、片勾配によって曲線内側が低くなることから、路面水や側溝水

の滞水の滞水が生じない縦断勾配を設定する。 

 (6) 曲線部の縦断勾配は、合成勾配の最大値を超えないよう設置する。 

  (7)  勾配変移点は、小半径曲線、大盛土、構造物などの区間は原則として避けるものとする。 

  (8)  水面に接する区間の施工基面高は、原則としてその高水位から山地部で 2.0m 以上、平地

部で 1.0m 以上を確保する。 

  (9)  暗渠の設置箇所については、土かぶり厚を考慮した縦断勾配を設定する。 

 (10)  土場、森林作業道の取付口等の林業作業用施設又は他の道路等との取付けは、施工基面高

を考慮して設定する。 

 (11) 橋梁箇所については、「橋梁」に定める橋下空間及び橋梁の線形を考慮した縦断勾配を設

定する｡ 

 (12) トンネル箇所については、「トンネル」に定める一般線形を考慮した縦断勾配を設定する。 

 (13)  洗越工の流路中央部分は、縦断勾配の凹型変移点とする。 
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Ⅳ  構  造  基  準 

１ 構造基準 

  (1)  林道用地 

      林道に関連した用地幅は、林道構造の各外縁線に 2.0ｍを加えたものを標準とし、林道構造

の規模、安定度、維持管理、周辺に与える影響度等を考慮して増減する。なお、ここにいう

林道構造の外縁線とは、維持管理上必要とする深度の地中部分を含むものとし、その深度は

林道の構造等に応じて決定する。 

 

(2)  幅 員（林道規程 第 10 条） 

名   称 
第１種及び第２種

１   級 

第１種及び第２種

２  級 
林業専用道 

第 ２ 種 

３  級 

車 道 幅 員 4.0m 3.0m 3.0m 2.0m 

 

 (3) 待避所（林道規程第 29 条） 

名  称 第１種 １級 第１種 ２級 

設置箇所 300m 以内 500m 以内 

全 幅 員 車道幅員 6.0m＋路肩 車道幅員 6.0m＋路肩 

有 効 長 23.0m 以上 23.0m 以上 

取付け長 17.0m 17.0m 

   

名  称 第２種 ２級 第２種 ２級 林業専用道 第２種 ３級 

設置箇所 300m 以内 500m 以内 500m 以内 500m 以内 

全 幅 員 車道幅員 6.0m＋路肩 車道幅員 6.0m＋路肩 車道幅員 6.0m＋路肩 車道幅員 6.0m＋路肩 

有 効 長 20.0m 20.0m 12.0m 10.0m 

取付け長 5.0m 5.0m 5.0m 5.0m 

   備考１ 外カーブの箇所等前後の見通しがきくような場所、さらに切取り土量の少ない場

所や、残土処理場を利用する等機能性、経済性を考慮して設置する。 

      ２ 片側設置を原則とするが、地形、切取り土量等を考慮して両側に振分けて設置す

ることができる。 

 (4)車廻し（林道規程 第 29 条） 

名  称 
第１種及び２種 

１   級 

第１種及び２種 

２級（林業専用道） 

第 ２ 種 

３   級 

全 幅 員 車道幅員 10.0m＋路肩 車道幅員 10.0m＋路肩 車道幅員 6.0m＋路肩 

有 効 長 10.0m 10.0m 10.0m 

取付け長 10.0m 10.0m 10.0m 

   備考１ 終点付近及び中間土場（集材等の根拠となる箇所）の予定地点に設置する。       

          ２ 路線の終点に画一的に設置することなく、作業道の取付け状況、路線の延長計画等 

      を勘案して設置する。     
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(5)  曲線部拡幅（林道規程 第 17 条） 

  ① 一般（緩和接線法） 

 

ヘアピン曲線等の場合は、外側に拡幅することができる。 

 

区分 
緩和区間長 

(L) 

曲線半径           

(R) 

拡幅量 

(m) 
BC、EC 点 １ｍ当たり 

第２種

１級 
８ｍ 

 15m 以上～ 16m 未満 0.75 0.68 0.085 

 16m  〃 ～ 19m 〃 0.50 0.45 0.056 

 19m  〃 ～ 25m 〃 0.25 0.23 0.029 

第２種 

２級 

（林業

専用道

含む） 

８ｍ 

 12m 以上～ 13m 未満 2.25 2.03 0.254 

 13m  〃 ～ 15m 〃 2.00 1.80 0.225 

 15m  〃 ～ 16m 〃 1.75 1.58 0.198 

 16m  〃 ～ 19m 〃 1.50 1.35 0.169 

 19m  〃 ～ 25m 〃 1.25 1.13 0.141 

 25m  〃 ～ 30m 〃 1.00 0.90 0.113 

 30m  〃 ～ 35m 〃 0.75 0.68 0.085 

 35m  〃 ～ 45m 〃 0.50 0.45 0.056 

 45m  〃 ～ 50m 〃 0.25 0.23 0.029 

第２種 

３級 
４ｍ 

  6m 以上～   9m 未満 1.00 0.83 0.208 

9m  〃 ～ 13m 〃 0.75 0.63 0.158 

 13m  〃 ～ 25m 〃 0.50 0.42 0.105 

 25m  〃 ～ 30m 〃 0.25 0.21 0.053 

※緩和接線による緩和区間の設置は、Ｂ.Ｃ（又はＥ.Ｃ）から円曲線内に２ｍはいった 

 位置（Ｂ.Ｃ.Ｃ又はＥ.Ｃ.Ｃ）とする。 

※緩和区間長（Ｌ）は、Ｂ.Ｃ（又はＥ.Ｃ）～Ｂ.Ｔ.Ｔ（又はＥ.Ｔ.Ｔ）間である。 
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 ② 連続する曲線（同向曲線） 

      直線区間＜緩和区間長の場合拡幅量の大きい方をもって連続させる｡（Ｗ1＝Ｗ2） 

 

直線区間＞緩和区間長の場合 

 

③ 連続する曲線（背向曲線） 
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  (6)縦断曲線（林道規程 第 21 条） 

 

             Ｘ２ 

      Ｙ＝ｉ    （㎝） 

             ２Ｌ 

      ｉ＝ｉ１－ｉ２ 

         ｉ＝両勾配の代数差（％） 

          Ｙ＝Ｘの距離における落差または昇度（㎝） 

          Ｘ＝始点又は終点からの水平距離（ｍ） 

          Ｌ＝縦断曲線部分の水平距離（ｍ） 

Ｘ２    
の表（㎝）

 

２Ｌ 

代数差(i) Ｘ(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

５％を超

える場合 

L=20m 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.6 2.0 2.5      

L=30m 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 
3.

3 
3.8 

 

２ 土工定規（第１種１級、２級及び第２種１級、２級、３級共通） 

 (1)切土のり面（林道技術基準 第４章 ２－３） 

切   土 

のり面勾配 

（割） 

土 石 類 

砂 質 土 

0.8 
粘 性 土 

礫 質 土 

岩塊・玉石 

軟岩(Ⅰ)Ａ 0.5 

岩 石 類 

軟岩(Ⅰ)Ｂ 

0.3 

軟 岩(Ⅱ) 

中 硬 岩 

硬 岩(Ⅰ) 

硬 岩(Ⅱ) 

小   段 土 砂 類 
切取高(直高) 10m を超える場合に 5m ごと 

幅(ｍ) 0.5 



- 16 - 

   備考１   地山状況土質から、崩壊のおそれがある場合は、法勾配の緩和又は切土高を 

制限する等の措置を講じることとする。 

2 岩石上の表土が浅く層厚 1.0ｍ以内の場合は、当該出現した岩石と同じ勾配と 

する。 

 

 (2)盛土（林道技術基準 第４章 ３－３） 

   盛土の構造は下表の値を標準とする。 

   ただし、林業専用道の盛土のり面勾配については（ ）内の値を標準とする。 

 

盛土のり面勾配（割） 1.5※1 （1.2） 

小  段 
高さ（直高） 5.0m ごと 

幅（ｍ） 0.5 

  ※１  法令等の制限のない森林であって、かつ次のいずれかに該当する場合は、盛土のり 

     面勾配を 1 割 2分とすることとする。 

1) 盛土のり尻付近における基礎地盤の傾斜が 3割より急で、盛土材料が礫交じり土 

     である場合、又は 2割より急で、盛土材料が礫交じり土以外である場合の条件におい 

て、盛土のり面勾配を 1割 2分とすることで、盛土の直高を 10ｍ以下とすることがで

きる場合 

     2) 盛土のり面勾配を 1割 5分で施工した場合、薄層のり面（水平幅 2ｍ未満）とな 

     る場合、また、盛土のり尻が国有地外となる箇所において、工作物によるのり面保護 

     工等によらなくとも国有地内施工できる場合   

 

 (3) 路肩の幅員（林道規程 第 12 条） 

  ア 林道 

切土（ｍ） 0.3(0.5) 

盛土（ｍ） 0.3(0.5) 

 

  イ 林業専用道 

    林業専用道の路肩の幅員は、原則として側方余裕幅を 0.30ｍとし、走行上必要な最

小限度を確保するものとする。 

    ただし、自動車の走行上の安全性を確保するため、路肩の幅員は現地状況に応じて、

0.50ｍまで拡幅することができる。 

なお、拡幅にあたっては林業専用道作設指針の運用（第３規格・構造 ４路肩（１））

によるところとする。 

 

 (4)残土（林道技術基準 第４章 第４節）                                           

   切土・床堀によって発生した土砂や岩石は、できる限り盛土や埋戻し土等として活用するが、

残土が生じた場合には残土処理場を設けて安定かつ機能的に処理する。 

 

 (5)  路盤工（林道技術基準 第４章 第５節）



- 17 - 

   路盤工は上層路盤と下層路盤に区分し、路盤厚が 20 ㎝以下の場合は上層路盤のみとし、

20 ㎝を超える場合は 10 ㎝を上層路盤、残余を下層路盤とする。上層路盤・下層路盤は、

施工基面以下に設置する。 

 

敷込み厚さは、現地の実態を勘案して決定する。 

   林業専用道の敷厚は路床内 20 ㎝の路盤工（上層）のみを標準とし、路盤工（下層）は 

見込まない。路床が岩石等の場合でそのまま路面とすることができる場合は路盤工を設け 

ないことを原則とするが、交通荷重の支持力が十分に得られない等の場合は 10 ㎝程度除 

去して路盤工を設置するものとする。 

 

(7)  側溝（林道技術基準 第７章 第３節） 

 

上 幅 

（㎝） 

砂・砂質土、粘性土、 

礫質土、岩塊・玉石 
90 

軟岩（Ⅰ）Ａ 70 

軟岩（Ⅰ）Ｂ、軟岩（Ⅱ）、

中軟岩、硬岩（Ⅰ）、 

硬岩（Ⅱ） 

50 

 

   備考 寸法は、下幅 30 ㎝、深さ 30 ㎝とする。 
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Ⅴ  設計図書の作成 

１ 林道関係事業の積算書の構成 

設計図書の作成は原則として｢森林整備保全事業設計積算要領｣によって行うこととするが、

積算書の構成は以下によることとする。 

ただし、これにより難い場合は別に定めることができる｡ 

(1)  積算書の構成は次のとおりとする。 

ア 国有林林道事業設計書（表紙） 

イ 本工事費内訳表 

工種は、「森林整備保全事業の工事工種体系について」（平成 28年３月 31日付け 27 

林整計第 357 号）に基づき作成することとする。 

なお、工種を「第○号箇所（○○工）」のように箇所毎にすることができる。 

ウ 代価表 

工事工種体系の階層毎に作成する。 

エ 単価表 

代価表に合わせて作成する。 

 

(2) 設計変更 

設計を変更する場合は、その理由書及び原設計・変更設計数量対照表を添付した変更設計書

を作成する。 

 

２ 林道関係事業の設計図の作成等 

設計図の作成、取扱いについては本文で定めるほか、「森林整備保全事業調査、測量、設計及 

び計画業務標準仕様書」によって行うこととするが、 設計図の構成は以下によることとする。  

  また、本要領に規定されていない事項については、｢森林整備保全事業設計業務等標準仕様書、 

森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務特別仕様書｣並びに「CAD 製図基準」【国土交通 

省】の基準に従う。 

林道標準図（一般）、その他標準設計図集に収録されている場合は、その呼び名を明示すると 

ともに、その構造図等を添付するものとする。 

図面は次の順序で葉毎に追番号を付す。 

(1) 位 置 図 

(2) 平 面 図 

(3) 縦 断 面 図 

(4) 横 断 面 図 

(5) 土 積 図 

(6) 構 造 物 設 計 図 

(7) 土 工 定 規 図 
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(1) 位 置 図 

    地形データ（市販地図等）を利用して、次により所要事項及び施工箇所・区間、起終点や 

位置、延長、方位、その他コントロールとなる地形情報を記載する。 

   縮尺は１／25,000 から１／50,000（標準）とする。 

 

 (2) 平 面 図 

   ア 他官庁所管の工作物には、次の記号を付する。 

    農地関係工事 ---- 農 

    建設関係工事 ---- 建 

発電関係工事 ----   発 

国     道 ----   国 

都 道 府 県 道 ----    県  

    市 町 村 道 ---- 村 

    治 山 関 係 ---- 治 

  イ 縮尺は、１／500、１／1,000 とする。 

  ウ 必要に応じ位置図に準じて残土処理場を記入する。 

  エ 測点及び測点番号並びに中心線を記入する。 

  オ 次の事項をそれぞれの記号で示す。 

   交   点 --------------------------  （Ｉ.Ｐ№･･･） 

   測点（20ｍに１点ずつ設ける）---------  （№･･･） 

    間点、測点間で地形の変化点に設ける--- ／ （＋） 

   起   点 --------------------------  （Ｂ.Ｐ又はＳ.Ｐ） 

   終   点 --------------------------  （Ｅ.Ｐ） 

   曲 線 始 点 ---------------------------  （Ｂ.Ｃ） 

   曲 線 中 点 ---------------------------  （Ｍ.Ｃ） 

   曲 線 終 点 ---------------------------  （Ｂ.Ｃ） 

   水準基準点 --------------------------  （Ｂ.Ｍ） 

  カ 曲線半径を記入する。 

  キ 主要工作物(橋梁、排水設備、トンネル、家屋、鉄道、水路、持続道路等)を記入す

る。 

  ク 等高線を入れ、さらに地況の概要（河川、崩壊地、山林、原野、田畑、沼、池等）を

記入する 

  ケ 行政区界を記入する。 

  コ 区線数値表を取りまとめて記入する。 

 

(3)  縦断面図 

ア 縮尺はⅤ=１／100 、H=１／500 ・Ⅴ=１／200 、H=１／1,000 とする。 

イ 曲線（半径長及び方向)、測点及び測点番号、水平距離、水平逓加距離、地盤高、計画

高､切高、盛高、勾配、勾配緩和曲線、トンネル、橋梁、排水施設、分岐線、交叉点等を記

入する｡ 



- 20 - 

 (4)  横断面図 

ア 縦断面図の測点ごとに作成する。 

イ 縮尺は１／100 から１／200 とする。 

ウ  次のものをそれぞれ記入する。 

① 河川、沢、沼、湖、池等の平常水位及び高水位 

② 切高、盛高及びその断面積 

③ 法長及び法勾配 

        ④ 練積の場合は、中間に一線をひき空積と区分する。 

⑤ 側溝 

 

(5)  構 造 物 設 計 図 

ア 構造の複雑な工作物について必要に応じ一般図、構造図、詳細図及び展開図に区分して

作成し、側面（断面)、正面、平面等を図示する。 

イ 縮尺は適宜とする。 

ウ  次のものを記入する。 

① 構造物の埋設部分がわかるように記載することとする。 

 ② 投影面の位置は以下のとおりとする。 

   排水施設等は、起点側からの側面 

   法面工、擁壁工等は正面 

       橋梁、トンネル等は起点を左側とする側面 

 

 (6)  定 規 図 

ア  必要に応じ土工標準図及び構造標準図に区分して作成する。 

イ  縮尺は１／10 から１／100 とする。 

①  土工定規図 

幅員、切土、盛土及び側溝の寸法及び法勾配を「林道標準図（一般）」に基づいて図示 

    する。 

② 特殊な定規図 

特殊な場合に伐開界、用地界及びステップ、路盤工等の寸法を図示する。 

 

 (7)  線の区分 

 ア 線種は、実線、破線、一点鎖線、二点鎖線の線種グループがあり、JIS Z8312:1999「製図 

－表示の一般原則－線の基本原則」に定義されている 15 種類の線種を使用することを原則 

とする。 
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表 １ 線の種類 

 

イ 線の太さは、細線、太線及び極太線の ３ 種類を使用し、比率は、細線:太線:極太線 

=１:２:４を原則とする。ただし、寸法線、引出線及び輪郭線はこの限りではない。  

ウ 寸法線及び引出線の線種は実線とし、線の太さは 0.13mm を原則とする。  

エ 輪郭線の種類は実線とし、線の太さは 1.4mm を原則とする。  

オ 線の太さは、図面の大きさや種類により、0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、１、1.4 

 又は２mm の中から選択する。 

表 2 レイヤ名一覧 

盛土法面 緑 実線（極太線） 

切土法面 橙 実線（極太線） 

平場 緑 実線（極太線） 

構造物（用排水構造物） シアン 実線（太線） 

構造物（その他の構造物等） 任意 実線（太線） 

現況地物（現況地盤線） 白 実線（細線） 

岩盤線 白 一点鎖線（細線） 

寸法線、寸法値 白 実線（細線） 

明視できない部分の構造を示す線 任意 破線（細線） 

構造物基準線（中心線、DL、ML 等） 黄 一点鎖線（細線） 

 

 

 

線形 

番号 

線の基本形（線形） 

 

呼び方［対応英語（参考）］ 

01  実線     [continuous line] 

02             破線     [dashed line] 

03  跳び破線   [dashed spaced line] 

04  一点長鎖線  [long dashed dotted line] 

05  二点長鎖線  [long dashed double-dotted line] 

06  三点長鎖線  [long dashed triplicate-dotted line] 

07  点線     [dotted line] 

08  一点鎖線   [long dashed short dashed line] 

09  二点鎖線   [long dashed double-short dashed line] 

10  一点短鎖線  [dashed dotted line] 

11  一点二短鎖線 [double-dashed dotted line] 

12  二点短鎖線  [dashed double-dotted line] 

13  二点二短鎖線 [double-dashed double dotted line] 

14  三点短鎖線  [dashed triplicate-dotted line] 

15  三点二短鎖線 [double-dashed triplicate-dotted line] 
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 （８）色の区分 

     CAD データ作成に用いる色は、原則として黒、赤、緑、青、黄、マジェンタ、シアン、  

白、牡丹、茶、橙、薄緑、明青、青紫、明灰及び暗灰の 16 色とする。 

 

  （９）文字の区分 

  ア 文字は、JIS Z 8313：1998「製図－文字」に基づくことを原則とする。  

イ 文字の高さは、1.8、2.5、3.5、５、７、10、14 又は 20mm から選択することを原則とす 

る。  

ウ 漢字は常用漢字、片仮名はひらがなを原則とする。ただし、外来語は片仮名とする。  

エ CAD で縦書きをする場合は、文字列として入力するとともに、全角文字を用いることを 

原則とする。 

 

 （10） 図形及び寸法の表し方 

 ア 図形の表し方は、JIS Z 8316:1999「製図－図形の表し方の原則」に準ずる。  

イ 寸法の記入方法は、JIS Z 8317: 1999「製図－寸法記入方法－一般原則，定義，記入方 

法及び特殊な指示方法」並びに JIS Z 8318: 1998「製図―長さ寸法及び角度寸法の許容限 

 界記入方法」に準ずる。 

また、引出線を用いて寸法値を記入する場合は、JIS Z 8322: 2003 「引出線及び参照線 

の基本事項と適用」に準ずる。 

 

(11)  その他 

ア   附帯工事及び営繕工事についても必要な図面を作成する。 

イ   変更設計書に添付する図面は、原設計の図面に変更部分を赤色の破線で記入したものと 

する｡ 
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   ウ 設計図に記入する略記号は、原則として次によるものとする。 

なお、設計図以外の場合にあっても、この記号を用いることができる。 

名     称 略記号 名     称 略記号 

中 心 線 ℄ 土 質 区 分 の 土 砂 Ｓ 

起 点 Ｂ．Ｐ 土 質 区 分 の 岩 石 Ｒ 

終 点 Ｅ．Ｐ 水 準 基 標 Ｂ．Ｍ 

測 点 Ｓ．Ｐ 縦 断 基 線 Ｄ．Ｌ 

区 間 距 離 Ｄ 前 視 Ｆ．Ｓ 

延 長 Ｌ 後 視 Ｂ．Ｓ 

破 鎖 Ｂ．Ｒ．Ｃ 器 械 高 Ｉ．Ｈ 

交 点 Ｉ．Ｐ 移 器 点 Ｔ．Ｐ 

交 角 Ｉ．Ａ 地 盤 高 Ｇ．Ｈ 

内 角 Ａ 施 工 基 面 高 Ｆ．Ｈ 

曲 線 半 径 Ｒ 施 工 基 面 Ｆ．Ｌ 

接 線 長 Ｔ．Ｌ 勾 配 Ｇ 

正 割 長 Ｓ．Ｌ 勾 配 差 ｉ 

曲 線 長 Ｃ．Ｌ 縦 断 曲 線 Ｖ．Ｃ 

曲 線 始 点 Ｂ．Ｃ 縦断曲線の昇落度 γ 

曲 線 中 点 Ｍ．Ｃ 縮 尺 Ｓ 

曲 線 終 点 Ｅ．Ｃ 勾配変位点の基準高 Ｈ 

曲 線 Ｃ 勾配変位点間距離 Ｌ 

複合曲線接続線 Ｐ．Ｃ．Ｃ 径 φ 

背向曲線接続点 Ｐ．Ｒ．Ｃ 長 さ ｌ（Ｌ） 

切 高 Ｃ．Ｈ 幅 ｂ 

盛 高 Ｂ．Ｈ 厚 さ ｔ 

切 土 面 積 Ｃ．Ａ 重 量 Ｗ 

盛 土 面 積 Ｂ．Ａ 高 水 位 Ｈ．Ｗ．Ｌ 

切 土 量 Ｃ．Ｖ 平 均 水 位 Ｍ．Ｗ．Ｌ 

盛 土 量 Ｂ．Ｖ 低 水 位 Ｌ．Ｗ．Ｌ 

砂 ・ 砂 質 土 Ｓ１ 粘 性 土 Ｓ２ 

礫 質 土 Ｓ３ 岩 塊 ・ 玉 石 Ｓ４ 

軟 岩 ( Ⅰ ) Ａ Ｒ１Ａ 軟 岩 （ Ⅰ ） Ｂ Ｒ１Ｂ 

軟 岩 （ Ⅱ ） Ｒ２ 中 硬 岩 Ｒ３ 

硬 岩 （ Ⅰ ） Ｒ４ 硬 岩 （ Ⅱ ） Ｒ５ 

    注 略記号中の区切り点は省略することができる。 
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３ 数量計算及び単位等 

林道事業に係る資材等の数量、土工量の計算等は原則として次によるものとする。 

(1)  単位 

計算単位は国際単位系（SI）による。 

 

(2)  数量 

１数式ごとに別表（主要項目の数値基準等）に定める指定単位まで四捨五入して求める。 

 

(3) 算出方法等 

ア 計算式等 

数学公式、３斜誘致法、プラニメーター、点格子板、クリノメータ、実物測定、図上算出

等、両端断面積平均断面法、中央断面法、矩形柱体法・三角柱体法等により算出するもの

とする。 

イ 算出方法 

① 切土及び盛土の体積は、両断面の平均数量に、断面間の距離を乗じて求める平均断面 

法とする。 

     土量の計算は、関係設計図等を基に、切土、盛土、残土等に区分し、土質の変化、損 

失、控除等を考慮して、適正な土量の配分を行う。 

この場合、必要に応じて床掘り、崩土、埋戻し土等も含めるものとする。 

土量の配分にあっては、修正した発生土量と利用土から、利用土、残土、不足土等の 

種類別に、運搬方法又は運搬距離別の土量を求めることとする。 

     配分の基本的な考え方は、「近距離優先・起点から終点」により行うこととする。 

    開設工事は、運搬距離別の土量を算出できる方法を標準とする。 

    改良工事等、工事延長が短く、かつ、土の移動が簡素な場合は、別な手法により行って 

も差し支えない。 

② 構造物の床掘は、工作物の縦横断面図を作成し、構造又は土質等の変化点等ごとの平

均断面にそれぞれの区間長を乗じて算出する。 

③ ブロック積、石積等の面積は、構造図等から法長に延長を乗じて算出する。 

④ 積石、張石の体積は、間知石、雑間知石及び雑割石については構造物の面積に控長の

1/2 を、野面石については、2/3 を乗じて算出する。 

⑤ 足場数量は、足場設置地盤から構造物の平均高に延長を乗じて算出する｡（直高 2.0ｍ

未満は計上しない｡） 

なお、キャットウォークの足場数量はスケールアップ又は比例計算のいずれかにより

算出する。 

⑥ 支保工空体積は、構造物内法の最大平均幅に最大平均高を乗じ、更に平均長を乗じて

算出する。 

⑦ プラニメーター等の器具又は点格子板で面積を算出する場合は、３回算出したものを

平均する。 
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(4) 丸太の材積 

丸太の材積は､「素材の日本農林規格」（平成 19年８月 21 日農林水産省告示第 1052 号 ※

最終改正：平成 24年３月 28日農林水産省告示第 1032 号）による｡ 

(5) 設計数量からの控除等 

① 鉄筋コンクリート中の鉄筋は控除しない。 

② 基礎コンクリート中の杭頭は控除しない。 

③ 鋼材中の鋲孔、隅欠き等は控除しない。 

④ コンクリート構造物の面取りは控除しない。 

⑤ コンクリート構造物の伸縮継目の間隔は控除しない。 

⑥ コンクリート構造物の内径 15 ㎝以下の水抜孔等は、コンクリート数量から控除しな

い｡ 

⑦ コンクリート構造物の 0.5 ㎡以下の水抜孔等は型枠数量から控除しない。 

⑧ ブロック積、石積等の水抜きは控除しない。 

⑨ 基礎栗石中の杭、胴木の立積等は控除しない。 

⑩ 盛土の余盛りは、盛土数量に加えない。 

⑪ 盛土量には、構造物の体積を含まない。 

⑫ 径 60 ㎝以下の管類等は、盛土量又は法面積より控除しない。 

⑬ 断面積が 0.1 ㎡程度の斜面溝の容積は､土量に算入することができる。 

 

４ 設計関係資料の取扱方法 

(1)  設計図面等に係わる資料の添付 

設計図面等の資料として必要がある場合は、設計条件、設計根拠の資料説明書等を適宜な

様式により添付する。 

 

(2)  構造図等の表示単位 

ア 路線延長 

路線延長は、小数第１位を四捨五入して単位止めとし、単位は（ｍ）とする。 

イ 橋長、支間長等 

橋長、支間長等は、小数第１位を四捨五入して単位止とし、単位は（ｍ／ｍ）とする。 

また、延長、高さ等は、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めとし、単位は（ｍ）と

する。 

ウ コンクリート擁壁等 

コンクリート擁壁、コンクリート治山ダム、橋脚等は、小数第３位を四捨五入して小数

第２位止とし、単位は（ｍ）とする。 

エ 切土、盛土の法長 

切土、盛土の法長は、小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとし、単位は（ｍ）と

する。 

オ 束、本、枚、袋 

束、本、枚、袋は、各単位とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 
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５ 主要項目の数値基準等 

 

 

工種種別 

 

 

細別 

 

単位 

 

表示単位 

 

集計単位 

計算因子 

高さ、幅 

延長等 

 

土工 

切土 ㎥ 単 位 止 少数第１位止 少数第１位止 

盛土 〃 〃 〃 〃 

床掘 〃 〃 〃 〃 

ダム工、土留工、 

擁壁工 

コンクリート 〃 少数第１位止 少数第２位止 少数第２位止 

ブロック ㎡ 〃 〃 〃 

石積 〃 〃 〃 〃 

張石 〃 〃 〃 〃 

鋼製枠 ｔ 小数第２位止 〃 小数第３位止 

Ｌ型プレキャスト ｍ 単位止 小数第１位止 小数第１位止 

布団籠 〃 小数第１位止 〃 〃 

蛇籠 〃 〃 〃 〃 

鉄筋質量 ㎏ 単位止 〃 〃 

エキスパンドメタル擁壁 ㎥ 小数第１位止 〃 〃 

路盤工 上層、下層路盤工 ㎡ 〃 小数第２位止 小数第２位止 

舗装工 アスファルト、コンクリート ㎥ 〃 〃 〃 

 

緑化工 

法面保護工等 

厚層基材吹付工 ㎡ 〃 小数第１位止 小数第１位止 

種子吹付工 〃 〃 〃 〃 

モルタル吹付工 〃 〃 〃 〃 

法枠工 〃 〃 〃 〃 

筋芝 ｍ 〃 〃 〃 

張芝 〃 〃 〃 〃 

筋工 〃 〃 〃 〃 

編柵工 〃 〃 〃 〃 

防護施設工 駒止 箇 単 位 止 単 位 止 単 位 止 

自動車用防護柵 ｍ 小数第１位止 小数第１位止 小数第１位止 

落石防止工 

 

 

 

落石防護柵 〃 〃 〃 〃 

落石防止壁（鋼製） ｔ 小数第２位止 小数第２位止 小数第２位止 

落石防止網（鋼製） 〃 〃 〃 〃 

落石防止網 ㎡ 単位止 小数第１位止 小数第１位止 

標識工 カーブミラー 本 〃 単 位 止 単 位 止 

標識 〃 〃 〃 〃 
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工種種別 

 

 

細別 

 

単位 

 

表示単位 

 

集計単位 

計算因子 

高さ、幅 

延長等 

 

 

橋梁工 

桁 本 単 位 止 小数第１位止 小数第１位止 

床版 ㎥ 小数第１位止 小数第２位止 小数第２位止 

高欄 ｍ 〃 小数第１位止 小数第１位止 

橋台 ㎥ 〃 小数第２位止 小数第２位止 

橋脚 〃 〃 〃 〃 

排水施設工等 

暗渠工 ｍ 〃 〃 〃 

コンクリート側溝 〃 小数第１位止 小数第１位止 小数第１位止 

横断溝 〃 〃 〃 〃 

地下排水 〃 〃 〃 〃 

法面排水 〃 〃 〃 〃 

集水桝 箇 単 位 止 単 位 止 単 位 止 

アンカー工 

削孔 ㎥ 小数第１位止 小数第１位止 小数第１位止 

アンカー孔 ｍ 小数第２位止 小数第２位止 小数第２位止 

グラウト材 ㎥ 小数第１位止 〃 〃 

杭打工 

掘削 〃 〃 小数第１位止 小数第１位止 

杭材 本 単 位 止 単 位 止 単 位 止 

グラウト材 ㎥ 小数第１位止 小数第２位止 小数第２位止 

集水井工 

掘削 〃 〃 小数第１位止 小数第１位止 

ライナープレート ｍ 〃 〃 〃 

集水ボーリング 〃 〃 〃 〃 

伐開、除根  ㎡ 単 位 止 単 位 止 単 位 止 

下刈、除伐、本数調整伐 ㏊ 小数第２位止 小数第２位止 小数第２位止 

木 材 
 本 単 位 止 単 位 止 単 位 止 

 ㎥ 〃 小数第１位止 小数第１位止 

仮設工 

型枠工 ㎡ 小数第１位止 小数第２位止 小数第２位止 

支保工 空㎥ 単 位 止 小数第１位止 小数第１位止 

足場工 掛㎡ 〃 〃 〃 

土のう締切工 ㎡ 〃 〃 〃 

  備考   1 平均断面、平均法長等は、数量集計単位より１位程度下位をもって計算すること 

を標準とする。 

2 鋼材関係の表示単位は、ｔ以上は少数第３位を四捨五入して小数第２位止め、ｔ 

未満は、小数第４位を四捨五入して小数第３位止めとする。 

3 工事規模等により、本基準により難い場合は、当該工種に見合った表示単位とする。 
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６ 材料数量単位表 

 

名    称 
寸       法 集計単位 計算単位 

摘   要 
表  示  別 単位 小数位 単位 小数位 単位 小数位 

素材 長、径 ｍ ２位止 ㎥ ３位止 ㎥ ３位止  

製材 長、幅、厚 ｍ ３位止 ㎥ ４位止 ㎥ ４位止 

金物 長、幅(径)、厚 ㎜ 単位止 ㎏ 単位止 ㎏ ２位止 

鉄線 径(番線表示) ㎜ １位止 ㎏ 単位止 ㎏ ２位止 

骨材類 径 ㎜ 単位止 ㎥ 単位止 ㎥ ２位止 

セメント  ㎏ 単位止 ｔ ３位止 ｔ ３位止 

生コンクリート 種類、強度 ㎥ ２位止 ㎥ １位止 ㎥ ２位止 

ダイナマイト 重量、大きさ ㎏ ２位止 ㎏ 単位止 ㎏ ２位止 

雷管 番号 個 １位止 個 単位止 個 １位止 

導火線 番号 ｍ １位止 ｍ 単位止 ｍ １位止 

管類 長、内径 ｍ ２位止 ｍ ２位止 ｍ ２位止 

布団籠 長、幅、高 ｍ １位止 本 単位止 本 単位止 

鋼製枠工 長、幅(径)、高 ㎜ 単位止 ｔ 単位止 ｔ ３位止 

塗料    ％㎏ 単位止 ％㎏ １位止 

防腐剤    ％ 単位止 ％ ２位止 

油脂類    ％ 単位止 ％ ２位止 

混和材    ㎏ 単位止 ㎏  

伸縮目地材 長、幅、厚 ｍ ３位止 ㎡ 単位止 ㎡  

芝類 長、幅、厚 ｍ ２位止 ㎡ 単位止 ㎡  

種子類    ㎏ 単位止 ㎏  

小杭粗朶帯梢 長、径 ｍ ２位止 束 単位止 束  

酸素類  ㎏ ２位止 ㎏ １位止 ㎏  

溶接棒  ㎏ ４位止 ㎏ ３位止 ㎏  

俵、叺、莚    枚 単位止 枚  

縄 長 ｍ １位止 ㎏ 単位止 ㎏  

塩ビ管類 長、径 ｍ ３位止 ｍ 単位止 ｍ  

エキスパンドメタル  ｍ ２位止 ㎡ 単位止 ㎡  

止水板  ｍ ２位止 ㎡ 単位止 ｍ  

備考 1 計算は、算式の順序に従い、計算途中の四捨五入は行わない。 

また、計算中の消去約分をおこなってはならない。 

2 資材の損料計算その他これに類する計算は基礎単位を用いること。 

 

 

 

小数以下切上げ 

小数以下切上げ 

小数以下切上げ 

小数以下切上げ 

カーバイトを含む 
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７ 林道工事における設計図書の検算及び審査について 

（１）検算及び審査の内容 

① 「検算」とは、設計者が作成した数量調書、工種別集計表、設計資料等における計算過程

と結果が各種基準・要領と照らし合わせ適切であるか否かを確かめることである。 

 

② 「審査」とは、設計者及び積算者が作成した設計図書の内容が各種基準・要領と照らし合

わせ適切であるか否かを確かめることである。 

 

（２）検算及び審査を実施する者 

検算者は、検算及び審査を行い、当該森林管理（支）署の設計者及び積算者以外の者が行

うものとする。 

  

（３）検算及び審査の対象工事と実施時期 

すべての工事を対象とし、発注前に終了しておくものとする。 

なお、審査の結果により設計及び積算等を変更する必要が生じる場合があるので、日程に

は十分余裕を持って事務を進めておくものとする。 

設計変更の必要が生じた場合は、契約変更の都度実施するものとする。 

     

（４）検算及び審査をした者の署名 

設計者、検算者は、次のとおり署名する。 

    

① 設計書（設計変更設計書を含む） 

積算者、検算者は、表紙に署名する。 

なお、積算者は、設計者の欄へ署名する。 

 

② 数量調書 

職員実行で行った測量・設計について、設計者及び検算者は、表紙に署名する。 

 

８ 設計図書の納品及び保管等について 

 

（１）設計図書の納品 

「森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について」（令和４年１月 21 日 

付け３林整計第 577号）によって行うこととする。 

なお、電子成果品は、電子データを格納した CD-R 等２部と電子媒体納品書（電子媒体含 

む）を併せて提出するものとする。 

また、上記通知で定めれていない事柄については、以下によることとする。 

ア 設計書コードについて 

西暦（４桁）＋発注者機関コード（８桁）＋署コード（２桁）＋局署等で任意に設定する 

番号（５桁）、合計 19 桁とする。ただし、西暦は提出時点とする。 
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イ 「発注者機関コード」について 

  工事管理項目の「発注機関コード」は、国土交通省の電子納品 Web サイトによる北海道森林管 

理局「01802001（８桁）」を記入してください。 

https://www.cals-ed.go.jp/mg/wp-content/uploads/code_common_hachu4.pdf 

ウ 署コード(２桁)について 

 

エ 局署等で任意に設定する番号（5桁）：下記のとおり 

〇〇（２桁） 〇（１桁） 〇〇（２桁） 

治山工事 01 渓間工 １ 局署で任意設定 

林道工事 02 山腹工 ２ ※例えば施工年度

の工事件数等 その他 03 林道開設 ３ 

  林道改良 ４ 

  災害復旧 ５ 

  その他 ６ 

 

各コード類に関する項目の記入については、電子納品 Web サイトを参照して記入します。  

 http://www.cals-ed.go.jp/cri_otherdoc/ 

 

（２）設計図書の保管 

   納品された電子成果品については、各（支）署業務グループ土木担当で保管するものとす 

る。  

 

 

 

 署 名 コード 署 名 コード 署 名 コード 署 名 コード 

石狩 01 留萌南部 08 網走中部 15 後志 22 

空知 02 上川北部 09 網走南部 16 檜山 23 

北空知 03 宗谷 10 根釧西部 17 渡島 24 

胆振東部 04 上川中部 11 根釧東部 18 治山課 25 

日高北部 05 上川南部 12 十勝東部 19 森林整備第二課 26 

日高南部 06 網走西部 13 十勝西部 20 その他 27 

留萌北部 07 西紋別 14 東大雪 21   
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９ 工事名・業務名について 

 

  工事名・業務名は下記を標準とする。 

なお、林業専用道にかかる場合は、例えば「○○林道（林業専用道）新設工事」とし、林業専 

用道であることを明記することとする。ただし、複数路線発注の場合は路線名に「ほか」を明

記し同年度に同一路線を発注する場合は「２」と明記すること。 

 

（１）工事発注 

  ① ○○林道新設工事 

  ② ○○林道改良工事 

  ③ ○○林道維持修繕工事 

  ④ ○○林道災害復旧工事 

  ⑤ ○○林道特殊修繕工事 

      

（２）測量・設計業務発注 

  ① ○○林道新設測量・設計業務 

  ② ○○林道改良測量・設計業務 

  ③ ○○林道災害復旧計画測量・設計業務（申請時に限る） 

  ④ ○○林道災害復旧実行測量・設計業務（承認後に限る） 

  ⑤ ○○林道災害復旧測量・設計業務（計画測量・設計と実行設計が同時の場合） 

  ⑥ ○○林道特殊修繕測量・設計業務 

 

（３）発注者支援業務委託発注 

  ① ○○林道新設工事発注者支援業務委託 

  ② ○○林道改良工事発注者支援業務委託 

  ③ ○○林道災害復旧工事発注者支援業務委託 
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 10  林道名・橋名について 

 

 （１）林道名の付け方 

     原則として、国有林林道整備計画の路線名とし、新設する場所の地名、近くの代表的

な地名、河川や沢の名称で選考し、森林管理署長等と相談のうえ、難しくなく、わかり 

やすい名称を決定する。 

     第２○○林道、○○第一林道のような数字を付した名称はできるだけ避け、同一林道

名、人名等は付けないこととする。 

 （２）橋名の付け方 

    橋梁を架設する場所の地名、近くの代表的な地名、隣接する史跡名勝名、河川や沢の名

称で選考し、森林管理署長等と相談のうえ、難しくなく、わかりやすい名称を決定する。 

第３号○○橋、○○２号橋のような数字を付した名称はできるだけ避け、同橋名、人

名等は付けないこととする。 

     なお、橋の架け替えを行った場合は、橋名もつけ直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２章  土     工 
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Ⅰ  土 質 の 分 類 

 

土   質 分           類 

砂・砂質土 砂、砂質土、普通土、砂質ローム 

粘 性 土 
粘土、粘性土、シルト質ローム、砂質粘性土、火山灰質粘性土、有機質 

土、粘土質ローム 

礫 質 土 礫まじり土、砂利まじり土、礫 

岩塊・玉石 岩塊・玉石まじり土、破砕岩 

軟岩(Ⅰ) 

Ａ 

〇第３紀の岩石で固結程度が弱いもの、風化がはなはだしく、きわめて 

もろいもの 

〇指先ではなしうる程度のもので、亀裂間の間隔は 1～5センチメート 

ルぐらいのもの。 

Ｂ 

〇第３紀の岩石で固結程度が良好なもの、風化が相当進み、多少変色を 

伴い軽い打撃により容易に割り得るもの、離れ易いもの。亀裂間の間隔 

は 5～10 センチメートル程度のもの。 

軟 岩 (Ⅱ) 

〇凝灰質で固結しているもの、風化は目にそって相当進んでいるもの、 

亀裂間の間隔は 10～30 センチメートル程度で軽い打撃により離しうる 

程度､異質の岩が硬い互層をなしているもので、層面を楽に離しうるも

の｡ 

中 硬 岩 

〇石灰岩、多孔質安山岩のように特にち密でないが、相当の硬さを有す 

るもの。風化の程度があまり進んでいないもの、硬い岩石で間隔が 30

～50 センチメートル程度の亀裂を有するもの。 

硬 岩 (Ⅰ) 

〇花崗岩は、結晶片岩など全く変化していないもの、亀裂の間隔は１メ 

ートル内外で相当密着しているもの、硬い良好な石材を取り得るような 

もの。 

硬 岩 (Ⅱ) 
〇けい岩、角岩などの石英質に富んだ岩質が硬いもの、風化していない 

新鮮な状態のもの、亀裂が少なくよく密着しているもの。 

 

(1) 砂･砂質土～岩塊・玉石の土質中に破砕を必要とする岩塊（径１ｍ程度以上）が混入している場

合は、当該岩塊を当該土質と区分して扱うものとする。 

 (2) 岩の硬度による判定は、地域の生成基岩、隣接する既設林道又は同一路線の既設区間に出現す

る岩の状況等から総合的に判断するものとする。 

 (3) 横断面図への岩の区分線の記入は、地表面において確認できるもの及び隣接する既設林道又は

同一路線の既設区間の状況等から想定できる程度のものとする。 

この場合、地勢等により区分される区間ごとに記入することとし、岩の出現している横断面の全

測点への適用や一断面のみの記入とならないように留意すること。 
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（参考）硬度判定資料 

岩   質 テストハンマーの反発度 

軟岩(Ⅰ)Ｂ 15～24 

軟 岩 (Ⅱ) 25～39 

中 硬 岩 40～59 

硬   岩 60 以上 

   テストハンマーの反発度は、岩質判定の補完資料であるから、単に反発度のみによることなく目

視調査（資料参照）を主体として、反発度及び作業の難易を参考にして岩質の判定をする。 

 

(4) 粒度による土の分類 

  ア 礫質土 

礫分（径 20 ㎜～75㎜の粗礫）の多い砂質土、礫分の多い粘性土。 

礫分が多いとは、切取面又は作業中での目視でほぼ満遍なく（全体的に 50％程度）礫が見られ

る土質。 

  イ 岩塊・玉石 

    粒径 75 ㎜以上の混入率が、おおむね 50％以上と判断され、かつ粒径が 20 ㎝以上の岩塊・玉石

が 30％程度混入しているもの。 

  ウ 軟岩（Ⅰ）Ａ 

    脆弱で緊結度に乏しく、バックホウ、ブルドーザで施工できるもの。 
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Ⅱ  土    工 

１ 除根等 

伐開及び除根は、施工の支障となる立木、笹、雑草、根株等をあらかじめ伐除して除去すること

をいい、以下の区分、区域等によることとする。 

 

  (１)適用区分 

  ア 除根 

区    分 除   根   区   分 

疎    林 立木蓄積が 30ｍ３／ha 以上、60ｍ３／ha 未満の場合 

中    林 立木蓄積が 60ｍ３／ha 以上、90ｍ３／ha 未満の場合 

密    林 立木蓄積が 90ｍ３／ha 以上の場合 

   備考１ 下記の場合には、原則として計上しない。 

       路床仕上げ面で路盤工等の支障とならない場合。 

       根株がおおむね 30cm 以下で、切取作業中に必然的に除根される場合。 

       除根により法面の安定が阻害される場合。 

 

イ 枝条片付け 

(ｱ) 枝条片付け１種 

枝条が重なっていて人が枝条の間を歩くのがやや困難な状態の場合で、目安として立木蓄

積が森林調査簿等によりｈａ当たり100ｍ３以上200ｍ３未満の場合 

(ｲ) 枝条片付け２種 

枝条が重なっていて枝条を片付けないと人が歩けない状態の場合で、目安として立木蓄積

が森林調査簿等によりｈａ当たり200ｍ３以上の場合 

ウ 伐倒 

支障木の処理は、事前に収去することを原則とし、具体的には（「林道工事に係る工事支障 

木を事前に立木販売する際の取扱いについて」（令和元年 10月 24 日付け事務連絡）による） 

により取り扱うこととする。 

なお、現地の実情からやむを得ず売払不能の立木を請負工事に含めて処理する場合、新設

工事においては、工事を発注する森林管理署において事業実施の実績がある林業事業体（素

材生産事業の受注者及び立木販売の買受者等）から見積りを徴収して行うこととする。

（「森林整備保全事業等における積算方法等に関する試行について」（令和３年１月15日付

け事務連絡）による）また、その他の工事においては、「伐倒処理費」（「森林整備保全事

業設計積算要領（林道事業）」の１０－共通仮設費－２（１））により行うこととする。
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(2) 区域 

ア 伐開等の区域 

伐開等の区域は、伐開、除根、枝条片付け、伐倒を行う区域をいい、次のとおり取り扱うこ

ととする。 

① 路線にあっては、各測点における切取法頭及び土法尻からそれぞれ水平距離で2.0ｍの余裕

を見込んだ区域 

ただし、路面が切取りのみにより構築される場合は、山側は地山との接点から、川側は路

肩から、盛土のみにより構築される場合は、山側は地山との接点又は山側法尻から、川側は

法尻からそれぞれ水平距離で2.0ｍの余裕を見込んだ区域 

なお、伐開等の区域内に存する作業道跡、草地等であって伐開、除根、枝条片付け、伐倒

の行為を必要としない場合の区域面積は、対象区域面積から除外 

② 残土処理場にあっては、路体に腹付処理する場合は上記①の盛土に準ずることとし、単独

で設ける場合は残土処理場の最大外縁から水平距離で2.0ｍの余裕を見込んだ区域 

③ 構造物設置箇所にあっては、床掘の最大外縁に1.0ｍの余裕を見込んだ区域 

ただし、アンカー等で部分的に点在する区域は除く 

④ 橋梁にあっては、橋台は上記③に準ずることとし、架設施設部は橋下となる区域 

イ 除根の範囲 

除根を行う範囲は、原則として、切土箇所にあっては法頭部まで、盛土箇所にあっては路面

総幅員内で施工基面下0.5ｍ以内（アスファルト舗装の場合は1.0ｍ以内）であって、締固めに

支障が生じる範囲とする。 

ウ  枝条片付の範囲 

伐開等の区域内とする。 

  

(3) 枝条、掘り取り根株等の処理方法 

伐開により生じた枝条、掘り取り根株等は、原則として当該工事実施路線沿線の盛土法尻等で安 

全な集積処理が可能な箇所をあらかじめ指定したうえで整然と集積する等により処理することと

し、これが不可能な場合には、産業廃棄物処理場等に運搬処理することとする。 

なお、枝条、掘り取り根株等を安定した状態で処理できない場合には、必要に応じて杭及び柵等

により安定を確保することとする。 

 

 (4) 数量の算出 

ア 植生の伐開数量 

植生の伐開数量は、伐開区域内の測点を基準とし、植生の適用区分ごとの数量を計算するこ

ととする。 

イ 除根の数量 

除根の数量は、伐開区域内の測点を基準とし、除根の適用区分ごとの面積を計算することと

する。 

ウ 枝条片付けの数量 

枝条片付けの数量は、伐開区域内の測点を基準とし、枝条片付けの適用区分ごとの面積を計

算することとする。 

なお、人工林における枝条片付けは、枝条率が高いことから森林調査簿等による蓄積が100ｍ2

未満であっても、枝条片付け１種を適用することとする。
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２ 機械掘削及び積込 

(1) 土工方式の区分 

土質区分・作業種及び作業機械等に応じ下表のとおりとする｡ 

土工方式は、地山の傾斜のみの考えだけでなく、林地保全上の配慮も考慮する必要があること

から下表の土工方式によることを標準とする｡ 

 

土質区分 
地 山 処 理 地山／ルーズ処理 

作 業 種 作 業 機 械 作 業 種 作 業 機 械 

軟岩(Ⅰ)Ｂ・ 

軟岩(Ⅱ)・ 

中硬岩 

硬岩(Ⅰ)(Ⅱ) 

掘  削 ブレーカ 積込・運搬 バックホウ＋不整地運搬車 

又はダンプトラック 

軟岩(Ⅰ)Ａ 

土砂 

バックホウ 

 

(2) 適用機種 

  適用機種は｢森林整備保全事業標準歩掛｣（平成 11年４月１日付け 11林整計第 133 号）に基づき 

選択することとするが、 標準機種は以下によることとする。 

 

  ア バックホウの規格 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）クローラ型山積0.8ｍ３（平積0.6ｍ
３）を標準とする。 

林業専用道規格の林道の掘削・積込・法面整形については、標準型・超低騒音型・排出ガス 

対策型（第３次基準値）クローラ型山積 0.45ｍ３（平積 0.35ｍ３）を標準とする。ただし、林 

道工事における施工土量 5,000ｍ3未満の場合は、後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策 

型（2014 年規制）クローラ型山積 0.45ｍ3（平積 0.35ｍ3）を使用すること。 

※施工土量とは工種毎に算出した数量を言う。 
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ウ ダンプトラックの規格 

10t 車を標準とする。ただし、現道を利用した工事の場合の小運搬は４ｔ車とすることがで 

きるものとする。 

エ 不整地運搬車の規格 

６・２t 車を標準とする。 

 

 (3) 盛土材料等を運搬する作業機械 

盛土材料及び残土を運搬する場合の作業機械については、ダンプトラック(10t車)とする｡ 

なお、工事区域内でダンプトラックが走行できない場合は次のいずれかによる比較検討を行う

こと。 

① 運搬路整備を施しダンプトラック運搬した場合と、運搬路未整備で不整地運搬車で運搬し

た場合 

② 工事区域内において不整地運搬車による運搬を計画した場合で、工事区域外への運搬があ

る場合は、工事区域縁端でのダンプへの積み替え等を行い運搬する場合と、不整地運搬車に

より工事区域外への一連の運搬を行う場合。 

 

(4) 岩石掘削 

ア 施工形態 

施工形態は、掘削箇所の地形及び工事量等の現場条件等を十分考慮のうえ、オープンカット

及び片切に区分することとする。 

① オープンカットとは、下図に示すような切取面が、水平若しくは緩傾斜をなすように施工

できる場合（目安として、切取幅が5ｍ以上で延長が20ｍ程度以上ある場合）とする。 

② 片切は、切土幅が５ｍ程度未満の場合とし、切土高が５ｍ程度以上となる部分は火薬併用

の機械掘削とする｡ 

ただし、次のいずれかに該当する場合は人力併用機械堀削とする。 

なお、火薬使用に当たっては、火薬取締法を遵守し、管理上必要な措置、火薬取扱資格者

等の配置を行うこととする。  

・ 施工箇所が人家、公共施設、林地、畑地、耕作地等に接し、火薬使用により岩石等が飛

散し被害を与えるおそれがある場合 

・ 施工箇所付近に養豚、養鶏、牧場その他畜産施設が所在し、爆音、その他により養畜業

に支障をおよぼすおそれのある場合、あるいは下流に養魚場が所在し、火薬成分の河川へ

の流出等により養魚に悪影響をおよぼすおそれのある場合 

・ 貴重又は重要な野生動物の生息地であって、爆音等によりその生態に影響をおよぼすお

それのある場合、あるいは貴重又は重要な野生植物の生育地に接し、岩石の飛散等により

影響をおよぼすおそれのある場合 

・ 名勝地あるいは景勝地が所在、あるいは登山等による一般者の入り込みの多い路線 
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  イ 掘削法 

施工形態 

土 質 
オープンカット 

片     切 

切土高≦５ｍ 切土高＞５ｍ 

軟岩(Ⅰ)Ｂ 

 

 

 

 

大型ブレーカ 

1,300 ㎏級 

大型ブレーカ 

1,300 ㎏級 

人力併用機械掘削 

軟岩(Ⅱ) 

中硬岩 

硬岩(Ⅰ)(Ⅱ) 

人力併用機械掘削 

火薬併用機械掘削 

  

 (5) 盛土工及び残土処理 

ア 適用機種 

施工土量 5,000ｍ3未満の林道工事の場合、敷ならしは後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス 

対策型（2014 年規制）クローラ型山積 0.45ｍ3（平積 0.35ｍ3）を使用すること。  

締固めは、振動ローラ排出ガス対策型（第３次基準）搭乗式・コンバインド型３～４ｔを標準 

とする。ただし、林道工事（施工土量 5,000ｍ3 未満）を除く残土処理等の場合、敷ならし、締固 

めはブルドーザ排出ガス対策型（第１次基準値）11t 級を標準とする。  

 

イ 盛土工の区分 

ａ 流用土盛土 

掘削してその土石類を同一ブロックに盛土するもの。 

ｂ 運搬盛土 

他ブロックから運搬した土石類で盛土するもの｡
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ｃ 採取土盛土 

土取場から採取した土石類を盛土するものをいうこととする｡ 

  ｄ 購入土盛土 

購入した土で盛土するもの。（裏込、埋戻しを含む） 

 

    

     ブロックの延長は、測点間の 20ｍとする。 

   

  ウ 盛土、埋戻し土以外への流用土 

路体構築のための切土により生じた土石類及び路側施設等の設置のための床掘により生じた

土石類のうち、盛土、埋戻し土以外の流用として、待避所、車廻し又は土場等（路体に接して

処理される残土のうち、施工基面高と同じ高さまで盛土され、施工基面高と同じ高さで横断方

向の幅が２ｍまでの腹付土砂及び施工基面高と同じ高さで横断方向の幅が２ｍ以上の土場等を

含む。以下「林業作業用施設」という｡）の作業ポイントに利用する土石類は、盛土に準じて取

り扱うこととする｡ 

なお、待避所、車廻し、林業作業用施設として流用する場合は、平面図、横断図を作成する

とともに、寸法、法勾配等を記載することとする。 

 

「林業作業用施設」 

ａ 幅２ｍ以下（腹付土砂） 
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ｂ 幅２ｍ以上（土場等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 残土処理の区分 

残土は、掘削及び床掘りにより生じた土石類のうち、盛土、埋戻し土、待避所、車廻し又は林 

業作業用施設に利用しない土石類の全て（盛土不適土を含む。）をいう。 

処理の方法については、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第 13 条 

及び第 31 条に規定する技術的基準（同法施行令及び同法施行規則の関係条項を含む。）、同法施 

行令第 20 条に規定する都道府県等の規則、盛土規制法の関連通知並びに盛土等防災マニュアル 

によることを基本とするが、次のことを参考に取り扱うこととする。 

 

保安林以外の場合 

・腹付残土として処理する場合は、盛高を施工基面より1.0m以上低い位置とする。 

・法面には、播種工を実施する。
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保安林内の場合 

・盛土高は1.5m未満とし、１箇所当たりの区域面積は0.2ha未満とする。 

・残土処理場の平坦部及び法面に植栽工を実施する。 

ただし、当該残土処理場が継続的に使用される場合には、当該残土処理場を使用した

最終年度に実施すること。 

   

 

a  運搬を伴わない残土処理 

残土を、同一ブロック内の指定した残土処理場に処理するもの｡ 

b 運搬による残土処理 

残土を、他ブロックの指定した残土処理場に運搬して処理するもの。 

   

オ 運用計画 

切土、盛土（林業用施設等に利用する土石類を含む。以下同じ。）及び残土処理の運用計画

は次によることとする。 

(ｱ) 基本事項 

切土及び盛土、残土処理は、設計段階から平面線形、縦断線形及び横断面を十分に検討

し、可能な限り最小限度の土工量となるよう計画することとする｡ 

特に、切土と盛土は、最小の土工量の中で均衡させ、残土として処理する量が極力少なく

なるよう留意するとともに、盛土にあっては、用いる土石の移動距離を極力短く、残土処理

にあっては、残土の移動距離を短くすることはもちろんのこと、土砂の流出等が発生しない

よう適切な処理場所の選定及び必要な対策を講じることとする。 

(ｲ) 切土 

切土は、可能な限り少なくなるよう次に留意して計画することとする｡ 
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① 切土により発生した土石の半分以上が残土処理しなければならない場合は、平面線形、

縦断線形及び横断面について再検討し、切土量全体の減少を図る｡ 

② 切土の工法は、現地の地質及び土質を十分に考慮し、最も適切な工法を選定する｡ 

(ｳ) 盛土 

盛土は、可能な限り土石の移動距離が短い流用盛土により計画することとし、運搬盛土及

び採取土盛土により行う場合は、次に留意して計画することとする 

① 運搬盛土における運搬距離は300ｍを限度とし、その範囲内で最小限の運搬距離となるよ

う検討する｡ 

② 採取土盛土における土石の採取場所は、運搬距離が最小限となるよう選定する｡ 

③ 土石の運搬方法は、第２章-Ⅱ-２-(３)によることとする。 

なお、待避所、車廻し又は林業用施設等に流用する場合は、平面図、横断図を作成する｡ 

(ｴ) 残土処理 

残土処理については、設計段階から処理量、方法、場所等について、次に留意して計画す

ることとする。 

① 残土は、可能な限り少量となるよう検討し、残土処理を行う場合にあっては、可能な限 

り土砂の移動距離が短くなるよう計画する｡ 

② 残土処理は、設計段階から土石の流失等が発生しない箇所、あるいは、簡易な土留工等 

の対策を行う等により適切に処理できる箇所等、残土処理に最も適した箇所を選定して行 

う｡ 

③ 残土処理場は、保安林等法令による制限の有無を把握しつつ適切に指定することとし、 

設計段階から残土処理場の位置図、処理量に合致した平面図及び横断面図を作成する｡ 

④ 残土処理における土石の移動距離は400ｍ程度を限度とし､その範囲内で最小限の移動距 

離となるよう検討する｡ 

⑤ 残土を運搬して処理する場合は、第２章-Ⅱ-２-（３）によることとする。 

 

カ 運用計画の修正 

(ｱ) 大規模な修正 

盛土及び残土処理について、当初計画に対し、切土量の著しい変化、盛土に用いる土石の

著しい不足、あるいは、残土処理量に著しい増減が生じた場合には、平面線形、縦断線形及

び横断面等の再検討並びに切土量、盛土量、残土処理量それぞれの増減及び残土処理箇所の

増減等により運用計画を修正することとする。 

なお、この場合の｢著しい｣とは、切土量、盛土量及び残土処理量それぞれの総量の30％を

超える増減をいうこととし、切土量、盛土量及び残土量のいずれかが該当した場合に適用す

るものとする。 

(ｲ) 小規模な修正 

盛土及び残土処理について、当初計画に対し次のいずれかに該当する切土、盛土、残土処

理量の増減が生じた場合には、切土量、盛土量、残土処理量それぞれの増減及び残土処理箇

所の増減等により運用計画を修正することとする。 

① 上記(ｱ)に該当しない掘削量の変化、盛土に用いる土石の不足、あるいは､残土処理量の増

減が生じた場合 

② 運搬盛土における土石の運搬距離が300ｍ程度を超えることとなった場合
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③ 残土処理における土石の移動距離が400ｍ程度を超えることとなった場合 

 

キ 土量計算 

盛土及び残土処理の土量は、地山土量と利用率の積を対象とし、次の土量の損失及び土量の

変化等を考慮して算出することとする｡ 

(ｱ)土量変化率 

① 切土の飛散、逸散による土量の損失量は、切土量に対する飛散量及び逸散量の割合を飛散

率、逸散率の合計で10％（飛散･逸散率（Ｓ））を見込む 

② 土量の変化は、次表の土量の変化率（Ｃ）を標準とする｡ 
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                               （林道技術指針） 

名              称 Ｌ Ｃ 

岩 又 は 石 硬    岩 1.65～2.00 1.30～1.50 

中  硬  岩 1.50～1.70 1.20～1.40 

軟     岩 1.30～1.70 1.00～1.30 

岩塊・玉石 1.10～1.20 0.95～1.05 

礫交じり 土 礫 1.10～1.20 0.85～1.05 

礫  質  土 1.10～1.30 0.85～1.00 

固結した礫質土 1.25～1.45 1.10～1.30 

砂 砂 1.10～1.20 0.85～0.95 

岩塊・玉石まじり砂 1.15～1.20 0.90～1.00 

普 通 土 砂  質  土 1.20～1.30 0.85～1.05 

岩塊・玉石まじり砂質土 1.40～1.45 0.90～1.00 

粘性土な ど 粘  性  土 1.20～1.45 0.85～0.95 

礫まじり粘性土 1.30～1.40 0.90～1.00 

岩塊・玉石まじり年性土 1.40～1.45 0.90～1.00 

 

         Ｌ＝ 
ほぐした土量（ｍ３） 

地山 の 土量（ ｍ ３ ）
      Ｃ＝ 

締固め後土量（ｍ３） 

地 山 の土量 （ ｍ ３ ） 
土量の変化率（Ｌ、Ｃ）の関係は下表のようになる。 

                            （林道技術基準の解説） 

 地山の土量 ほぐした土量 締固めた土量 

地 山 の 土 量 １ Ｌ Ｃ 

ほ ぐ し た 土 量 １／Ｌ １ Ｃ／Ｌ 

締 固 め た 土 量 １／Ｃ Ｌ／Ｃ １ 

  例えば、盛土不足土を購入する場合 

締固め後の数量で 100m3の砂質土（Ｌ=1.20、Ｃ=0.90）が必要とすると 

①購入土数量は、販売単価がほぐし状態か地山換算かで異なり、販売単価がほぐし状態あた

りの単価である場合  100×（1.20／0.90）＝133m3 

②運搬土量（地山土量）は、133×（１ ／1.20）＝111m3 

以上のようになる。 

③土量計算等に用いる土量の変化率（Ｌ）、（Ｃ）及び利用率（Ｃ′）は次表による。 

土  質 Ｌ値 Ｃ値 Ｃ′ 土  質 Ｌ値 Ｃ値 Ｃ′ 

砂・砂質土 1.20 0.90 0.81 軟岩(Ⅰ)Ｂ 1.30 1.15 1.04 

粘性土 1.25 0.90 0.81 軟岩(Ⅱ) 1.50 1.20 1.08 

礫質土 1.20 0.90 0.81 中硬岩 1.60 1.20 1.13 

岩塊・玉石 1.20 1.00 0.90 硬岩(Ⅰ) 1.65 1.40 1.26 

軟岩(Ⅰ)Ａ 1.20 1.00 0.90 硬岩(Ⅱ) 1.65 1.40 1.26 

     利用率(Ｃ′)＝(１－Ｓ)×Ｃ    Ｓ＝0.1
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(ｲ) 切土、盛土等の体積 

切土、盛土等の体積は、中心線杭（ナンバー杭、プラス杭、曲線杭）ごとに断面積を求

め、中心線杭間の断面積の平均に当該中心線杭間の距離を乗じて算出したものの総和とす

る。 

(ｳ) 単位等 

計算に用いる距離は、小数第２位を四捨五入し小数第１位止めとし、単位はｍとする。 

(ｴ) 曲線部の土量計算 

曲線部が次のような場合の土量計算は「Ⅲ 曲線部の土量計算」により、修正した単距離

を用いて行うこととする｡ 

① 交角が90度以上で、曲線半径が20ｍ未満の箇所 

② 上記以外の曲線で、土量が著しく相違すると認められる箇所 

「著しく相違する」とは、 

・ 沢渡り部と峰越し部が連続し複合曲線に類似する曲線の場合で、２点の交角の和が90

度以上あり、曲線半径が20ｍ未満の箇所 

・ 曲線部の盛土に腹付けする残土処理場で、距離が相当に変わると認められる箇所 

③ 切土又は盛土が零断面となる箇所及び土質の変位点となる箇所は、両断面積に比例按分

した方法で求めた距離を用いる。 

(ｵ) 利用量 

利用量は、土質ごとの地山体積に利用率を乗じて求めることとする。 

(ｶ) 余盛りの数量 

盛土及び路盤工における余盛りは、盛土及び路盤工の数量に加えないこととする。 

(ｷ) 盛土量から控除しない構造物の体積 

① 盛土内に埋設される径60㎝以下の管渠類の空立積及び体積3.0ｍ3以下の構造物の体積は、

土量から控除しない｡ 

② 断面積0.1㎡程度の斜面溝の容積は、土量から控除しない。 

 

ク 土量計算書集計表 

①       切土､盛土及び残土について、その内容を記載する｡ 

② 盛土及び残土の地山数量は、各土質別の集計量を土量の変化率（Ｃ）で除して求める｡ 

 

(6) 切土法面整形工 

ア 切土法面整形工の計画箇所 

切土法面整形工は、土質区分が砂・砂質土、粘性土、礫質土、岩塊、玉石、軟岩(Ⅰ)Ａに該

当する箇所に計画することとする｡ 

イ 面積計算 

切土法面整形面積の計算は次により行うこととする｡ 

① 設計段階においては、設計図に基づき算出する｡ 

切土法面整形箇所が上記(5)のカの(ｳ)に定める曲線部に該当する場合は、面積算出に用 

いる延長について曲線部の修正を行う。 

②  切土法面整形の出来型により面積を算出する場合は、実測結果に基づき変化点の平均断 

面等により算出する｡ 

③ 切土法面整形を行う箇所の土質区分が複数の場合は、土質区分ごとに面積を算出する。 
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ウ 施工方法 

施工方法は、機械による粗面仕上げを標準とする。 

 

(7) 盛土法面整形工及び残土法面整形工 

ア 盛土法面整形工及び残土法面整形工の方法 

     盛土法面整形工及び残土法面整形工の方法は次により行うこととする｡ 

(ｱ) 盛土法面整形工（路体に接する林業作業用施設がある場合を含む。） 

盛土法面は、原則として路体盛土完了後に所定の法勾配となるよう削り取り整形により行

うこととする。 

(ｲ) 残土法面整形工 

残土法面は、原則として突き固め程度により整形を行うこととする。 

また、残土処理箇所においては、植栽工を実施すること。 

ただし、当該残土処理場が継続的に使用される場合には、当該残土処理場を使用した最終

年度に植栽工を実施すること。 

    イ 盛土法面整形工及び残土法面整形工の面積計算 

        盛土法面整形工及び残土法面整形工の面積計算は次により行うこととする。 

(ｱ) 盛土法面整形工 

ａ 路体に接する林業作業用施設がない場合の盛土法面整形工 

① 設計段階においては、設計図に基づき算出する。 

盛土法面整形工の計画箇所が上記(5)のカの(ｴ)に定める曲線部に該当する場合は、面積算

出に用いる延長について曲線部の修正を行う｡ 

② 盛土法面整形工の出来形により面積を算出する場合は、実測結果に基づき変化点の平均断

面等により算出する。 

ｂ 路体に接する林業作業用施設がある場合の盛土法面整形工 

路体に接する林業作業用施設がある場合の盛土法面整形工は、次図に示す部分について面

積を算出することとする。 

なお、設計段階及び出来形により面積を算出する際の方法は、上記(ｱ)に準ずることとす

る。 

       

ｃ 路体に接して残土処理を行う場合の盛土法面整形工 

路体に接して残土処理を行う場合の盛土法面整形工は、次図に示す部分について面積を算

出することとする。 

なお、設計段階及び出来形により面積を算出する際の方法は、上記(ｱ)に準じることとす

る。
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   (ｲ) 残土法面整形工 

ａ 路体に接しないで残土処理を行う場合の残土法面整形工 

①  設計段階においては、設計図に基づき算出する。 

残土法面整形工を計画する法面が上記(5)のカの(ｴ)に定める曲線部に相当する場合は、面

積算出に用いる延長について曲線部の修正を行う｡ 

② 残土法面整形工の出来形により面積を算出する場合は、実測結果に基づき変化点の平均断

面等により算出する。 

     

    ｂ 路体に接して残土処理を行う場合の残土法面整形工 

路体に接して残土処理を行う場合の残土法面整形工は、次図に示す部分について面積を算

出することとする。 

なお、設計段階及び出来形により面積を算出する際の方法は、上記(ｱ)に準ずることとす

る。 

      

 (8) 盛土法面仕上工及び残土法面仕上工 

盛土法面仕上工及び残土法面仕上工の面積計算は次により行うこととする。 
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① 盛土法面仕上工及び残土法面仕上工の面積は、それぞれ盛土法面整形工及び残土法面整形工

を行う法面のうち、播種工を伴う部分の面積とする。 

② 盛土法面仕上工及び残土法面仕上工の面積は、設計段階においては、設計図に基づき算出す

る。 

盛土法面仕上工及び残土法面仕上工の計画箇所が、上記(5)のカの(ｴ)に定める曲線部に該当

する場合は、面積算出に用いる延長について曲線部の修正を行う｡ 

③ 盛土法面仕上工及び残土法面仕上工の出来形により面積を算出する場合は、実測結果に基づ

き変化点の平均断面等により算出する。 

 

(9) 崩 土 

ア  崩土の定義 

崩土とは林道等の上方から林道等に崩落して堆積積している土石類、あるいは岩石類をい 

う。 

イ 崩土の利用及び除去 

(ｱ)崩土の利用 

崩土のうち、土質や含水状況が良好なものについては、盛土、路盤材あるいは林業用施設等

の材料として利用することとする。 

崩土利用の運搬に当たっては、第2章Ⅱ-2-(5)-ア及びイに定める盛土（盛土の分類、流用

土）、第３章Ⅰ-2に定める路盤材料に準じて取り扱うこととし、土工計画は切土量・盛土量、

あるいは路盤工数量等と総合的に検討することとする。 

崩土を盛土等に利用する場合の数量は、崩土がルーズな状態であるため、切土等と同様に平

均断面法を用いてルーズな状態の数量を算出し、次式により地山換算を行った数量を用いるこ

ととする。 

なお、土量の変化率は、盛土、流用土として利用する場合は、砂・砂質土、路盤に利用する

場合は礫質土をもちいることとする。 

   

        盛土数量、路盤体積、流用土数量 ＝ 崩 土 × １／Ｌ 

            （地山換算）                （ルーズ） 

(ｲ)崩土の除去 

崩土のうち、盛土、路盤あるいは流用土の材料として利用されないものについては、第2章Ⅱ-

2-(5)ウに定める残土に準じて取扱うこととする。 

この場合、崩土を路体に腹付処理するものを腹付崩土、運搬して処理するものを運搬崩土とし

て取り扱うこととし、数量の算出に当たっては、上記(ｱ)の式を用い、土量の変化率は土質によ

り砂・砂質土又は礫質土に区分して適用することとする。  

 

(10) 側 溝 

ア 計画 

①  側溝は、原則として土構造とし、設計段階において現地の地形、湧水等の状況に適応する

よう適切に計画する｡ 

②  湧水や地表水の流出が著しく、土構造による側溝では不適切と判断される場合は、コンク 

リートフリューム等により計画する｡ 

③ 普通側溝及び大側溝の断面形状、寸法は林道標準図に示すものを標準とするが、湧水や貯
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留水等の状況から林道標準図により難い場合は、現地に適応する断面で計画する｡ 

④ 側溝の切取法勾配は、土石類は８分、軟岩(Ⅰ)Ａは５分、その他の岩石類は３分を標準と

する｡ 

⑤ 土構造であって林道標準図を適用しない断面で計画する場合の最小底幅は0.8ｍとする｡ 

この場合、断面形状、寸法及び法勾配を作工図に明示する｡ 

    イ 数量計算 

① 数量は、中心線の延長で表す。 

② 単位はｍとし、数量は小数第２位を四捨五入し小数第１位止めとする｡ 

③ 林道標準図にない断面形状の側溝の数量は、中心線の延長及び体積（体積は土構造の側溝

のみに適用する。）で表す。 

 

(11) 掻均し 

ア 計画 

① 切土及び盛土の総数量の平均が、1ｍ当たり2ｍ3程度となる延長が100ｍ以上連続している

箇所について適用することができる。 

② 掻均しを計画する場合は、平面図及び縦断面図に該当区間を明示する｡ 

イ 数量計算 

① 全幅員が3.6ｍの林道において掻均しを行う場合の掻均し幅は4.7ｍとし､延長１ｍ当たり4.

7㎡で計算する。 

② 掻き均しは施工延長で積算することとし、小数第１位を四捨五入し、単位止めとする。 

また、単位はｍとする。 

 

(12) 不陸均し 

ア 計画 

① 堅固な地盤の既設作業道を活用して林道の開設又は改良を行う場合で、土工量の数量を切

土又は盛土として計上することが不可能な箇所（表面の凹凸や轍等の不陸な状態を均す程度

の土工）について計画する。 

② 不陸均しを計画する場合は、平面図及び縦断面図に該当区間を明示する｡ 

イ 数量計算 

不陸均しは、施工延長で算出することとし、小数第１位を四捨五入し、単位止めとする。 

また、単位はｍとする。 

 

３ 流木除去 

災害復旧工事により横断排水施設、護岸を兼ねた擁壁、渓流に接し又は接近した箇所の路体の復

旧を行う場合であって、当該災害復旧箇所に異常な量の流木が堆積しており、これを除去する必要

がある場合には次により流木除去を計画することとする。 

 

(1) 流木除去の条件 

流木除去は、除去する必要のある流木の堆積状況等が災害復旧箇所ごと（１工事において複数

の工区が存在する場合は１工区ごと）に次の条件の全てに該当する場合に計画することとする。 

① 流木の胸高直径の平均が20㎝以上であること 

② 堆積状況が流出土砂と渾然となっていないこと 
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③ 概ね不整地運搬車１台分以上の流木の堆積量があること 

 

(2) 流木除去の方法 

流木除去は、流木の切断、集積・積込、運搬及び整理・集積を組み合わせて次により計画する

こととする。 

ア 流木の切断 

流木は、運搬するダンプトラック又は不整地運搬車に積載可能な長さに切断することとし、

切断する長さはそれぞれ次のとおりとする。 

① ダンプトラックで運搬する場合は５ｍ程度 

② 不整地運搬車で運搬する場合は３ｍ程度 

イ 集積・積込 

集積・積込は、切断等された流木を掴み装置付のバックホウにより積込みやすいように集積

するとともに、ダンプトラック又は不整地運搬車に積込むこととする。 

この場合のバックホウは、ベースマシーンをクローラ型山積0.8ｍ3級とする。 

ウ 運搬 

運搬は、不整地運搬車及びダンプトラックにより行うこととし、適用の区分は次によること

とする。 

① ダンプトラックによる運搬は、産業廃棄物処理場への運搬又は流木を林内等に集積処理す

るための運搬距離が300ｍ程度を超える場合に適用する。 

② 不整地運搬車による運搬は、流木の集積・積込箇所にダンプトラックが乗り入れられない

ため集積・積込箇所からダンプトラックの乗り入れが可能な箇所までの運搬又は流木を林内

等に集積処理するための運搬距離が300ｍ程度未満の場合に適用する。 

③ 流木を林内に集積処理するための運搬であって、ダンプトラックと不整地運搬車の適用を

運搬距離によって決定し難い場合には、それぞれの運搬方法による経済比較、運搬路の支持

力等の条件によって総合的に判断して決定する。 

エ 整理・集積 

整理・集積は、林内の集積処理箇所に運搬された流木を掴み装置付のバックホウにより流出

あるいは転動等しないように安全な状態で集積処理することとする。 

この場合のバックホウは、ベースマシーンをクローラ型山積0.8ｍ3級とする。 

 

(3) 数量 

数量は、次によることとする。 

ア 流木の切断 

堆積している流木の体積20ｍ３に切断する必要のある流木が１本程度存在するものとして、 

次の式により求めることとする。 

この場合、単位は本、数量は小数以下第１位を四捨五入して単位止めすることとする。 

本数（本）＝（１本／20ｍ３当たり）×流木の体積（ｍ３） 

このとき、流木の体積は、 

流木の体積＝見かけの体積（ｍ３）－見かけの体積×空隙率 

空 隙 率＝0.15
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見かけの体積＝流木の堆積状況から概ね把握できる体積 
 

イ  集積・積込及び整理・集積 

集積・積込及び整理・集積の数量は流木の体積とし、数量の算出は上記アの｢流木の体積｣算

出式により求めることとする。 

この場合数量の単位はｍ３とし、数量は小数第２位を四捨五入して小数第１位止めする。 

ウ 運搬 

運搬距離は、運搬方法と流木の処分箇所により次によることとする。 

① 流木の処理を行う箇所が産業廃棄物処分場である場合は、流木の集積・積込箇所から最も

近い産業廃棄物処分場までの距離を粁程図により算出することとし、単位は㎞、距離は小数

第１位止めする。 

② 流木の処理を行う箇所が産業廃棄物処分場であって、流木の集積・積込箇所にダンプトラ

ックの乗り入れが不可能な場合は、ダンプトラックの乗り入れ可能な箇所まで不整地運搬車

による運搬を行うこととし、不整地運搬車による運搬距離とダンプトラックによる運搬距離

を算出する。 

この場合、ダンプトラックの運搬距離は上記①に準じて算出する。また、不整地運搬車の

運搬距離は集積・積込箇所からダンプトラックの乗り入れ可能な箇所までの距離とし、単位

はｍ、距離は単位止めする。 

③ 流木を林内等に集積処理するためダンプトラック又は不整地運搬車により運搬する場合の

運搬距離は、集積・積込箇所から整理・集積箇所までの距離とし、単位はｍ、距離は単位止

めする。 

④ 流木を林内等に集積処理するためダンプトラックにより運搬する場合であって、流木の集

積・積込箇所にダンプトラックの乗り入れが不可能な場合は、ダンプトラックの乗り入れ可

能な箇所まで不整地運搬車による運搬を行うこととし、不整地運搬車による運搬距離とダン

プトラックによる運搬距離を算出する。 

この場合、ダンプトラック及び不整地運搬車の運搬距離は、上記②に準じて算出する。 
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Ⅲ 曲線部の土量計算 

１ 修正距離を適用する曲線部 

曲線部がⅡの２の(5)のカの(ｴ)の「曲線部の土量計算」に該当する曲線である場合は、原則とし

て単距離を修正して土量計算を行うこととする。 

 

２ 計算方法 

（１）修正距離の計算 

下図において断面の重心が中心線から±Ｘだけ変位するときの修正距離は、次式により求める  

こととする。 

① －Ｘだけ変位する場合：・＝（Ｒ－Ｘ）×・ｍ÷Ｒ 

③ ＋Ｘだけ変位する場合：Ｌ＝（Ｒ＋Ｘ）×・ｍ÷Ｒ 

  

                         

(2) 土量の計算 

土量の計算は次式により行うこととする。 

          （Ｐ＋Ｐｎ)÷２×ℓ又はＬ 

               このとき 

                  Ｐ ：断面積 

                  Ｐｎ：断面積 

この場合の変位距離Ｘは、断面積Ｐ及びＰｎの平均値とし、小数第２位を四捨五入して小数

第１位止めとすることとする。 

 

(3) 重心の求め方 

重心は切土、盛土、残土ごとに区分し、それぞれ 1/2 断面積法により求めることとする。 

〔例〕 

該当する横断面図に概ね見当で図心を仮定し、垂線で２分し片側の面積が 1／2となる垂線

を図心線とする。 

総断面積＝Ａ、ａ＝Ａ／２ 例えばＡ＝６８㎡の場合ａ＝３４㎡となればよい。まず、最初に

見当をつけて垂線で 2 分し、ａを求めたところ３０㎡となった。この場合あと４㎡だけ移動さ

せればよいので、その最初の垂線の長さから移動させる程度が分かる。 

垂線高が３ｍであれば４㎡÷３ｍ＝1.3ｍとなり、1.3ｍ移動すれば求めるＡ/2 の線となる。

Ｒ：曲線半径 

    ｍ：曲線半径Ｒに対する距離 

       ＋Ｘ：中心線から外側の変移距離 

       －Ｘ：中心線から内側の変移距離 

         ：－Ｘに対する修正距離 

         Ｌ：＋Ｘに対する修正距離 
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注 1 この方法はあくまで簡便法の 1例であり、

実際の重心との誤差は±0.5ｍ以下と考えら

れる。 

   なお、図形によってその誤差の変位する 

  方向が異なるのでこの点について若干補正 

   する。 

  2 不規則な断面は求めやすい三角形、短形、 

  平行四辺形に補正して求める。 

 

 

 

注 Ｇが円心に対して 

中心線から外側を(＋)、内側を(－) 

              ｍ：測点間の距離 

               Ｘ ：平均変位距離 
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Ⅰ  路  盤  工 

 

１ 路盤工の仕様等 

路盤工の仕様等は次によることとする｡ 

(1)  路盤工の区分 

路盤工は、上層路盤と下層路盤に区分し、路盤厚が 20 ㎝以下の場合は上層路盤のみとし、20 ㎝

を超える場合は 10㎝を上層路盤、残余を下層路盤とする。ただし、路床が岩石である場合は、原則

として路盤工を設けないが、岩盤等に強風化、節理の発達等がみられ、交通荷重の支持力が十分に

得られないと判断される場合は、当該箇所を 10㎝程度除去して路盤工を設置するものとする。 

   また、岩盤等に強風化、節理の発達等は見られないものの、逆目による凹凸等があり、車輪の損

傷等が想定される場合には、その状況に応じて路床上に 5～10 ㎝程度の敷砂利を行うものとする。 

(2)  路盤工の範囲 

   路盤工を設置する範囲は、車道、待避所及び車廻し、林業作業用施設において、交通荷重のかかる

部分とする。 

(3) 路盤工の設置位置 

   路盤工（上層路盤、下層路盤）は、施工基面以下に設置する。 

(4) 路盤厚 

林道における路盤厚は、10 ㎝、20 ㎝、25cm、30 ㎝を標準とし、隣接する既設林道や既開設区間

等の実態を勘案して決定することとする｡ 

林業専用道においては、20 ㎝を標準とすることとする。 

また、林道において路盤厚を決定する際に隣接する既設林道や既開設区間等の参考となるものが

ない場合、既設林道等の路床土との差異が大きく参考とすることが不適切な場合等であって、当該

箇所の路床土の種類から路床土の強度特性により路盤厚を決定する場合は、次表の路床土の強度特

性により決定することとする｡ 

更に、路床土の状況から次表により難い場合は、別途簡易なコーン貫入試験等の調査（路床支持

力の調査方法参照）により求めた路床土の強度特性により定めることとする｡ 

この場合、路床土の強度特性によって路盤厚を求める式は次によることとする｡ 

 

             Ｈ ＝ 
45 

Ｃ 0.5 
ここに、  Ｈ＝路盤厚（㎝）   Ｃ＝路床土のＣＢＲ（％） 

 

調査の結果、30㎝を超える路盤厚が必要と判断される場合には、路盤の安定処理工等の工法と比較

検討し、経済的かつ効果的な工法を採用することとする｡ 
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路床土の種類 ＣＢＲ（％） 

シルト、粘土分が多く、含水比の高い土 

（含水比の高い火山灰質粘性土、粘性土等） 
３以下 

 シルト、粘土分が多く、含水比の比較的低い土 

 （含水比のあまり高くない火山灰質粘性土 
３～５ 

 砂質土、粘性土等 ３～７ 

 含水比の低い砂質土、粘性土質 ７～15 

 礫、礫質土等 ７～15 

 粒土分布の良い砂等 10～30 

     注） ＣＢＲの上限値は切土、下限値は盛土を標準とする。 

 

２ 路盤材料 

路盤の材料は、切土等で発生した岩砕、礫、砂及び既存のコンクリート施設等の取り壊しにより発

生する資材（以下「現地発生材」）等の活用を図るものとするが、適材が得られない場合には、クラ

ッシャラン、切込砂利等を用いることとする｡ 

     

現場発生材の活用に当たっては、適当な土取場がない場合であって、本線施工区間において適当な

材料の確保が可能な場合には、本線の追切りによって採取できることとする。 

     

(1) 再生骨材を用いる場合の留意事項 

当該地域における供給実態、品質、切込砕石との経済比較等により総合的な検討を行うこと。た

だし、再生骨材を路盤材として使用することにより事業の実施に支障が考えられる場合には使用の

見合わせを検討すること。また、使用箇所についての特段の定めはないが、原則、国立公園・国定

公園等自然公園法の適用となる地域での使用には配慮すること。 

路盤材として使用する場合には、下層路盤材として使用し、上層路盤材には新材（バージン材）

を使用すること。 

(2) 現場発生材を用いる場合の留意事項 

ア 共通 

① 現場発生材が良質な場合は、切込砕石に優先して活用する｡ 

この場合、既存のコンクリート施設等の取り壊しにより発生する資材の活用に当たっては、

再生骨材を用いる場合と同様に品質等に留意するとともに、路盤材料としての所定の寸法（下

記③及び④）まで破砕して活用する｡ 

② 路盤材には、頁岩や砂岩等で風化の進んだ現場発生材は使用しない｡ 

③ 下層路盤に用いる材料の最大粒径は、15 ㎝程度を標準とする｡ 

④ 上層路盤には細粒の材料を用いるものとし、最大粒径は８㎝以下を標準とする｡ 

⑤ 材料の採取及び積み込みは、原則としてバックホウ（平積 0.6 ㎥）とする。 

⑥ 材料の運搬は、原則としてダンプトラック（10ｔ）とするが、必要に応じて不整地運搬車と

経済比較を行う｡ 

イ 土取場を指定する場合 

     ① 土取場の切取法勾配は、本線の切取法勾配に準じて取り扱う｡ 

② 施工途中において土取場を指定する場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限を受けて
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いる場合は、必要な手続きを行う｡ 

ウ 本線の追い切りによって路盤材料を採取する場合 

① 追切りは、箇所を指定して行う｡ 

② 追切りにより幅員が拡幅される箇所は、原則として待避所、車廻し、林業用施設等として

活用することとし、平面図、横断図に寸法等を記載する｡ 

③ 施工途中において追切りを計画する場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限を受けて

いる場合は、必要な手続きを行う｡ 

④ 切取法勾配は、本線の切取法勾配を適用する｡ 

 

３ 路盤の施工方法等 

路盤は、原則として路面水の路体への浸透及び路面水の流下による路面の浸食を抑制するよう下層

路盤、上層路盤ごとに敷均し及び転圧を行うこととする｡ 

なお、設計に当たっては次に留意して行うこととする｡ 

(1) 敷均し 

敷均しは、原則としてバックホウ排出ガス対策型（第２次基準値）クローラ型山積 0.28ｍ３（平

積 0.20ｍ３）を標準とすることとする｡ 

(2) 締固め（砂利路盤工舗装面仕上げ） 

締固めは、原則として振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4ｔによることとする｡ 

(3) 小運搬 

地盤が軟弱、車廻しがない等ダンプトラックで運搬できない箇所については小運搬を見込むこと

ができる。なお、小運搬延長については、砂利堆積箇所（資材置場）からの距離と数量により加重

平均した延長とする。 

砂利堆積箇所（資材置場）については、入札公告の位置図等に明示する。 

 

(4) 設計説明 

路盤材料の品質区分、規格寸法、採取場所、運搬方法、敷均し及び締固め等の設計内容について

は、設計説明書に明記することとする｡ 

 

４ 路床内法仕上工 

路床内法仕上げを設ける箇所及び寸法等は次によることとする｡ 

(1)  設置箇所 

路床内法仕上げは、次の全てに該当する箇所に設けることとする｡ 

① 路床が岩以外の箇所 

② 下層路盤を設ける箇所 

③ 未成工事とならない箇所 

(2) 寸法 

路床内法仕上げの高さは 20 ㎝を標準とすることとする｡ 

延長は、中心線の延長とする。 
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５ 路床暗渠工 

   路床暗渠工は、次により計画することとする。 

(1) 設置条件 

    路床暗渠工は、次の全てに該当する場合に設けることとする。 

   ① 路床が岩以外である場合 

  ② 下層路盤工を設ける場合 

(2) 設置位置等 

    路床暗渠工の設置位置等は、次によることとする。 

  ① 路床暗渠工の設置位置は、中心線延長 60m 毎の間隔を目安とし、縦断勾配の凹型変移点のほか、

浅層の地下水や周辺からの浸透水等を考慮のうえ必要な箇所に設置する。 

②  地山ではなく盛土法面へ排水する場合は、排水により盛土法面が洗掘されるため、植生土のう

工等により安定した地山へ導水する。 

  ③ 木製路面排水工と同一箇所へ設置しても良いが、開渠と同一箇所には設けない。 

(3) 材料 

   フィルター材は、路盤材と同一とする。 

(4) 設計図等 

   構造図の作成は不要とする。（標準図を設計図書に添付する） 

   横断図を利用する等して数量計算図を作成する。 

(5) 数量 

   数量計算図に基づき、箇所毎のフィルター材料（m3）、路床暗渠の床掘（m3）、埋戻し（m3）、

植生土のう工の床掘（m3）、植生土のう工（袋）の各数量を算出のうえ集計する。 

(6) 標準図 

   林道標準図（Ⅰ土工－７路盤工－（２）路床暗渠工）のとおりとする。 

(7) 工事施工時 

   設計で計画した路床暗渠工の施工箇所が適地であるか、施工前に現場代理人と確認し、必要であ

れば位置の変更や箇所の増減を行うこと。 

 

６ 数量計算 

路盤工の設計数量は路盤体積で表すこととし、上層路盤、下層路盤ごとに区分して算出すること

とする｡ 

(1) 購入材料 (切込砕石) 

必携 第３編林道 第１ 舗装工 1-2  砂利路盤工（機械）５敷砂利の使用量を適用し算出する。 

 

(2) 現場発生材のうち岩石残土を活用する場合 

岩石残土の活用を計画する場合は、土量計算書において岩石残土が生じている各測点（桝入れ計

算の場合 20ｍ）の岩石残土量を流用することとし、 礫質土の利用率Ｃ’(0.81)を用いて次式によ

り必要量を確保することとする。 

路盤材採取量 ＝ 路盤体積 × ｛ １／Ｃ’ ｝ 
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(3) 追切りにより路盤材を採取 

ア  工事区内において計画する場合 

① 本線の土石類（ａ）、岩石（ｂ）及び追切り箇所の土石類（ｃ）、岩石（ｄ）は、それぞれに数

量を算出し、追切り箇所の土石類（ｃ）及び岩石（ｄ）の数量は、本線の切取量に合算する。 

② 追切りによる路盤材の採取量は、礫質土の利用率（Ｃ’）を用い、算出式は前記(2)に準じること

とする。 

イ 工事区間外（工事路線の既設区間及び他路線）において計画する場合 

① 追切り箇所の土石類（ｃ）及び岩石（ｄ）は、それぞれごとに数量を算出する。 

② 追切り箇所の土石類（ｃ）及び岩石（ｄ）の数量は、工事区間内本線の切取数量とは別に算出す

る。 

③ 追切り箇所の土石（ｃ）の数量は、土取場から採取する盛土用土石に優先して盛土材料として計 

算する。 

④ 追切りによる路盤材の採取料は、上記ア②に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-80- 

 

１ 本線、待避所                                                

                                                 （m3／単位当たり）    

名     称 単   位 
上  層 下 層 

10 ㎝ 20 ㎝ 20 ㎝ 

本線（車道幅員 3.0m） １m あたり 0.30 0.60 0.60 

待 避 所 １箇所当たり 7.50 15.00 15.00 

待避所（林業専用道） １箇所当たり 5.10 10.20 10.20 

車 廻 し １カ所当たり 14.00 28.00 28.00 

 

２ 曲線拡幅部     

                                                                   （m3／単位当たり）  

           半 径 

 

名 称     敷 厚 

12 15 18 20 25 30 35 40 45 

拡 幅 部 

(ｍ当り) 

５㎝ 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 

10 ㎝ 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.05 0.02 

20 ㎝ 0.35 0.29 0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.10 0.05 

取 付 部 

( 箇 所 当

り) 

５㎝ 0.54 0.43 0.37 0.31 0.25 0.19 0.12 0.12 0.06 

10 ㎝ 1.09 0.85 0.73 0.61 0.49 0.37 0.25 0.25 0.12 

20 ㎝ 2.17 1.70 1.47 1.23 0.99 0.74 0.50 0.50 0.25 

     備考  1 拡幅部の単位量は、中心曲線長１ｍ当たり。                                   

           2 取付部の単位量は、片側１箇所当たり。     

 

３ 取付比率換算表 

  

  

Ｌ ｉ Ｌ ｉ Ｌ ｉ Ｌ ｉ 

0～0.2 0 3.4～4.1 0.6 0～2.0 0 7.5～8.0 0.6 

0.3～0.7 0.1 4.2～5.0 0.7 2.1～3.8 0.1 8.1～8.6 0.7 

0.8～1.3 0.2 5.1～6.1 0.8 3.9～5.0 0.2 8.7～9.2 0.8 

1.4～1.9 0.3 6.2～7.8 0.9 5.1～5.9 0.3 9.3～9.7 0.9 

2.0～2.5 0.4 7.9～

10.0 

1.0 6.0～6.7 0.4 9.8～

10.0 

1.0 

2.6～3.3 0.5   6.8～7.4 0.5   

Ⅱ  路盤工の単位当たり数量 
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（参考） 路盤支持力の調査方法 

 

路盤工は、交通荷重を直接支持し、切土､盛土等の路床に広く分布伝達して、安全かつ安定した路面を

形成するために重要であるが、林道開設工事等においては経費的に占める割合が大きいため、安全性と

経済性の両面から路盤厚を検討する必要がある。 

路盤厚は、隣接する既設林道や既開設区間等の実態を勘案しての決定や、隣接に既設林道がなく参照

できない場合等に当該箇所の路床土の種類から路床土の強度特性により路盤厚を決定するなどにより

行っている。 

しかし、前述のいずれにもより難く、現地において路床の強度特性を調査して路盤厚を決定する必要

がある場合には、以下の方法により調査を行うことが望ましい。 

 

１ 一般的事項 

調査は、少なくとも二日前以内に降雨、降霜等がない日を設定する。 

 

２ 測定方法 

(1)  簡易球体落下ＣＢＲ器使用の場合 

①  測定は 20ｍごとに下図断面の位置において行う。 

  

②  測定は、3～5㎝程度掘り起してコテ等により平滑に仕上げた供試面に測定器を設置し、 

球体落下により生じた窪みの直径（Ｄ）をスケールで直接測定して行う。 

 

(2）コーンペネトロメータ使用の場合 

① 測定箇所は、簡易球体落下ＣＢＲ器と同じ箇所において行う。 

②  測定は、2～4㎝程度路床土を取り除き、路床に測定器を垂直に差し込んで行う｡ 

③  測定値は、ダイヤルゲージからコーン支持力を読み取る。 

 

(3）ダンプトラック空車使用の場合 

① ダンプトラックは、中心線を軸にして走行する。 

② 走行は、10 ㎞／ｈ以下の速度で行う。 

③ 走行後の轍の深さを 20ｍおきにＸ１、Ｘ４の個所において測定する。 

ただし、測定箇所間において轍の深さが極端に変異する箇所が存在する場合は、当該箇所を

プラス測点として設ける。 
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３ 路床支持力測定記録表の記載等 

(1) 路盤支持力測定記録表の記載方法 

各測定方法に応じた所定様式に測定値を記載し、平均値（Ｘ）を算出する。 

(2) 測定値の単位等 

各測定方法ごとの測定値の単位等は次のとおり。 

① 簡易球体落下ＣＢＲ器使用の場合 

単位は㎝とし、小数第１位を四捨五入して単位止めする。 

② コーンペネトロメータ使用の場合 

単位は㎏／㎠とし、小数第１位を四捨五入して単位止めする。 

③ ダンプトラック空車使用の場合 

単位は㎝とし、５㎝括約（二捨三入又は七捨八入）する 

(3) 路盤厚の決定 

求められた平均測定値（路盤厚）を該当欄に記入し、この値を下回らないよう測点別（20ｍごと）

の路盤厚を決定し、その延長と路盤厚を決定路盤厚欄に記入する。 

(4) その他の土質試験 

その他の土質試験は、100ｍ～300ｍごとに路床土を採取し、現地又は試験室等において所要の試

験を行って測定する。 

 

４ 路床現場含水比試験方法 

(1）試験用具 

① 容器（ルツボ、時計皿等）            ３個 

② 乾燥炉又はアルコール                    １個又は小ビン（適量） 

③ ハカリ（ヒョウ量 200ｇ、感量 0.05ｇ程度）     １台 

(2）試験方法 

① 容器の重量（ＴＷ）を測定する。 

② 試料 10～15ｇを容器に入れ、その重量（ＷＷ）を測定する。 

③  容器に入れた試料を 110℃で炉乾燥するか、容器に入れた試料にアルコールを注いで燃焼さ

せ、試料が一定重量になるまで乾燥させる。 

④ 一定重量になった資料と容器の重量（ＤＷ）を測定する。 

⑤ 測定したそれぞれの値を用いて次の式により含水比を求める。 

               
ＷＷ－ＤＷ

ＤＷ－ＴＷ ×100＝含水比 ％                
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Ⅰ  溝   渠   工 

１ 基本事項 

溝渠等の排水施設は、林道に流入する地表水、地下水等を安全かつ速やかに林道敷地外に排除して

林道路体の安定と安全を確保するため、現地の水系に適合するよう以下に留意して計画することとす

る。 

なお、排水施設の流末については、隣地の保全に配慮した処理となるよう特に留意することとする。 
 

 (１) 共通 

ア  排水施設の区分 

(ｱ)  溝渠等 

排水施設は次により区分することとする。 

①  地表排水施設：側溝、横断溝、横断排水工（開渠、暗渠、洗越工） 

② 地下排水施設：切土部分地下排水工、盛土部地下排水工、切盛境地下排水工、 

路床内排水工 

③ 法面排水施設：法面排水工 

(ｲ) 集水工及び流末処理工 

集水工及び流末処理工は次により区分することとする。 

① 呑口工：集水工、流木除け工、土砂止工、落差工等 

② 吐口工：洗掘防止工等 

イ 排水施設の配置 

排水施設の配置は、原則として次により計画することとする。 

① 溝渠は、林道が沢、谷等の水系を横断する場合に、流水等を路体に支障がないよう流下させ

ることを目的として設置する。 

  また、溝渠の工種や渓流等の状況に適合する呑口工及び吐口工を設置し、流水等の安全かつ

確実な集水及び排水、路体の保護、渓岸侵食等の防止を行う。 

② 側溝及び横断溝は、林道敷地外からの流入水、法面排水施設による排水、斜面や切土法面か

らの湧水、路面水等を排除するため、路線の縦断勾配の凸型変移点間ごとに集水区域を分割し

て配置する。 

③ 地下排水施設は、浅層の地下水、周辺からの浸透水、路床の上昇水等を排除するため必要が

ある箇所に配置する。 

④ 法面排水施設は、地表水、浸透水、湧水等によって、切土法面若しくは盛土法面の侵食又は

せん断強度の低下等による崩壊が生じるおそれのある箇所に配置する。 

  設置に当たっては、地表水の流出量や地盤の浸透能、地下水の排水量等を基に、切土法面又

は盛土法面又は盛土法面とこれに続く自然斜面について安定度等を検討して要否を判断する。

安定度の検討において安定計算を行う場合は、盛土の有効応力法に準ずる。 

 (2) 図面 

溝渠に集水工、流末処理工を計画する場合は、平面図、正面図、側面図を作成し、集水工、流末

処理工を計画しない場合には側面図を作成することとする。 

なお、溝渠と集水工及び流末処理工の関係が複雑となる等により必要な場合には、詳細図を作成

することとする。 

(3) 小運搬 

  溝渠等の資材（ポリ波状管、ポリ集水桝、コルゲートパイプ、丸太芥除工、丸太洗掘防止工、木

製路面排水工、護床ブロック、コンクリート開渠等）の運搬において、地盤が軟弱、車廻しがない
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等、トラックで運搬できない箇所については、小運搬を見込むことが出来る。なお、小運搬延長に

ついては、資材置場からの距離と数量により加重平均した延長とする。 

 

２ 溝渠の敷設計画 

溝渠の敷設計画は、原則として次により行うこととする。 

 (1) 共通 

ア 敷設箇所等 

(ｱ) 谷、沢等で流水のある箇所に敷設する溝渠 

谷、沢等で流水のある箇所に溝渠を敷設する場合の位置及び方向は次のとおりとする。 

① 敷設位置は、従来の流路のある場合はその位置とする。 

② 敷設勾配及び方向は、渓床勾配及び流心に合致させる。 

③ 流路の流心の修正が可能な場合は、路線方向と直交した位置に敷設できる。 

(ｲ) 側溝水を排除するための溝渠 

側溝水を排除するための溝渠は、側溝が次のような場合に原則として側溝の縦断勾配の凹型

変移点であって、切土となる箇所に設けることとする。 

① 側溝の断面が不足する箇所 

② 側溝の縦断勾配が確保できず、側溝により沢等まで導水できない箇所 

(ｲ) 隣接地帯の排水等に用いる溝渠 

隣接地帯の排水等に用いる溝渠は、林道沿線に次のような箇所が存在する場合に原則として

切土となる箇所に設けることとする。 

① 林道の山側等に滞留水のある箇所 

② 林道開設後又はその他により滞留水となるおそれのある箇所 

イ 溝渠の敷設勾配 

溝渠の敷設勾配等は次によることとする。 

① 敷設勾配の標準は、30％程度以下 

② 敷設勾配が 30％程度を超える場合は、突起等により滑り止め、招水工等との組み合わせによ

り敷設勾配を調整 

③ 排水施設そのものの破損や流末地山の洗掘が予想される場合には、敷設勾配や流速及び工法

について総合的に判断することとする。    

ウ 溝渠の通水断面の安全率 

溝渠の通水断面の安全率は次によることとする。 

① 開渠は、１．２以上 

② 暗渠において流木除け工、土砂止工又は落差工を設ける場合は、２．０～３．０ 

ただし、設計計算を行わない木材による流木除け工を設けた場合は３．０以上とする。 

 

③ 暗渠において流木除け工、土砂止工又は落差工を設け難い場合は３．０以上 

エ 流末 

流末の位置等は次の箇所を標準とする。 

① 流末の位置は、侵食、崩壊等を生じない良質な地山箇所 

② 流末がやむを得ず盛土箇所、路側施設設置箇所となる場合は、流末水路工による盛土外への

導水又は水叩き工等の流末処理工が可能な箇所 
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(2)  暗渠 

ア 谷、沢等で流水のある箇所に敷設する暗渠 

谷、沢等で流水のある箇所に暗渠を敷設する場合は、次の箇所に計画することとする。 

① 流木や土石等により呑口が閉塞するおそれのない箇所 

② 流木や土石等により呑口が閉塞するおそれのある場合であって、流木除工等の集水工の計画が

可能な箇所 

③ 所要の土被り厚が確保できる箇所 

イ 側溝水や隣接地帯の排水、浅い凹型地形の沢等に敷設する暗渠 

側溝水や隣接地帯の排水、浅い凹型地形の沢等に暗渠を敷設する場合は、次の箇所に計画するこ

ととする。 

① 原則として切土の箇所 

② やむを得ず盛土箇所に計画する場合及び吐口が盛土部となる場合は、流末水路工等による流末

処理工が可能な箇所 

(3) 開渠 

ア 計画箇所 

開渠は、次の箇所に計画することを標準とする。 

① 流木や土石等による呑口の閉塞のおそれがある箇所 

② 暗渠の土被り厚が確保できない箇所 

③ 水路として用いる箇所 

イ 土構造としない箇所の開渠 

開渠を土構造以外で設ける場合は、次の箇所を標準とする。 

① 側溝等で地質的な条件等から土構造では洗掘のおそれがある箇所 

② 断面の算定や断面に対する構造上の設計計算を行わない程度の常水があり、木製側溝、コンク

リート又は鋼制のＵ型フリューム等による排水が可能な箇所 

③ 車両の通行荷重に耐える必要のある箇所 

(4) 洗越し 

洗越しは、路線の縦断勾配に凹型変移点の設定が可能な箇所であって、次のいずれかに該当する

箇所に設けることとする。 

① 上流部が荒廃渓流である箇所 

② 土石流の堆積地帯を通過する箇所 

③ 常水が少なく、一時的な出水が多い箇所 

④ 雨水の流出量が多く、暗渠では土被り厚が不足する箇所 

(5) 基礎 

溝渠がたわみ性（鋼製又は樹脂製）のパイプカルバート（以下「たわみ性パイプカルバート」と

いう。）及び剛性（コンクリート又は鉄筋コンクリート製）のボックスカルバート（以下「ボック

スカルバート」という。）の基礎は次により計画することとする。 

なお、溝渠が剛性のパイプカルバート（以下「剛性パイプカルバート」という。）あるいはコン

クリート開渠等であって林道標準図に定めのあるものはそれによることとし、コンクリートＵ型フ

リューム等のように定めないものは、敷設箇所の基礎地盤に応じて別途検討するものとする。 

 

 ア 基礎の構造 

基礎の構造は、構造物と直接接する基礎部分と基礎と基礎地盤の間に設ける基床部分によること
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とする。 

イ 構成材料 

構成する材料は、砂、砂質土又は、粒径 10cm 程度以下のクラッシャラン等の良質材とする。 

ウ 計算因子 

たわみ性パイプカルバートに係る基床工及びボックスカルバート基礎工の下幅、上幅、厚さは、

次の計算因子を用いて管径に応じて算出することとする。 

① D ：管の直径（ボックスカルバートは底幅） 

② Ｂ３：基床の下幅（ボックスカルバートは基礎の下幅） 

③ Ｂ４：基床の上幅（ボックスカルバートは基礎の下幅） 

④ ｈ ：基床の厚さ（ボックスカルバートは基礎の厚さ） 

⑤ ｈ ：基床外縁部の掘削勾配（床掘の掘削勾配に準じる） 

 

 
 

エ たわみ性パイプカルバードの基床工 

たわみ性パイプカルバードの基床工は次によることとする。 

(ｱ)   切土箇所 

①  基礎地盤が砂、砂質土又は粒径 10ｃｍ程度以下のクラッシャラン等の良質材を用いた基床と

同程度の土質の場合は、基床工を設けない。 

②  基礎地盤が通常な地盤である場合は次による。 

・  Ｂ3： 

Ｂ4－2ｈｎ 

・  Ｂ4：1.5D 

・  ｈは管径に応じて次による。 

D≦900mm                  h=20cm 

900mm＜Ｄ＜2,000mm        h=30cm 

2,000mm≦Ｄ                h=0.2Ｄ 

③   基礎地盤が岩盤である場合は次による。 

・ Ｂ3：Ｂ4 

・ Ｂ4：1.5Ｄ 

・ ｈ ：20cm 以上

D 

90°以上 

B3
B4

ｈ1:n

D 

ｈ
B3
B4
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④   基礎地盤が軟弱地盤である場合は次による。 

・ Ｂ3：2Ｄ 

・  Ｂ4：Ｂ3＋2ｈｎ 

・  ｈ：Ｄ×0.4（ただし、最大 1.0m までとする。） 

 

(ｲ)    盛土箇所 

①  盛土材料が良質な岩屑又は礫質土である場合は、基床工を設けない。 

②  管径 600 ㎜以上の暗渠を敷設する箇所であって、盛土材料が良質な岩屑又は礫質土以外（良 

質な砂あるいは砂質土を除く。）の土質である場合は、切土箇所における基床工の区分に準 

じて基床工を計画する。 

③  暗渠の敷設後に不等沈下を生じるおそれがある場合は、管径に係わらず切土箇所における基

床工の区分に準じて基床工を計画する。 

 

オ ボックスカルバートの基礎工 

ボックスカルバートの基礎工は、ボックスカルバート底幅の寸法（Ｄ）に応じて次により計画す

ることとする。 

(ｱ) 基礎工の幅（Ｂ3 及びＢ4） 

ボックスカルバートの底幅（Ｄ）に 200mm を加えた幅とする。 

(ｲ) 基礎工の厚さ（ｈ） 

① 基礎地盤が岩盤以外の場合 

基礎工の厚さは、ボックスカルバートの規格に応じて次のとおり区分して計画することとす

る。 

ａ 600mm×600mm から 1,000mm×1,000mm まで 

・基礎コンクリート：ｈ＝100mm 

・基礎材     ：ｈ＝150mm 

 

ｂ 1,100mm×1,100mm から 2,000mm×2,000mm まで 

・基礎コンクリート：ｈ＝150mm 

・基礎材     ：ｈ＝200mm 

 

ｃ 2,200mm×1,800mm から 3,500mm×2,500mm まで 

・基礎コンクリート：ｈ＝200mm 

・基礎材     ：ｈ＝250mm 

 

②  基礎地盤が岩盤である場合 

基礎地盤が岩盤である場合の基礎工は、基礎コンクリートのみとし、厚さの区分は上記ａか

らｃに準じることとする。 

 

③ その他 

基礎工とボックスカルバートの間には、敷設時の調節等を目的として、基礎地盤の土質に係

わらず厚さ 20mm の敷モルタルを計画することとする。 
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(6)  埋設方法 

たわみ性パイプカルバート及びボックスカルバートの埋設方法は突出型及び半溝型と突出型の

中間型に区分することとする。 

なお、剛性パイプカルバートあるいはコンクリート開渠等であって林道標準図に定めのあるもの

はそれによって埋設を行うこととし、コンクリートＵ型フリューム等のように定めのないものは、

別途検討するものとする。 

ア  突出型 

突出型の埋設方法は、地山又は締固められた盛土等を基礎地盤として管体を敷設して埋設する

ものをいうこととする 

なお、床掘り深さが管外径（ボックスカルバートは高さ（外側寸法：Ｈ））よりも浅い場合は、

突出型として扱うこととする。 
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イ 半溝型と突出型の中間型 

半溝型と突出型の中間型は溝状に床掘りを行うが、幅が管外径（ボックスカルバートは底幅の

２倍以上又は深さが管外径（ボックスカルバートは高さ（外側寸法））の２倍以下の寸法であるも

のをいうこととする。    
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（参考） 

半溝型 

半溝型の埋設方法は、管外径の２倍以下の幅及び管外径の２倍以上の深さの溝を掘って管体を

敷設して埋設するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  裏込め 

たわみ性パイプカルバート及びボックスカルバートの埋設は、裏込めと盛土を組み合わせ、そ 

れぞれ締固めて行うこととし、次により計画することとする。 

 

(ｱ) 裏込めの区域 

裏込め区域の上幅及び下幅は、次の計算因子を用いて算出することとする。 

なお、高さは、管外径（ボックスカルバートは高さ（外側寸法：Ｈ））の頂点までとする。 

① Ｄ   ：管外径（ボックスカルバートの場合は底幅） 

②  Ｈ   ：ボックスカルバートの高さ（外側寸法） 

③  Ｂ1  ：裏込め部上幅 

④  Ｂ2  ：裏込め部下幅 

⑤  ｈ   ：ボックスカルバートの基礎の高さ 

⑥  ｎ   ：床掘の掘削勾配 

 

ａ 突出型の敷設 

基礎地盤が、通常な地盤又は軟弱地盤である場合、岩盤である場合、あるいは、たわみ性パイプ

カルバートであって基床を設けない場合のいずれも次によることとする。 

①    上幅（Ｂ1） 

Ｂ1＝３Ｄ 

ただし、底幅が 3,500mm を越えるボックスカルバートは片側につき 4.0m を上限とする。 

② 下幅（Ｂ2） 

たわみ性パイプカルバート：Ｂ2＝Ｂ1＋2Ｄｎ 

ボックスカルバート   ：Ｂ2＝Ｂ1＋2（Ｈ＋ｈ）ｎ 

③ 高さ 

たわみ性パイプカルバート、基床上面（基床を設けない場合は基礎地盤）から管頂面までの高さ 



- 100 - 

ボックスカルバートは、基礎地盤から管頂面までの高さ 

 

ｂ 半溝型と突出型の中間型の敷設 

(ａ) 基礎地盤が通常な地盤又は軟弱地盤である場合、岩盤である場合のいずれも次によることと   

する。 

① 上幅（Ｂ1） 

たわみ性パイプカルバート：Ｂ1＝Ｂ2＋2Ｄｎ 

ボックスカルバート   ：Ｂ1＝Ｂ2＋2（Ｈ＋ｈ）ｎ 

②  下幅（Ｂ2） 

Ｂ2=1.5Ｄ 

③ 高さ 

たわみ性パイプカルバートは、基床上面から管頂面までの高さ 

ボックスカルバートは、基礎地盤から管頂面までの高さ 

(ｂ) たわみ性パイプカルバートを基礎地盤が良質な砂あるいは砂質土であって基床を設けずに敷

設する場合 

① 上幅（Ｂ1） 

Ｂ1＝Ｂ2＋2Ｄｎ 

②  下幅（Ｂ2） 

Ｂ2＝１．５Ｄ 

③  高さ 

基床上面から管頂面管頂面までの高さ 

 

(ｲ）裏込め材料 

裏込め材料は、砂、砂質土又は粒径 10ｃｍ程度以下のクラッシャラン等の良質材を用いること

とする。 

(ｳ) 裏込め区域以外の扱い 

裏込め区域以外は、盛土として扱うこととする。 

 (7) 集水工及び流末処理工 

集水工及び流末処理工は、次により計画することとする。 

ア 呑吐口工 

呑吐口工は、次に留意して計画することとする。 

(ｱ)  呑口工 

呑口工は、上流の流心と溝渠の軸方向が一致しない又は流心が不特定で溝渠等に流水を円滑に

導水する必要のある場合、盛土部で流水の浸透、あるいは流水による侵食、洗掘等による路体の

不安定化を防止する必要のある場合に地山以外の部分を対象に設けることとし、次により計画す

ることとする。 

① 原則として盛土部に呑口が設置される場合に設ける。 

② 呑口工を大型布団籠、月形籠等とする場合は、湧水または浸透水等が多く、背面からの土砂の

流出により機能が損なわれるおそれのある箇所には、背面、底面及び側面の盛土部分に吸出防止

材を設ける。 

③ 呑口工の高さは溝渠の径又は高さ、設置箇所の渓流横断地形に、長さは林道計画における計画

最大高水位（計画最大高水流量時の水位）における渓岸への流水の影響範囲等にそれぞれに応じ、
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計画最大高水流量時の雨水等を完全に集水するとともに、雨水等による渓岸及び路体の侵食を防

止できる規模となるよう計画する。 

④ 呑口工の形状は、呑口部の盛土法尻、地山の形状及び溝渠を敷設する渓流の状況等に応じて斜

め擁壁、直擁壁又はパラレルウイング型とする。 

⑤ 斜め擁壁及び直擁壁は端部を確実に地山に取り付けることとし、パラレルウイング型は、擁壁

背面への流水の浸透及び流水による擁壁背面の侵食等が生じないよう、必要に応じてコンクリー

ト等による間詰め等を行う。 

(ｲ) 吐口工 

吐口工は、流下水による法尻の洗掘、吐口付近に滞留する流水の路体への浸透による路体の不

安定化を防止する必要のある場合に地山以外の部分を対象に設けることとし、次により計画する

こととする。 

① 原則として盛土部に吐口が設置される場合に設ける。 

② 吐口工を大型布団籠、月形籠等とする場合は、湧水または浸透水等が多く、背面からの土砂の

流出により機能が損なわれるおそれのある箇所には、背面、底面及び側面の盛土部分に吸出防止

材を設ける。 

③ 吐口工の高さ及び長さは、呑口工に準じて計画する。 

④ 吐口工の形状は、吐口部の盛土法尻、地山の形状及び吐口より下流の渓流の状況等に応じて斜

め擁壁、直擁壁又はパラレルウイング型とする。 

⑤ 斜め擁壁及び直擁壁は端部を確実に地山に取り付けることとし、パラレルウイング型は、擁壁

背面への流水の浸透及び流水による擁壁背面の侵食等が生じないよう、必要に応じてコンクリー

ト等による間詰め等を行う。 

(ｳ) 呑吐口工に月形籠を用いる場合 

月形籠は、横断排水施設がたわみ性パイプカルバートであって、当該横断排水施設の安定を確

保する必要のある箇所に普通布団籠又は大型布団籠との組合せ、あるいは、月形籠のみにより用

いることとする。 

なお、月形籠は二重籠を用いないこととする。 

ａ 詰込材料 

月形籠の詰込材料は、風化のおそれのない良質な玉石、雑割石、岩塊及び既存のコンクリート

施設等の取り壊しにより発生する資材とし、現地あるいは近隣からの採取又は購入石材（再生骨

材を含む。以下同じ。）によることとする。 

なお、既存のコンクリート施設等の取り壊しにより発生する資材は、所定の粒度まで破砕して

活用するものとし、中詰材料の採取地又は購入地及び運搬距離については、適切に把握するもの

とする。 

ｂ 数量等 

月形籠の数量及び用いる単位は次によることとする。 

① 月形籠の数量は籠の数とし、単位は個とする。 

② 詰め込み材料の単位は㎥とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

③ 現地発生材の採取場所からの距離は、設計時にあっては粁程図から求め、工事施工時に設計時

と差異が生じた場合は実距離によることとし、単位は㎞、小数第１位止めとする。 

④ 詰込材料の購入地からの距離は、道路粁程図から求めることとし、単位は㎞、小数第１位止め

とする。 
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イ 集水桝工 

管径が 300 ㎜、400 ㎜の溝渠の呑口付近が次のいずれかに該当する場合には、ポリ製又は木製の

集水桝を設けることとする。 

① 他の排水施設又は種類の異なる溝渠と接続又は交差する場合 

② 排水施設間の勾配調整等のため落差又は土被り厚の調整を必要とする場合 

③ 土砂又は落葉等の流下若しくは堆積のおそれがある場合 

ウ 流木除け工 

呑口の上流から流木や枝条、土砂等が流下し、呑口の閉塞を生じるおそれのある場合には、原則

として次により流木除け工を設けることとする。 

① 管径が 400 ㎜を超え 1,000 ㎜までは、丸太芥除工とする。 

② 管径が 1,000 ㎜を超える場合は、丸太流木除工とするが軟弱地盤の箇所は避けることとする。 

ただし、設計計算は行わず、暗きょの通水断面の安全率向上の作用はないものとして扱う。 

   ③ 流水や流木等の流出量、流出形態等に応じ、コンクリートと鋼材の組合せ、鋼材による巣スク

リーン構造等とする場合は、設計計算を行い、暗渠の通水断面の安全率向上に作用するものとする。 

エ 土砂止工 

   渓流内に堆積している石礫、渓岸侵食等に伴って流出する土石等により、吞口の閉塞が生じる

おそれのある場合に設けることとする。 

   土砂止工は流水、石礫等の流出量、石礫等の粒径、流出形態に応じ、コンクリートと鋼材の組

合せ、鋼材によるスクリーン構造等する場合は、設計計算を行い、暗渠の通水断面の安全率向上

に作用するものとする。 

 オ 落差工 

   落差工は渓床勾配が急で流水、石礫等の流下速度が速く、溝渠及び集水工の損傷並びに溝渠の

閉塞が生じるおそれのある場合に設けることとする。 

  流水、石礫等の流速を減じることができる構造とし、治山ダムの本ダムと副ダムによる洗堀防

止に準じ、コンクリート又は鋼材による堰堤構造の本堤及び副堤によりウォータークッションを

設けることとし、治山ダムの本ダムと副ダムによる洗堀防止に準じて設計計算を行い、暗きょの

通水断面の安全率向上に作用するものとする。 

カ 呑口水路工 

呑口水路工は、ボックスカルバートやコルゲートパイプ等の横断排水施設の呑口付近に流出土砂

等が異常に堆積していることにより、流水が円滑に呑口へ導水できない場合に、この堆積土砂を掘

割る等により設ける水路のことをいうこととする。 

この場合、呑口水路工の形状は、当該渓流の原型を考慮して決定することとするが、底幅は接続

する横断排水施設の径（ボックスカルバートにあっては、ボックスカルバートの底幅）以上とする

こととする。 

キ 流末処理工 

吐口付近の地盤が流下水により洗掘され、沢の著しい縦侵食あるいは吐口工基礎部の露出のおそ

れのある場合、又は吐口部に異常な量の流出土砂等の堆積があり、吐口より下流の流路が固定でき

ない場合等に洗掘防止工又は流末水路工を設けることとし、次を目安に計画することとする。 

 

(ｱ) 洗掘防止工 

洗掘防止工は、流末となる箇所の地質条件、洪水時に当該排水施設から排出される流水                     
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① 管径が 1,750 ㎜以下のたわみ性パイプカルバート敷設箇所で、排水量が少なく流下水の落下高

が低い場合は、丸太洗掘防止工を標準とする。 

② 管径が 2,000 ㎜以上のたわみ性パイプカルバートまたはボックスカルバート敷設箇所で、排水

量が少なく流下水の落下高が高い場合または排水量が多い場合は護床ブロック工を標準とする。 

                                                                                                                              

(ｲ)  流末水路工 

流末水路工は、吐口に接続する流路が異常な量の流出土砂等が堆積し円滑な流水の排出ができ

ない場合、排出された流水の経路が不特定となり乱流による地山の侵食が生じるおそれのある場

合等の流路の固定、あるいは、排出水により地山等が侵食されるおそれのある場合等の堅固な地

盤までの流水の導水のために設ける水路のことをいうこととする。 

この際、流末水路工を鋼製フリューム等の開渠により計画する場合の断面形状は、接続する排

水施設と同様の流量計算により決定することとし、素堀工、植生工の溝等により計画する場合の

断面形状は、当該渓流の原型を考慮して決定することとする。 

素堀工、植生工の溝等により計画する場合の流末水路工の底幅は、接続する横断排水施設の径

（ボックスカルバートにあっては、ボックスカルバートの底幅）以上とすることとする。 

なお、流末水路工は極力直線とするが、素堀工及び植生工の溝以外の水路であってやむを得な

い場合には、集水桝等を用いて方向を変化させることとする。 

 

３ 暗渠排水管（波状管） 

(1) 計画箇所 

暗渠排水管（波状管）は、管径 600 ㎜以下の断面により排水することが可能であって、かつ、次

の①と②の全て及び③から⑦のいずれかの条件に該当する箇所に計画することとする。 

① 石礫等の流下が極めて少ない箇所 

② コンクリート構造の呑吐口工又はコンクリートブロック構造の吐口工を必要としない箇所                                                                                                                              

③ 作業工程等の関係で他の暗渠材の搬入が困難な箇所 

④ 基礎地盤が地山又は盛土の箇所 

⑤ 側溝の断面不足や側溝の縦断勾配が確保できない箇所 

⑥ 滞留水のある箇所又は滞留水となるおそれのある箇所 

⑦ 盛土部への浸透水となるおそれのある湧水箇所 

(2) 規格、単位及び設計長 

暗渠排水管（波状管）の規格、単位及び設計長は次によることとする。 

①  規格 

高密度ポリエチレン管（ダブル構造）φ400 ㎜級：内面平滑、耐圧強度 9,000Ｎ/ｍ以上とする。 

高密度ポリエチレン管（ダブル構造）φ500 ㎜級：内面平滑、耐圧強度 9,100Ｎ/ｍ以上とする。 

高密度ポリエチレン管（ダブル構造）φ600 ㎜級：内面平滑、耐圧強度 9,300Ｎ/ｍ以上とする。 

ただし、簡易な維持・修繕等では、施工性等を考慮して「高密度ポリエチレン管（ダブル構造）

φ300 ㎜級：内面平滑、耐圧強度 7,000Ｎ/ｍ以上」の規格によることができる。 

※  資材の耐圧強度は、試験片 500m/m、平行板載荷、加圧速度 10m/m 分、気温 23℃±2℃で加圧

した時の管径の 10％歪時の荷重を m 当たり換算したものである。 

② 単位及び設計長 

暗渠排水管（波状管）の単位はｍとし、数量は単位止めとする。 

設計長は、当該箇所に必要最小限の長さとする。 
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(3) 土かぶり 

① 最小の土かぶりは、0.6ｍ以上とする。 

② 最大の土かぶりは、8.0ｍを限度とする。 

③ 上記土かぶりの範囲から外れる場合は、コルゲートパイプなど他の工法によることとする。 

※ 耐圧強度は、技術基準第７章第２節溝きょ２－５設計及び道路土工カルバート指針の諸元「許

容たわみ率５％、最大輪荷重 54.88KN（考慮する車両 T－14）、衝撃係数 0.50、0.35、0.15、0、

鉛直土圧（KN／㎡）、低減係数 0.90」を基に突出型・半溝型の両タイプごとに算出したもので

ある。 

(4) 裏込材料 

砂・砂質土又は、切込砂利（0～40㎜）、切込砕石（0～40 ㎜）を選定し、十分な施工管理のも

と入念に締め固めるものとする。 

 

４ コルゲートパイプ 

(1) 計画箇所 

コルゲートパイプは、管径が600㎜を超える場合であって、かつ、次の①と②の全て及び③又は

④のいずれかの条件に該当する箇所に計画することとする。 

① アーチ型を除き、流下する石礫の径が小さい箇所 

② 作業工程等の関係で他の暗渠材の搬入が困難な箇所 

③ 基礎地盤が地山又は盛土の箇所 

④ 最小土かぶり厚が0.60ｍ以上確保できる箇所 

 (2) 形式の選定 

コルゲートパイプの形式の選定は次によることとする。 

① 円形１型            ： 管径が1,350㎜以下の場合に適用する 

② 円形２型            ： 管径が1,500㎜以上の場合に適用する 

③ エロンゲーション型 ： 円形２型適用箇所において良質の裏込材の入手が困難で、かつ、

高盛土箇所又は大径管を用いる場合に適用する。 

④ パイプアーチ型   ： 円形２型適用箇所において断面積に対して最小土被り厚の確保が

困難な場合に適用する 

⑤ アーチ型            ： 内空断面のうち、主として大きな高さを必要とする箇所又は土石

流が流下、堆積する箇所に適用する。 
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 (3) 板厚 

コルゲートパイプの形式及び管径ごとの板厚は、次の標準板厚表によることとする。 

ア 円形１型 

                                                                       板厚の単位：(㎜) 

直 

径 

(㎜) 

最小土 

かぶり 

（ｍ） 

土  か  ぶ  り  （ｍ） 

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 

400 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0 2.7 2.7 3.2 3.2 4.0 

600 0.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2 4.0 (4.0)   

800 0.6 2.0 1.6 1.6 2.0 2.0 2.7 2.7 3.2 3.2 4.0 (4.0) (4.0)     

1,000 0.6 2.7 2.0 2.0 2.0 2.7 2.7 2.7 4.0 4.0        

1,200 0.6 2.7 2.0 2.0 2.7 2.7 2.7 4.0 (4.0)         

1,350 0.6 2.7 2.0 2.0 2.7 3.2 3.2 (4.0)          

(注) 範囲Ａ（ゴシック体で示す部分）、範囲Ｂ（普通字体で示す部分）、範囲Ｃ（普通字体に( )を付けた部分） 

 

イ 円形２形 

板厚の単位：(㎜) 

直 

径 

(㎜) 

最小土 

かぶり 

（ｍ） 

土  か  ぶ  り  （ｍ） 

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 

1,500 0.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.0 5.3 5.3 6.0 6.0 

1,750 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 (6.0) (6.0) 

2,000 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 (6.0) (6.0) (6.0) (7.0) 

2,500 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 (6.0) (6.0) (6.0) (6.0)   

3,000 0.6 3.2 3.2 3.2 3.2 4.0 4.5 5.3 5.3 6.0 (6.0) (6.0) (6.0) (7.0)    

3,500 0.8 3.2 3.2 3.2 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 (6.0) (6.0) (7.0) (7.0)    

4,000 0.8 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.3 6.0 6.0 (6.0) (6.0) (7.0) (7.0)     

4,500 0.8 4.5 4.5 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 (7.0) (7.0) (7.0)      

（注）範囲Ａ（ゴシック体で示す部分）、範囲Ｂ（普通字体で示す部分）、範囲Ｃ（普通字体に( ) を付けた部分） 
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ウ エロンゲーション形 

板厚の単位：(㎜) 

直 

径 

(㎜) 

最小土 

かぶり 

（ｍ） 

土  か  ぶ  り  （ｍ） 

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 

1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 21.0 24.0 270 30.0 

1,330 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 

1,500 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.0 5.3 5.3 6.0 6.0 

1,750 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 

2,000 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

2,500 0.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.2 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 

3,000 0.6 3.2 3.2 3.2 3.2 4.0 4.5 5.3 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0   

3,500 0.8 3.2 3.2 3.2 4.0 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0    

4,000 0.8 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0     

4,500 0.8 4.0 4.5 4.5 5.3 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0       

(注) 範囲Ａ（ゴシック体で示す部分）、範囲Ｂ(普通字体で示す部分) 

 

エ パイプアーチ形 

                                                                    板厚の単位：(㎜) 

スパン 

 

（㎜） 

最小土 

かぶり 

（ｍ） 

土  か  ぶ  り （ｍ） 

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅   

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0   

2,000 0.6 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 3.2(1) 3.2(2)   

2,300 0.6 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 2.7(1) 3.2(2) 3.2(2)   

2,700 0.6 3.2(2) 3.2(1) 3.2(1) 3.2(1) 3.2(2) 3.2(1) 3.2(2) 3.2(2) 4.0(2)   

3,000 0.6 3.2(2) 3.2(1) 3.2(1) 3.2(1) 3.2(2) 3.2(2) 3.2(2) 4.0(2) 4.0(3)   

3,700 0.6 4.0(2) 4.0(2) 4.0(2) 4.0(2) 4.0(2) 4.0(2) 4.0(3) 4.5(3) 5.3(3)   

4,400 0.7 4.5(3) 4.5(2) 4.5(2) 4.5(2) 4.5(3) 4.5(3) 4.5(3) 5.3(4) 5.3(4)   

5,100 0.7 5.3(3) 5.3(3) 4.5(3) 4.5(3) 5.3(3) 5.3(4) 5.3(4) 5.3(4)    

5,800 0.9 6.0(4) 6.0(3) 6.0(3) 6.0(3) 6.0(4) 6.0(4)      

(注) 範囲Ａ（ゴシック体で示す部分） 

表中の（ ）内は、コーナー部の土の支持力が 

（１）は0.20ＭＮ／㎡｛2.0㎏ｆ／㎠｝以上、 

（２）は0.29ＭＮ／㎡｛3.0㎏ｆ／㎠｝以上、 

（３）は0.39ＭＮ／㎡｛4.0㎏ｆ／㎠｝以上、 

（４）は0.49ＭＮ／㎥｛5.0㎏ｆ／㎡｝以上必要である。 

したがって、コーナー部については、それに見合う材料の選定及び締固めが必要である。 
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オ アーチ形 

                                                                    板厚の単位：(㎜) 

スパン 

 

(㎜) 

最小土 

かぶり 

(m) 

土  か  ぶ  り （ｍ） 

䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 䦅 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0   

1,500～

3,000 
0.8 4.0 4.0 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 5.3 6.0 6.0 7.0   

3,500 0.8 4.0 4.0 3.2 3.2 3.2 4.0 4.5 5.3 6.0 7.0 7.0   

4,000 0.8 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.5 5.3 6.0 7.0 7.0    

4,500 0.8 5.3 5.3 4.5 4.5 4.5 5.3 6.0 7.0 7.0     

5,000 0.8 6.0 5.3 4.5 4.5 5.3 6.0 7.0 7.0      

5,500 0.8 6.0 6.0 5.3 5.3 6.0 7.0 7.0       

6,000 0.8 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0        

6,500 0.9 7.0 7.0 7.0 (7.0) (7.0)         

7,000 0.9 7.0 7.0 (7.0) (7.0)          

(注) 範囲Ａ(ゴシック体で示す部分)、範囲Ｂ(普通字体で示す部分)、範囲Ｃ（普通字体に( )を付けた部分）この表は、

ライズとスパン比 0.3～0.5 の範囲に適用する 

 カ 標準板厚表の範囲区分及び裏込材の種類 

範囲 裏込め変形係数 

（KN／㎡） 
裏込め材料とその締固め度 

範囲 A 

ゴシック体で示す部分 7,400～14,700 

砂又は切込砂利を用いるのが望ましいが、若干細粒 

分のある土砂でも可とする。 

最大乾燥密度の 90％以上に締固める。 

範囲 B 

普通字体で示す部分 
14,700～24,500 

砂又は切込砂利を用い、最大乾燥密度の 95％以上

に締固める。 

範囲 C 

普通字体に ( ) を付 

けた部分 

24,500 
特に粒度の良い切込砂利を用い、最大乾燥密度の

95％以上に締め固める。 

 

(4) 単位及び設計長 

コルゲートパイプの単位はｍとし、数量は小数第２位止めとする。 

円形１型及び円形２型の設計長は次によることとする。 

①  円形１型 ： 設計長は510㎜の倍数とする。 

➁  円形２型 ： 設計長は600㎜の倍数とする。 
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５ ボックスカルバート 

 (1) 計画箇所 

ボックスカルバートは、1.00 ㎡以上の通水断面積が必要な場合であって、かつ、次の全てに該当

する箇所に計画することとする。 

① 最小土かぶり厚が 0.50ｍ以上確保できる箇所 

② 雨水流出量が多い箇所 

③ 当該ボックスカルバートの敷設に必要な揚重機の搬入及び作業が可能な箇所 

④ 比較的大きな径の石礫等が相当量流下することが想定される箇所 

⑤ 基礎地盤が地山の箇所 

 (2) 設計条件 

ア  設計荷重 

ボックスカルバートの設計は、活荷重として 137KN の T 荷重を用いて行うこととする。（ｔ-

14 規格） 

イ  使用部材等 

ボックスカルバートは、原則としてプレキャスト製品を使用することとし、当該排水箇所にお

いて単断面で排水が不可能な場合には複数断面（林道延長方向に断面の連結）とすることができ

ることとする。ただし、複数断面で計画する場合には、他の排水施設及び橋梁等と通水断面、経

済性、縦断線形等による総合的な比較検討を行うこととする。 

ウ  基礎 

直接基礎により支持する場合の基礎材の厚さは、次表によることとする。 

ただしこれにより難い場合は、現場の基礎地盤の状況を勘案し決定する。 

 

                               （単位：㎜） 

ボックスカルバート寸法 基礎コンクリート 基礎材 

600 × 600 ～ 1,000 × 1,000 100 150 

1,100 × 1,100 ～ 2,000 × 2,000 150 200 

2,200 × 1,800 ～ 3,500 × 2,500 200 250 

（注 1） 基礎地盤が岩盤の基礎材の厚さは、現場の基礎地盤の状況を勘案し決定する。 

（注 2） 基礎地盤の土質にかかわらず、敷設時の調整を目的とし、敷モルタルを厚 2cm 

設計することとする。 
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６ 丸太開渠 

 (1) 計画箇所 

丸太開渠は、主として路面水及び側溝水を沢等又はその他溝渠に排水することを目的に、次の条

件の全てに該当する箇所に計画することとする。 

① 地山が良好な土石又は岩である箇所 

② 木製路面排水工を除き、路盤における横断排水工の間隔として概ね 100ｍに１箇所となる縦断勾

配の凹型変移点等の箇所 

 (2) 規格、単位及び設計長 

ア 規格 

丸太開渠の寸法は、3.6ｍ又は 4.6ｍを標準とする。 

丸太開渠の頂面は、路面の縦断勾配に合致させることとする。 

イ 単位及び設計長 

丸太開渠の単位はｍとし、小数第１位止めとする。 

設計長は、標準の規格によることとするが、幅員拡幅部等で標準の規格では不足が生じる場合は、

1.8ｍを足して計画することとする。 

 (3) 基礎 

丸太開渠の基礎は次により計画することとする。 

なお、基礎の数量は、路盤工数量に含めて算出することとする。 

ア 地山が土石の場合 

直接基礎とし、標準として土台底面以下の部分に切込砕石又は良好な現地発生材により厚さ 10

㎝程度の基礎を設けることとする。 

イ 地山が岩石の場合 

直接基礎とし、現場発生材等による基礎を設けないこととする。 

 (4) 床掘及び埋戻し 

ア 床掘 

床掘数量は、土質区分に応じて数量を算出することとする。 

イ 埋戻し 

① 埋戻し材料は、切込砕石又は良好な現場発生材とする。 

②  埋戻し数量は、路盤工数量に含めて算出する。 
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７  木製開渠 

 (1) 計画箇所 

木製開渠は、主として路面水及び側溝水を沢等又はその他溝渠に排水することを目的に、次の条

件の全てに該当する箇所に計画することとする。 

① 地山が比較的軟弱で、開渠の基礎部及び埋戻し部について安定処理を行う必要のある箇所 

② 木製路面排水工を除き、路盤における横断排水工の間隔として概ね 100ｍに１箇所となる縦断

勾配の凹型変移点等の箇所 

 

 (2) 規格、単位及び設計長 

ア 規格 

木製開渠の寸法は、4.4ｍを標準とし、幅員拡幅部等で標準の規格では不足が生じる場合は､0.94

ｍの部材を継ぎ足して計画することとする。 

木製開渠の頂面は、路面の縦断勾配に合致させることとする。 

イ 単位 

木製開渠の単位は基とする。 

 

 (3) 基礎 

木製開渠の基礎は、安定処理による置換基礎とし、次により計画することとする。 

① 標準として再下段の部材底面以下に厚さ 20 ㎝程度の基礎を設ける。 

② 基礎の数量は、埋戻しに含めて算出する。 

 

(4) 床掘及び埋戻し 

ア 床掘 

床掘数量は、土質区分に応じて算出することとする。 

イ 埋戻し 

① 埋戻し材料は、切込砕石又は良好な現場発生材とする。 

③  埋戻し数量は、路盤工数量に含めて算出する。 

④  
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８ コンクリート開渠 

 (1) 計画箇所 

コンクリート開渠は、主として滞留水、湧水、路面水、側溝水等を沢等又はその他溝渠に排水す

ることを目的に、次の条件の全てに該当する箇所に計画することとする。 

① 現に流水があり、又は林道路体築設後に滞留水のおそれ、あるいは、流水箇所等となることが

明らかであって、暗渠の最小土被り厚が不足する箇所 

② 地山が良好な土石又は岩である縦断勾配の凹型変移点等の箇所  

 

 (2) 規格、単位及び設計長 

ア 規格 

コンクリート開渠の水路部の規格は、300 型、400 型、500 型を標準とし、部材寸法は原則として

2.0ｍを用いることとする。 

コンクリート開渠の蓋は格子付並型グレートとし、部材寸法は 1.0ｍ、0.6ｍを用いることとする。 

コンクリート開渠水路部の勾配は 0.5％程度とし、頂面は路面の縦断勾配に合致させることとす

る。 

イ 単位及び設計長 

コンクリート開渠の単位はｍとし、数量は小数第１位止めとする。 

設計長は 4.0ｍを標準とし、幅員拡幅部等で標準の設計長では不足が生じる場合は､1.0ｍ又は 0.6

ｍの部材を継ぎ足して計画することとする。 

  

(3) 基礎 

コンクリート開渠の基礎は次により計画することとする。 

ア 地山が土石の場合 

① 直接基礎とし、標準としてコンクリート開渠底面以下の部分に切込砕石又は良好な現場発生材

により厚さ 30 ㎝程度の基礎を設ける。 

② 基礎を設けた場合には、コンクリート開渠の呑口部、吐口部及び部材の接合部に受台を用いる。 

③ 受台を用いた場合の基礎数量は、受台の体積を控除して算出する。 

イ 地山が岩石の場合 

① 地山基礎とし、基礎を設けない。 

② 基礎地盤が岩の場合は、受台を用いない。 

  

(4) 床掘及び埋戻し 

床掘及び埋戻しは次によることとする。 

ア 床掘 

① 基礎部分の床掘法勾配は直とする。 

② 基礎部分より上部の床掘法勾配は、土石の場合は３分、岩の場合は直とする。 

③ 床掘数量は、土質区分別に算出する。 

イ 埋戻し 

① 埋戻し材料は、切込砕石又は良好な現場発生材とする。 

② 埋戻しは、高さは床掘した部分のうちのコンクリート開渠頂面まで、延長方向はコンクリート

開渠の延長とし、数量は、路盤工数量と別に算出する。 
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(5) コンクリート開渠型式別の床掘、埋戻し及び基床数量 

コンクリート開渠の型式別の床掘、埋戻し及び基床の数量は次表によることを標準とする。 

                                        （コンクリート開渠１ｍ当たり） 

土   質 単位 300 型 400 型 500 型 

土石類 

床   掘 ｍ3 0.78 1.03 1.31 

埋 戻 し 〃 0.25 0.36 0.47 

基   礎 〃 0.34 0.37 0.41 

岩石類 
床   掘 〃 0.57 0.77 0.99 

埋 戻 し 〃 0.29 0.36 0.43 

        (注)  受台を用いる場合は、基床数量から受台の体積分（１個当たり 0.02m3）を控除して数量

を算出する 

９ 木製路面排水工 

(1)  計画箇所 

木製路面排水工は、コンクリート開渠、丸太開渠、木製開渠等の横断排水工を補完して路面水の排

水を行うことを目的に、次の条件の全て該当する箇所に計画することとする。 

① 路面の縦断勾配が概ね７％以上の箇所 

② 丸太開渠、木製開渠等の路盤における横断排水工を含め、間隔として概ね 30～50ｍに１箇所と

なる箇所 

③ 排水側に側溝等の水路がない箇所にあっては、堅固な地山であって、濁水による問題が発生し

ない箇所 

 

  (2) 規格、単位及び設計長 

ア 規格 

木製路面排水工の規格は、4.0ｍ以上を標準とする。 

イ 単位及び設計長 

木製路面排水工の単位はｍとし、数量は単位止めとする。 

   

(3) 床掘 

床掘数量は、開設と同時に設置する場合には計上しないこととし、既設林道に改良等により設置

する場合は必要な数量を計上することとする。 

 

(4) 埋戻し 

埋戻し数量は計上しない。 

 

(5) 流末処理 

地山ではなく盛土法面へ排水する場合は、排水により盛土法面が洗掘されるため、植生土のう工

等により安定した地山へ導水する。 

 

  ① 設計図等 

    構造図の作成は不要とする。（標準図を設計図書に添付する） 

    横断図を利用する等して数量計算図を作成する。



- 113 - 

  ② 数量 

    数量計算図に基づき、箇所毎の植生土のう工の床掘（m3）、植生土のう工（袋）の各数量を算

出のうえ集計する。 

  ③ 標準図 

    林道標準図（Ⅵ木材利用工－６横断排水工－（７）木製路面排水工）のとおりとする。 

  ④ 工事施工時 

    設計で計画した木製路面排水工の施工箇所が適地であるか、施工前に現場代理人と確認し、必

要であれば位置の変更や箇所の増減を行い、その変更に基づき流末処理を再検討すること。 

 

10 未成工事における横断排水工の扱い 

   開設工事等が未成工事となる場合には、原則としてコンクリート開渠、丸太開渠等の横断排水 

工は計画しないこととする。 

 

11 法面排水工 

(1) 計画箇所 

法面排水工は、次の条件のいずれかに該当する箇所に計画することとする。 

① 切取法面への流入水や湧水等を側溝等の水路に導水する必要のある箇所 

② 側溝水や横断排水等を盛土法面や比較的軟弱な地山斜面に排水するに当たり、沢あるいはそ

の他の溝渠等に導水する必要のある箇所 

 

(2)  法面排水工の選定 

法面の排水に当たっては、法面への流水の流入箇所、湧水箇所、流末となる法面箇所等及び流水

量、流水の性質等の実態に応じて次の工種から適切に選定することとする。 

ア コルゲート半円管 

コルゲート半円管は、主としてコルゲートパイプ等による比較的流量の多い横断排水の流末処

理、あるいは切取法面等への比較的流量の多い流入水を側溝等の水路へ導水する必要のある箇所

に用いることとし、単位及び設計長等は次のとおりとする。 

(ｱ)  単位 

単位はｍとし、数量は小数第 2 位止めとする。 

(ｲ)  設計長 

設計長は、フランジ型のコルゲート管を用いるため 0.51 ㎝の倍数とする。 

(ｳ) アンカーピンの設計 

コルゲート半円管の移動が懸念される場合は、アンカーピン（φ13 ㎜×L=1,000 ㎜）を必要

箇所へ用いることとし、必要本数は次式により算出し別途計上することとする。 

アンカーピン設置（本）＝半円管必要延長（m）÷1.02（本/m）×2（本/箇所）＋2（本） 

イ ポリＵ字溝及び角形ポリＵ字溝 

ポリＵ字溝及び角形ポリＵ字溝は、主として側溝水、路面横断排水等の流末処理、湧水を地表

水として処理する必要のある箇所に用いることとし、単位及び設計長等は次のとおりとする。 

(ｱ)  単位 

単位はｍとし、数量は単位止めとする。 
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      (ｲ)  設計長等 

設計長は、2.0ｍの倍数とする。 

なお、角形ポリＵ字溝を暗渠の流末処理に用いる場合は、暗渠の管径に応じて次のとおり使

い分けることとする。 

暗渠の管径 U 字溝サイズ（底幅） 図面の表示 

300 ㎜ 300 ㎜ 角形ポリ U－300 

400 ㎜ 400 ㎜ 角形ポリ U－400 

 

12 水路工 

水路工は次により計画することとする。 

 

 (1) 吞口水路工 

コルゲートパイプ等の横断排水施設の呑口付近に流出土砂等が異常に堆積し、渓流水等が円滑に

呑口へ導水できない場合に、この堆積土砂を掘割って水路を設けることとする。 

なお、この場合の規格、数量の算出等は次によることとする。 

ア 規格 

① 水路の断面は、接続する横断排水施設と同様の流量計算により決定する。 

② 水路の切取法勾配は、土工切取法勾配とする。 

イ 数量 

① 単位は㎥とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

② 数量は、接続する横断排水施設ごとに土質別に算出し、接続する横断排水施設ごとに区分して

呑口水路工として計上する。  

  

(2) 流木水路工 

コルゲートパイプ等の横断排水施設の吐口に接続する流路が流出土砂等の異常な堆積により不

特定である場合、あるいは、コンクリート開渠、丸太開渠等の流末が盛土箇所等の洗掘を受けやす

い箇所となる場合に流路の固定、堅固な地盤まで流水を導水する必要がある場合に、素掘工、植生

工の溝又は鋼製フリュームの開渠等により水路を設けることとする。 

なお、吐口に接続する流路が流出土砂等の異常な堆積により不特定である場合、あるいは、地山

の傾斜が緩傾斜又は堅固であって流水による浸食等のおそれがない場合には素掘による水路を設

けることとし、この場合の規格、数量の算出等は次によることとする。 

ア 規格 

(ｱ)  コルゲートパイプ等の横断排水施設の吐口に接続する水路の場合 

① 水路の断面は、接続する横断排水施設と同様の流量計算により決定する。 

② 水路の切取法勾配は、土工切取法勾配とする。 

(ｲ)  コンクリート開渠、丸太開渠等の排水施設の流末に設ける場合 

① 水路の底幅は、原則として横断排水工の底幅、暗渠の管径と同じとする。 

② 水路の切取法勾配は、土工切取法勾配とする。 

イ 数量 

① 単位は㎥とし、小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとする。 

② 数量は、接続する横断排水施設あるいはコンクリート開渠等の排水施設ごとに土質別に算出

し、接続する横断排水施設あるいはコンクリート開渠等の排水施設ごとに区分して流末水路工と
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して計上する。 

 

13 招 水 工 

コルゲートパイプ等の横断排水工呑口を在来の渓床より高い位置に設置しなければならない場合

には、流水の盛土への浸透、流水による盛土の浸食等を防止するため、原則として在来の渓床から横

断排水工呑口までをフリューム等により導水することとする。 

この場合、敷設するフリューム等の断面は接続する横断排水工と同じ設計因子により流量計算を行

って決定することとする。 

 

14 浸透水・湧水の処理 

新設路線における盛土予定箇所の地山に湧水のある場合、改良路線及び災害復旧箇所等において路

体から浸透水のしみ出し等がある場合は、当該箇所に地下排水用の暗渠を敷設して速やかに地表水と

して処理することとする。 

この場合、地下排水用の暗渠には湧水等の状況に応じて管径 50 ㎜～150 ㎜の有孔管を敷設すること

とする。 

 

Ⅱ  管渠の控除体積 

 

１ コルゲートパイプ 円形（フランジ型）           

                                                                            １ｍ当たり 

内径(D) 

(㎜) 

効長(L) 

(㎜) 

工物採用 

数値(m3) 

土石計算等採用 

数値(m3) 

800 510 0.54 0.5 

1,000 〃 0.83 0.8 

1,200 〃 1.18 1.2 

1,350 〃 1.49 1.5 

 

 

２ コルゲートパイプ 円形（ラップ型）              

                                                                            １ｍ当たり 

内径(D) 

(㎜) 

効長(L) 

(㎜) 

工物採用 

数値(m3) 

土石計算等採用 

数値(m3) 

1,500 600 1.89 1.9 

1,750 〃 2.54 2.5 

2,000 〃 3.30 3.3 

2,500 〃 5.11 5.1 

3,000 〃 7.31 7.3 

3,500 〃 9.90 9.9 

4,000 〃 12.88 12.9 

4,500 〃 16.26 16.3 
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（参考） 暗渠床掘数量計算例 

 

１ 床掘する断面の地山勾配が一様の場合 

    コルゲートパイプ 管径1.0ｍ 

 

            

                                        

  床掘数量 Ｖ＝7.0（ 1.0   ＋ 7.0×0.3 ）＝ 8.2m3 

                                   12.0 

                  7.0：床掘面積 

                  1.0：管径（基床工の有無、裏込工の下幅に留意すること） 

                  0.3：床掘法勾配３分 

                 12.0：床掘延長 

 

 

２ 床掘する断面の地山勾配が一様でない場合 

    地山勾配がＶ字形を呈している等によりで一様でない地形の箇所は、暗渠敷設方向に対して直交

する方向の測量成果に基づき断面積を求め、土量計算を行って求めることとする。 

    なお、この場合の測点は、暗渠敷設箇所の地山の変化状況に応じて設けることとし、原則として

３点以上の測点を設けることとする。 
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Ⅰ 土留工・擁壁工の設計基準 

 

擁壁及び土留めは、現地の地形や土地利用等の諸条件によって、切土又は盛土等の構造上やむを得

ない場合に限り次のような箇所に設置することとする。 

なお、擁壁等の形式の選定は、当該林道の利用度合等を勘案しつつ、次項以下により規格、構造、

経済性等を総合的に判断して最も適切な工法により計画することとする。 

 

① 林道に直接影響する上方斜面、下方斜面の崩壊等、地形、地質、林況の制約を受け、他の構造

物等では対応が不可能な箇所 

② 切土法面、盛土構造が不安定な箇所 

③ 切土又は盛土などの土構造物に比べて経済的となる箇所 

④ 河川、湖沼、渓流等に接する箇所 

⑤ トンネルの坑門又は橋台に接する箇所 

⑥ 田畑、人家等に接する箇所又は用地に制約のある箇所 

 

１ 標準設計 

無筋コンクリート擁壁及びコンクリートブロック擁壁の設計は、「林道技術基準の運用について」

に基づき、土の内部摩擦角、水圧や浮力、流下土砂の衝撃力、地震動等の現地条件や構造物に使用す

る材料、構造物の型式、高さ等の諸因子が森林土木工事で使用されている設計条件に合致する場合に

は、これを使用しても差し支えないこととする。 

なお、森林土木構造物標準設計は、設計の効率化を図るため、擁壁等の高さを一般的に用いられて

いる範囲において 50 ㎝括約で示していることから、擁壁等の高さが森林土木構造物標準設計に該当

しない場合には、別途安定計算を行うこととする。 

なお、同一擁壁において基礎地盤の関係等から擁壁高の異なる部分が複数生じる構造となる場合の

法勾配は、当該擁壁の最大高に合わせることとする。 

 

２ 無筋コンクリート擁壁 

(1) 適用箇所等 

無筋コンクリート擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 

なお、無筋コンクリート擁壁は、原則として重力式コンクリート擁壁を用いることとし、設置箇所

の地形、地質、平面線形、縦断線形等の条件から機能的及び経済的に適切な形式を選定することとす

る。 

① 基礎地盤が堅固な土石の箇所 

② 擁壁高が５ｍ程度以下の箇所 

③ 擁壁背面に作用する土圧の大きい箇所 

④ 擁壁背面に多量の湧水又は浸透水等のない箇所 

⑤ 渓流や河川に接する箇所で、土石流、流下する石礫等により強い衝撃を受けることが想定され

る箇所 

 (2) 無筋コンクリート擁壁の種類 

無筋コンクリート擁壁は、重力式擁壁ともたれ式擁壁とし、次により設置する箇所の地形、地質、

切土又は盛土の状況、設置位置等に留意して計画することとする。 
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ア 重力式コンクリート擁壁 

(ｱ)  路側擁壁 

盛土タイプと地山接近タイプに区分する。 

① 盛土タイプ   ： 天端の高さが施工基面高と同じ高さで、背面土のほとんどが盛土となる

ものをいう。 

② 地山接近タイプ ：  天端の高さが施工基面高と同じ高さで、設置箇所が地山に近いものをい

う。 

(ｲ) 盛土法止擁壁 

天端の高さが施工基面高より低い位置となり、盛土法面が形成されるものをいう。 

イ もたれ式コンクリート擁壁 

切土法止擁壁とし、切土箇所において地山に接近して設置されるものをいう。 

 

(3)  数量等 

無筋コンクリート擁壁の数量及び用いる単位は次のとおりとする。 

① 構造図等への延長及び高さの表示単位はｍとし、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めと

する。 

② コンクリート数量は体積を算出することとし、単位は㎥、数量は小数第２位を四捨五入して小

数第１位止めとする。 

  

３ 鉄筋コンクリート擁壁 

 

(1) 適用箇所 

鉄筋コンクリート擁壁は、片持ばり式鉄筋コンクリート擁壁と控え壁式鉄筋コンクリート擁壁と

し、設置する箇所の地形、地質、切土又は盛土の状況、設置位置等に留意しつつ、次により計画す

ることとする。 

なお、鉄筋コンクリート擁壁の設置を計画する場合には、別途必要な安定計算等を行うこととす

る。 

ア 片持ばり式鉄筋コンクリート擁壁 

片持ばり擁壁にはプレキャストＬ型擁壁を含めることとし、次の条件の全てに該当する箇所にお

いて計画することとする。 

① 基礎地盤が堅固な土石の箇所 

② 擁壁高が８ｍ程度以下の箇所 

③ 基礎部の高さが著しく変化せず、渓流、河川等の流水による影響を受けない箇所 

④ 揚重機の搬入及び安全な作業の実施が可能な箇所 

⑤ 擁壁を設置する期間において車輌通行の制限が可能な箇所 

⑥ 良好な土石類による擁壁背面の埋戻しが可能な箇所 

⑦ 基礎部底面が、地下水あるいは浸透水の影響を受けない箇所 

※ 曲線部の設置は可能であるが、部材の形態によるによるので、注意すること。 

イ 控え壁式鉄筋コンクリート擁壁 

控え壁式鉄筋コンクリート擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 
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① 基礎地盤が堅固な土石の箇所 

② 擁壁高が８ｍ程度以下の箇所 

③ 基礎部の高さが著しく変化せず、渓流、河川等の流水による影響を受けない箇所 

④ ベース部分の設置に必要な広い作業スペースが確保できる箇所 

⑤ 擁壁を設置する期間において車輌の通行制限が可能な箇所 

⑥ 良好な土石類による埋戻しが可能な箇所 

⑦ 基礎部底面が、地下水又は浸透水の影響を受けない箇所 

(2) 数量等 

鉄筋コンクリート擁壁の数量及び用いる単位は次のとおりとする。 

① 構造図等への延長及び高さの表示単位はｍとし、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めと

する。 

② コンクリート数量は体積を算出することとし、単位は㎥、数量は小数第２位を四捨五入して小

数第１位止めとする。 

③ 鉄筋質量の単位は㎏とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

④ Ｌ型擁壁等の二次製品を用いる場合の擁壁の数量は延長により算出し、単位はｍ、数量は単位

止めとする。 

 

４ 鋼製擁壁 

 

(1) 適用箇所 

鋼製擁壁は、鋼製枠工等の鋼材を用いた擁壁をいうこととし、次の条件の全てに該当する箇所に

おいて計画することとする。 

なお、鋼製擁壁の設置を計画する場合には、別途必要な安定計算等を行うこととする。 

  

① 擁壁背面に湧水又は浸透水等が多い箇所 

② 基礎地盤支持力の不足、あるいは、コンクリート打設時間の制約を受け、重力式コンクリート

擁壁の設置が不可能な箇所 

③ 基礎地盤支持力の不足、あるいは、コンクリート打設時間、あるいは、揚重機の搬入及び安全

な作業の実施に制約を受け、鉄筋コンクリート擁壁の設置が不可能な箇所 

④ 擁壁天端と施工基面高に直高で 0.3ｍ以上の差を確保できる箇所 

⑤ 擁壁高が５ｍ程度以下の箇所 

⑥ 良好な玉石等の中詰め用石材を現地採取（既存のコンクリート施設等の取り壊しにより発生す

る資材を含む。この場合、所定の粒度まで破砕するものとする。以下「現地発生材」という。）、

あるいは、購入（再生骨材を含む。以下購入石材について同じ。）により、容易に入手が可能な

箇所 

※ 酸性を帯びた流水等のある箇所への設置及び中詰材を現地発生等の土石による場合の水

衝部への設置は不可である。 

  

(2) 設計断面が異なる場合の扱い 

鋼製枠工を高さ 4.0ｍ以下適用タイプと 4.5ｍ以上適用タイプの組み合わせにより計画する場合
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は、鋼製枠工天端背面にあわせた断面により計画することとする。 

 

(3) 数量等 

鋼製擁壁の数量及び用いる単位は次のとおりとする。 

① 構造図等への延長及び高さの表示単位はｍとし、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めと

する。 

② 鋼製擁壁の数量は鋼材質量により算出することとし、単位はｔ、数量は小数第３位を四捨五入

して小数第２位止めとする。 

③ 各部材の寸法の単位は㎜とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

④ 詰石等の石材の単位は m3とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

⑤ 現地発生材の採取場所からの距離は、設計時にあっては粁程図から求め、工事施工時に設計時

と差異が生じた場合は実距離によることとし、単位は㎞、小数第１位止めとする。 

⑥ 中詰め材の購入地からの運搬距離は、道路粁程図から求めることとし、単位は㎞、小数第１位

止めとする。 

 

(4)  鋼製枠工の種類 

① 片ノリタイプ 

主要材料は H形鋼。外力に対して鋼材の強度で抵抗する。 

下流面の勾配が 1:0.2、天端幅は 1.5m 程度で直立タイプに比較し敷幅が狭く、渓間工（谷止工、

床固工等）および地すべり地の土留工（擁壁）に適する。山腹工にも適用可能であるが、土圧の小

さい場合は片ノリ土留タイプが経済的である。 

② 片ノリ土留タイプ 

主要材料は H形鋼。外力に対して鋼材の強度で抵抗する。 

下流面の勾配が 1:0.3、天端幅は 1.0m 程度で片ノリタイプに比較し部材が軽く、山腹工および

地すべり地の土留工に適する。高さは４ｍ以下。 

③ 直立タイプ 

主要材料は H形鋼。外力に対して中詰のせん断抵抗力で抵抗する。 

上下流面とも直で天端幅は 2.2m 程度。敷幅が広く、傾斜地に施工される山腹工よりも渓間工に

適する。自在性の度合いが片ノリタイプよりも大きく、不等沈下や火山地帯の地殻変動が予想さ

れる場所に適する。 

④ L タイプ 

主要材料は L形鋼。外力に対して中詰のせん断抵抗力で抵抗する。 

部材が軽量で運搬性に優れており、山腹工に適する。しかし、落石の衝突等の衝撃に弱く、転石

の多い場所では避けることが望ましい。 

⑤ 土留枠タイプ 

主要材料は L形鋼。外力に対して中詰のせん断抵抗力で抵抗する。 

 一種のもたれ擁壁で、壁面を 1:0.3 にねかせており、天端幅は 0.8m・1.0m など。L タイプ同様

に運搬性に優れており、高さ２ｍ以下の山腹工や林道の路側擁壁に適する。 
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５ 補強土擁壁 

 

(1)  適用箇所 

補強土擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 

なお、補強土擁壁の設置を計画する場合には、別途必要な安定計算等を行うこととする。 
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① 基礎地盤支持力の不足あるいはコンクリート打設時間の制約を受ける等により重力式コンク

リート擁壁の設置が不可能な箇所 

② 基礎地盤支持力の不足、コンクリート打設時間、あるいは、揚重機の搬入及び安全な作業の実

施に制約を受ける等により鉄筋コンクリート擁壁の設置が不可能な箇所 

③ 基礎地盤支持力の不足等により鋼製擁壁の設置が不可能な箇所 

④ 補強材の設置に必要な平坦で十分な広さの基礎地盤が設けられる箇所 

⑤ 現地発生材あるいは購入により良質な砂質土、礫質土による盛土が可能な箇所 

⑥ 設置箇所が水衝部でない箇所 

※ １０ｍ程度を超える箇所でも設置可能であるが、各製品により異なるので注意すること。 

 

(2) 補強土擁壁の種類ごとの特徴及び計画上の留意点 

補強土壁の形式は、次の種類ごとの特徴及び計画上の留意点を踏まえ、擁壁構成部材の入手条件、

施工箇所の地形、地質、平面線形、縦断線形等の条件を考慮して適切に選定することとする。 

なお、壁面の勾配が鉛直に近い補強土壁では、壁面部は積雪による断熱効果を期待できず、凍上

現象によりジオテキスタイルまたは壁面材とジオテキスタイルの連結部が破断する場合がある。こ

のため壁面材の背面の凍結深さまでの範囲には、図に示すような透水性の高い良質材による凍上抑

制層や断熱材などを摘要する。 

     

 

ア 帯鋼補強土壁 

帯鋼補強土壁は、壁面工にコンクリートパネルを使用し、補強材の主材料に帯状鋼材を使用した

補強土壁で、帯状補強材の摩擦抵抗による引き抜抵抗力で土留め効果を発揮させる特徴がある。 

なお、計画に当たっては次に留意することとする。 

① 盛土材は、摩擦力が十分にとれる砂質土系の材料を使用する。 

② 盛土材が細粒分を多く含む土質材料の場合は、土質安定処理や粒度調整を行う。 

③ 補強材は鋼製であるため、腐食対策を行う。 

イ アンカー補強土壁 

アンカー補強土壁は、壁面工にコンクリートパネルを使用し、補強材の主材料にアンカープレー

ト付鉄筋を使用した補強土壁で、アンカー補強材の支圧抵抗力による引き抜抵抗力で土留め効果を

発揮させる特徴がある。 
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なお、計画に当たっては次に留意することとする。 

① 盛土材は、支圧抵抗力を発揮できる砂質土系や礫質土系の材料を使用する。 

② 盛土材が細粒分を含む土質材料である場合は、必要な支圧力の発揮の有無を確認して使用す

る。 

③ 補強材は鋼製であるため、腐食対策を行う。 

ウ ジオテキスタイル補強土壁 

ジオテキスタイル補強土壁は、壁面工にコンクリートパネル、コンクリートブロック、鋼製枠を

使用し、補強材の主材料にジオテキスタイルを使用した補強土壁であり、壁面工の前面に間伐材等

を使用するものもある。 

ジオテキスタイル補強土壁は、ジオテキスタイルの摩擦抵抗力による引き抜抵抗力で土留め効果

を発揮させるもので、面状の補強材を用いるため短めの補強材長で摩擦抵抗力を発揮させる特徴が

ある。 

なお、計画に当たっては次に留意することとする。 

① 補強材の損傷を防ぐため、角張った粗粒材を多く含む盛土材は使用しない。 

② 補強材は、補強土壁の変形抑制のため剛性の高いジオテキスタイルを使用する。 

③ 補強材の引張強度に影響を与えるような高温の地熱箇所には使用しない。 

(3) 数量等 

補強土擁壁の数量及び用いる単位は次のとおりとする｡ 

① 構造図等への延長及び高さの表示単位はｍとし、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めと

する。 

② 補強土擁壁の数量は擁壁の面積を法長と延長から算出することとし、単位は㎡、数量は小数第

２位を四捨五入して小数第１位止めとする。 

③ 各部材の寸法の単位は㎜とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

④ 盛土材の単位は㎥とし、小数第１位を四捨五入して単位止めとする。 

⑤ 現地発生材の採取場所からの距離は、設計時にあっては粁程図から求め、工事施工時に設計時

と差異が生じた場合は実距離によることとし、単位は㎞、小数第１位止めとする。 

⑥ 盛土材の購入地からの運搬距離は、道路粁程図から求めることとし、単位は㎞、小数第１位止

めとする。 

 

６ ブロック積擁壁又は石積擁壁 

 

(1) 適用箇所 

ブロック積擁壁又は石積擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 

① 基礎地盤が堅固な土石の箇所 

② 籠擁壁、木製擁壁、土擁壁に比べ壁背面に作用する土圧の大きい箇所 

③ 地山に接近して設置する箇所、あるいは、壁背面のほとんどが盛土となる場合は、良好な盛土

材料を使用して十分な締固めの行える箇所 

④ 擁壁高が５ｍ程度以下の箇所 

ただし、混合擁壁は、コンクリートブロック擁壁の適用高さを超える箇所 

⑤ 混合擁壁にあっては、基礎地盤が下部の重力式コンクリート擁壁の設置に耐えうる支持力のあ
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る箇所 

⑥ 設置箇所が水衝部でない箇所 

※ 曲線半径３０ｍ以下の外カーブは設置不可のであるので注意すること。 

 

(2) ブロック積擁壁又は石積擁壁の種類 

ブロック積擁壁又は石積擁壁は、コンクリートブロック擁壁、混合擁壁、大型コンクリートブロ

ック擁壁及び間知石等の練積み擁壁とし、次により設置する箇所の地形、地質、切土又は盛土の状

況、設置位置等に留意して計画することとする。 

ア コンクリートブロック擁壁 

(ｱ)  路側擁壁 

盛土タイプと地山接近タイプに区分する。 

① 盛土タイプ    ： 天端の高さが施工基面高と同じ高さで、背面土のほとんどが盛土となるも

の。 

② 地山接近タイプ： 天端の高さが施工基面高と同じ高さで、設置箇所が地山に近いもの。 

(ｲ)  切土法止擁壁 

切土箇所において地山に接近して設置されるもの。 

イ 混合擁壁 

下部に高さ 3.0ｍ程度以下の重力式による剛性の擁壁を設置し、その上部にコンクリートブロッ

クによる擁壁を設けるもので、路側擁壁の盛土タイプのみに適用する。 

ウ 大型コンクリートブロック擁壁 

大型コンクリートブロックの練り積み又は空積みにより、盛土法止擁壁として用いる。 

エ 間知石等の練積擁壁 

天然石材を用いて上記アのコンクリートブロック擁壁に準じて用いる。 

 

(3) 形式の選定等 

ブロック積擁壁又は石積擁壁は、原則としてコンクリートブロック擁壁を用いることとするが、

設置箇所の地形、地質、平面線形、縦断線形等の条件からコンクリートブロック擁壁により難い場

合は、次により該当する形式を選定することとする。 

 

ア 大型コンクリートブロック擁壁 

林道が地すべり地の末端部を通過し、押さえ盛土効果を発揮させつつ林道路体を構築しなければ

ならないような場合、あるいは、衝撃を受ける可能性のある水衝部に設置しなければならない場合

等で、コンクリート擁壁等の他の擁壁の設置が困難な箇所に用いることとする。 

イ 間知石等の練積擁壁 

風化しにくい良質な石材を現地で容易に確保することが可能な場合、あるいは、より景観への配

慮が必要な場合に用いることとする。 

 

(4) 裏込材 

ア 裏込礫 

コンクリートブロック擁壁、混合擁壁及び間知石等の練積擁壁には、擁壁背面に発生する水量と
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背面土の浸透能等を考慮して、擁壁背面に次による裏込を行うこととする。 

① 原則として全延長に設ける。 

② 裏込材料は、現地発生材又は購入による風化しにくい岩屑、礫材又は高分子材料とする。 

③ 裏込材の配置高さは、擁壁天端面の下部 30 ㎝程度の位置から擁壁前面の地山線の高さまでと

し、擁壁天端面の下部 30 ㎝程度の部分及び擁壁前面の地山線の高さより下部の部分は不透水層

を設ける。 

イ 裏込めコンクリート 

コンクリートブロック擁壁、混合擁壁及び間知石等の練積擁壁には、原則として厚さが等厚の裏

込めコンクリートを設けることとする。 

ただし、壁高が低く、かつ、背面土圧が小さいなどで別途安定計算を行った結果、裏込めコンク

リートを設けなくても安全である場合は設けない。 

 

(5) 数量等 

ブロック積擁壁又は石積擁壁の数量及び用いる単位は、次によることとする。 

① 構造図等への延長及び高さの表示単位はｍとし、小数第３位を四捨五入して小数第２位止めと

する。 

② 擁壁の数量は擁壁の面積を法長と延長から算出することとし、単位は㎡、数量は小数第２位を

四捨五入して小数第１位止めとする。 

③ コンクリート体積の単位は㎥とし、小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとする。 

④ 大型コンクリートブロック１個あたりの質量の単位はｔとし、小数第２位を四捨五入して小数

第１位止めとする。 

⑤ 石材の体積は、野面石については擁壁面積に控長の２／３を乗じ、野面石以外は擁壁面積に控

長の１／２を乗じてそれぞれ求めることとし、単位は㎥とする。 数値は小数第２位を四捨五入

して小数第１位止めとする。 

 

７ 籠工 

 

(1) 適用箇所 

籠による土留又は擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 

① 壁背面に作用する土圧の小さい箇所 

② 壁高の大部分が 3.0ｍ程度以下の箇所 

ただし、二重布団籠で中詰材が土石の場合は 1.8ｍ以下である 

③ 現地発生材あるいは購入により良質な玉石等の詰込材料の入手が容易な箇所 

 

  (2) 籠による土留又は擁壁の種類 

籠による土留又は擁壁は、鉄線籠に玉石等の石材を詰めたものをいうこととし、種類は籠の規格

により普通布団籠、大型布団籠及びじゃ籠に区分し、更に籠の構造により普通籠と二重籠に区分

することとする。 

 

  (3) 形式の選定等 
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籠による土留又は擁壁は、原則として普通布団籠の普通籠を標準とするが、設置箇所の地形、地

質、平面線形、縦断線形その他の条件から普通布団籠の普通籠により難い場合は、次により該当す

る籠を選定することとする。 

ア 大型布団籠 

大型布団籠にあっては上記(1)の①から③に加え、普通布団籠に比べて大きな断面を必要とする

箇所に用いることとする。 

ただし、擁壁高は 5.0ｍ以下、二重布団籠で中詰材が土石の場合は 3.0ｍ以下である。 

イ じゃ籠 

じゃ籠にあっては上記(1)の①から③に加え、斜面長が長く、普通布団籠、大型布団籠では積み上

げ高さの制限を受ける箇所に用いることとする。 

ただし、積み重ねる場合、擁壁高は 1.2ｍ以下である。 

ウ 二重籠 

普通布団籠及び大型布団籠を二重籠とする場合にあっては流水等の影響を受けない箇所であっ

て、かつ、詰込材料を現地において容易に入手することが可能な箇所に用いることとする。 

 

(4) 詰込材料 

ア 普通籠及びじゃ籠 

普通籠及びじゃ籠の詰込材料は、現地発生材、又は購入による風化のおそれのない良質な玉石、

雑割石、岩塊によることとする。 

   

イ 二重籠 

二重籠の詰込材料は、現地発生材又は購入による風化のおそれのない岩屑、切込砂利、切込砕石、

あるいは細粒分及び粘性土の少ない土石によることとする。 

 

(5) 数量等 

籠による土留又は擁壁の数量及び用いる単位は次によることとする。 

① 擁壁の数量は籠の総延長とし、単位はｍ、数量は小数第１位止めとする。 

② 普通籠における単価表はｍ単位で作成し、明細表へは総延長（ｍ）を計上する。 

二重籠及び大型籠工における単価表はその規格毎（2.0m、3.0m、4.0m）に作成し、明細表へは

本数（本）を計上する。 

③ 詰込材料の単位は m3とし、小数第２位止めとする。 

④ 現地発生材の採取場所からの距離は、設計時にあっては粁程図から求め、工事施工時に設計時

と差異が生じた場合は実距離によることとし、単位は㎞、小数第１位止めとする。 

⑤ 詰込材料の購入場所からの運搬距離は、粁程図から求めることとし、単位は㎞、小数第１位止

めとする。 

 

８ 木製擁壁 

 

(1) 適用箇所 

木製擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 
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① 湧水のない箇所 

② 埋戻し用の良質な土石等の現地発生材が入手可能な箇所 

③ 擁壁高が 3.0ｍ以下の箇所 

④ 背面土圧の小さい箇所 

⑤ 部材が腐朽するまでに植生の繁茂等により斜面の安定が見込める箇所 

※ 曲線部の設置は可能であるが、部材の形態、工法により設置不可のものがあるので、注意す

ること。 

 

(2) 木製擁壁の種類 

木製擁壁は、ウッドブロック等の製品、丸太積又は柵等と埋戻し土石による土留施設をいうこと

とする。 

 

(3) 埋戻し材料 

木製擁壁の埋戻し材料は、原則として細粒分あるいは粘性土の少ない土石又は風化のおそれのな

い岩屑等の現地発生材を利用することとする。 

 

(4) 数量 

木製擁壁の数量及び用いる単位は次によることとする。 

① 木製擁壁の数量は擁壁の面積とし、単位は㎡、数量は小数第２位を四捨五入して小数第１位止

めする。 

② 丸太柵の数量は柵の総延長とし、単位はｍ、数量は小数第１位止めとする。 

 

９ 土擁壁 

 

(1) 適用箇所 

土擁壁は、次の条件の全てに該当する箇所において計画することとする。 

① 木製擁壁等に比較して小規模な箇所 

② 背面土圧の小さい箇所 

③ 植生の繁茂等により斜面の安定が見込める箇所 

④ 擁壁高が 2.0ｍ以下の箇所 

ただし、積芝工は 1.5m 以下 

⑤ 土のうの中詰め用又は直接土構造とする場合の良質な土石等の現地発生材が入手可能な箇所 

 

(2) 土擁壁の種類 

土擁壁は、土のう積、積芝等の土砂を主材料とする施設をいうこととする。 

 

(3) 材料 

土擁壁の材料は、特に締め固めのきく土石類であることとする。 

 

(4) 数量 
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土擁壁の数量及び用いる単位は次によることとする 

① 土擁壁の数量は擁壁の面積とし、単位は㎡、 数量は小数第２位を四捨五入して小数第１位止

めする。 

② 土のうの中詰め材料の単位は㎥とし、数量は小数第１位を四捨五入して単位止めする。 

 

10 木製伏工 

 

(1) 適用箇所 

木製伏工は、切土法面の浸食防止、曲線部の視距の確保を必要とする場合であって、新設林道に

あっては次のアかつイの条件に該当する箇所、林道改良その他にあっては次のアかつウの条件に該

当する箇所において計画することとする。 

ア 共通 

次の条件のいずれかに該当する箇所であること。 

① 車道幅員が 1.8~3.0ｍの林道にあっては、半径 50ｍ未満の曲線の内側となる切土法面 

② 車道幅員が 4.0ｍ以上の林道にあっては、半径 25m 未満の曲線の内側となる切土法面 

③ 国道、道道等の公道、林道、その他の作業道等と林道の取付け部に位置する林道部分の切土法面 

④ 待避所又は車廻しの取付け部の切土法面 

イ 新設林道 

次の条件のいずれかに該当する箇所であること。 

① 周辺植生の状況から、将来、視距の確保が困難になると見込まれる切土法面 

② 地質及び土質条件から、雨水等による浸食を防止する必要のある切土法面 

ウ 林道改良その他 

次の条件のいずれかに該当する箇所であること。 

① 現に植生の繁茂等により十分な視距の確保が困難となっている切土法面 

② 現在の植生の繁茂状況及び周辺植生の状況から、将来、視距の確保が困難になると見込まれる

切土法面 

③ 現に切土法面に浸食が発生し、放置すると法面崩壊等のおそれのある切土法面 

④ 地質及び土質条件から、雨水等による浸食を防止する必要のある切土法面 

 

(2) 設置区間 

丸太伏工の設置区間は次のとおりとする。 

ア 曲線部に設置する場合 

(ｱ) 内側拡幅の曲線 

① 車道幅員が 3.0~4.0ｍの林道にあっては、B.C 及び E.C から直線に向けて 8.0ｍの区間と当該曲

線の区間 

② 車道幅員が 2.0ｍ以下の林道にあっては、B.C 及び E.C から直線に向けて 4.0ｍの区間と当該曲

線の区間 

(ｲ)  外側拡幅の曲線 

外側拡幅となる場合は、当該拡幅に係わる B.C 側及び E.C 側の緩和区間開始点から横断方向に 

測線を設け、内側の曲線と接したそれぞれの点を結ぶ区間とする。 
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イ 国道等と林道の取付け部に位置する場合 

国道、道道等の公道、林道、その他作業道等と林道の取付けを行う部分にあっては、当該取付け

に必要な曲線区間とする。 

ウ 待避所又は車廻しの取付け部の場合 

待避所又は車廻しの取付け部にあっては、当該待避所又は車廻しの取付斜長と取付部に接続する

直線区間における取付長と同等の区間とする。 

 

(3) 数量 

丸太伏工の数量及び用いる単位は次によることとする。 

① 丸太伏工の数量は延長とし、単位はｍ、数量は小数第１位止めする。 

② 丸太の数量は本数によることとし、単位は本、数量は単位止めする。 

 

11 擁壁端部の設計 

 

擁壁の端部は、基礎地盤に確実に取り付けることとする。 

このため、擁壁端部は、コンクリートを打設する部分あるいは、コンクリートブロックや木製擁壁

の端部を地山に巻き込む部分のみの掘削とし、設置後において端部の埋戻しを行うような床堀りは行

わないこととする。 

 

 

12 コンクリート日打設量の算定 

 

コンクリート設計日打設量の算出は、当該施設のコンクリート打設について、伸縮目地等により区

切られるブロックの打設組合せを検討し、日当たり最大の打設量をもって設計打設量とすることとす

る。 

なお、１工事において複数のコンクリート構造物がある場合は、個々に上記の検討を行うとともに、

同一日に打設可能な量の最大量をもって設計日打設量とすることとする。 
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13 水抜孔 

 

コンクリート擁壁、コンクリートブロック擁壁（ただし、大型コンクリートブロック擁壁を除く）

には、擁壁背面土に浸透して貯留する地下水又は裏込め材で集水された水分を排除するための水抜孔

を設けることとする。 

水抜孔の設置部位等は次によることとする。 

ア 設置部位 

水抜孔は、擁壁背面から前面又は側面等の支障のない箇所に貫通して設けることとし、設置部位

は原則として次によることとする。 

① 擁壁背面の水量に応じ、壁面積の２~５㎡当たり１箇所の割合とし、下層部を密にした千鳥状

の配置とする。 

② 常水等の逆流しない位置又は逆流防止措置を設ける。 

③ 最下部の位置は、不透水層上面とする。 

④ 湧水等のある場合は、その箇所に地下排水工等を設ける。 

イ 材料 

水抜孔は、内径 50 ㎜程度の硬質塩化ビニールパイプを配水管として用いることとし、壁前面に

向けて２％程度の勾配を設けることとする。 

ウ 水抜フィルター 

擁壁背面の水抜パイプ呑口部には、水抜パイプの口径に合致する水抜フィルターを設けることと

する。 

エ 逆流防止装置 

流水により逆流するおそれがある場合には、擁壁前面の水抜パイプ吐口部に、水抜パイプの口径

に合致する逆流防止装置を設けることとする。 

 

14 伸縮継目及びひび割れ誘発継目 

 

伸縮継目は、無筋コンクリート擁壁、鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト L型擁壁を除

く。）及びコンクリートブロック擁壁（ただし、大型コンクリートブロック擁壁を除く。）にあって、

構造上又は施工時期から、乾燥収縮又は温度変化等の影響を受けるおそれのある場合に設けることと

する。 

ひび割れ誘発継目は、鉄筋コンクリート擁壁 （ただし、プレキャスト L 型擁壁を除く。）にあっ

て、構造上又は施工時期から、乾燥収縮又は温度変化等の影響を受けるおそれのある場合に設けるこ

ととする。 
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(1) 伸縮継目 

伸縮継目は、次により取り扱うこととする。 

 

ア 適用箇所 

伸縮継目は、原則として無筋及び鉄筋のコンクリート擁壁又はコンクリートブロック擁壁の延長

10ｍ程度以内に１箇所の割合で設けることとし、設置に当たっては、擁壁の構造及び基礎地盤の土

質変化点等を考慮することとする（図１）。 

なお、擁壁の屈曲部に伸縮継目を設けると土圧方向が異なることにより、開口や角の欠け落ちが

生じることがあることから、この位置では伸縮継目を設けないこととする（図２）。 

また、擁壁が呑吐口工の場合は、溝渠接触部全面に目地を設けることとする。 

 

 

イ 形状及び材料 

形状は、原則として平面突合せ鉛直方式とし、材料は、厚さ 10ｍｍの樹脂発泡体伸縮目地材によ

ることを標準とする。 

 

(2) ひび割れ誘発継目 
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ひび割れ誘発継目は、次により取り扱うこととする。 

ア 適用箇所 

ひび割れ誘発継目は、鉄筋コンクリート擁壁 （ただし、プレキャスト L型擁壁を除く。）に設け

る伸縮継目のほぼ中間及び伸縮継目を設けない鉛直打継目箇所に設けることとする。 

イ 形状 

形状は、鉄筋のかぶりの範囲内で、擁壁前面に 10～20 ㎜程度の浅いＶ字形の切れ目を設けるこ

ととする。  

 

15 呑吐口工の補強鉄筋 

 

呑吐口工の擁壁の中にコルゲートパイプ等の溝渠が設置される場合には、周辺の亀裂防止用とし

て、「林道標準図（一般）」の擁壁工に掲載されている補強鉄筋詳細図のとおり配置することとする。 

 

16 吸出防止材 

 

  布団籠擁壁等の籠工、鋼製枠工において、湧水または浸透水等が多く、背面からの土砂の流出 に

より機能が損なわれるおそれのある箇所には、背面、底面及び側面の盛土部分に吸出防止材を 設け

ることとする。 

 

17 基床工 

 

擁壁工を施工する場合で岩盤以外の地盤においては、基礎に厚さ 15～20cm の割栗石、良質な岩砕

などを敷き並べることとする。（森林土木構造物標準設計（擁壁編）P41、P79 参照） 

 

18 小運搬 

 

  擁壁等の資材（かご類、玉石類、コンクリート二次製品等）の運搬において、地盤が軟弱、車廻し

がない等、トラックで運搬できない箇所については、小運搬を見込むことができる。なお、小運搬延

長については、資材置場からの距離と数量により加重平均した延長とする。 
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               Ⅱ  コンクリート工 

 

１ コンクリートの工種 

 種      類 構造物の種類 

無筋コンクリート 橋台、橋脚、擁壁等 

鉄筋コンクリート 橋台、橋脚、擁壁等 

舗装コンクリート 橋面舗装 

中詰コンクリート PC 中詰 

スラブ、カルバート 

T 桁コンクリート 
スラブ、カルバート、T桁等 

床版（非）コンクリート 非合成桁の床版 

床版（合）コンクリート 合成桁の床版 

填充コンクリート ブロック等の填充 

均しコンクリート 均しコンクリート等 

 

2 レディーミクストコンクリート配合条件表 

  

構造物の種類 無筋 

鉄筋 

区分 

明細表 

 

の記号 

設計基準 

強  度 

N／㎜ 2 

呼 び 

強 度 

N／㎜ 2 

ス ラ 

ン プ 

㎝ 

空気量 

 

％ 

最大水セ

メント比 

％ 

粗 骨 材 

最大寸法 

㎜ 

重力式橋台・擁壁等 
無筋 

C－４P 18  8.0 4.5 55 40 

C－４ 18  5.0 4.5 55 40 

胴 込 ・ 裏 込 無筋 C－10 18  8.0 5.0 55 20～25 

半 重 力 式 橋 台 ・ 

R C 桁 中 詰 等 
鉄筋 RC－１ 21  8.0 4.5 55 40 

橋 面 舗 装 ・ 

P C 桁 中 詰 等 
鉄筋 RC－３ 30  8.0 5.0 55 20～25 

R C ス ラ ブ 橋 ・ 

床版 (非合成桁)等 
鉄筋 RC－４ 24  8.0 5.0 55 20～25 

床 版 ( 合 成 桁 ) 等 鉄筋 RC－５ 30  8.0 5.0 55 20～25 

 

備考  1 呼び強度とは、コンクリート標準示方書の設計基準強度と区分されるために設けられた用語

で、レディーミクストコンクリート（JIS A 5308）の品質の規定に示されている条件で保証さ

れるレディーミクストコンクリート強度である。 

       2 呼び強度は、上記に示した配合条件を満足するものとする。 

      3 スランプの許容誤差は、±2.5 ㎝である。 

       4 空気量の許容誤差は、±1.5 ㎝である。 
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３ コンクリートの選定 

 (1) コンクリートの種類 

コンクリートは、原則としてレディーミクストコンクリートを次の条件の範囲において使用する

こととする。 

なお、レディーミクストコンクリートの使用が困難な場合は現場練りコンクリートの使用を検討

する。 

① 練混ぜから打設完了までの時間は、外気温が 25℃を超えるときは 1.5 時間以内、25℃以下のと

きは２時間以内を標準とする。 

② 上記①の範囲を超える可能性がある場合には、高性能ＡＥ減水剤等の混和剤（遅延剤）の使用、

施工方法の見直しなどを検討し、最小スランプを確保できる対策を講じるものとする。 

 (2) セメントの種類 

セメントの種類は、当該工事実施箇所の存する地域に所在する生コン工場における使用状況を把

握するとともに、使用されているセメントの種類から原則として次により選定することとする。 

ア 冬季以外 

冬季以外とは、４月から 10 月までの期間とし、普通ポルトランドセメントと高炉Ｂ種セメント

の両方が使用されている場合には、両者の経済比較を行って決定することとする。 

イ 冬季 

冬季とは、11月から３月までの期間とし、普通ポルトランドセメントによることとする。 

 

４ コンクリートの区分 

無筋コンクリートと鉄筋コンクリートの区分は、次によることとする。 

なお、橋台の場合は、駆体、胸壁、翼壁等の各部ごとに区分することとする。 

① 無筋コンクリートは、コンクリート中に組み込まれる鉄筋重量が 30 ㎏／㎥未満であるもの。 

② 鉄筋コンクリートは、コンクリート中に組み込まれる鉄筋重量が 30 ㎏／㎥以上であるもの。 

 

５ コンクリート数量の算出 

コンクリート数量は、原則としてプリズモイドあるいは同程度以上の精度を有する数学公式を用い

て算出することとする。 

なお、次に該当する部分の体積は、原則としてコンクリート数量から控除しないこととする。 

① 面取り水切り及び排水孔 

② 擁壁等の伸縮継目の間隔 

③ 鉄筋コンクリート等の鉄筋体積 

④ 支承部のアンカーバーの穴の体積 

⑤ 頭部が開放されたコンクリート柱の杭頭 

⑥ 内径 30ｃｍ未満の溝渠類 

⑦ その他構造物中に配置されるもので、当該配置物の単位体積未満のもの。 

 

 

６ 型枠面積の計算 

型枠面積の算出に当たり、特殊な部分の扱いは次によることとする。 
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 (1) 目地部 

構造物をブロックに区分してコンクリート打設を計画する場合は、各ブロックの縦目地部につい

て型枠面積を計上することとする。 

 

 (2) 曲面部 

構造物が半径５ｍ以下の曲面となる箇所を有する場合は、当該部分の型枠を曲面型枠として数量

を算出することとする。 

この場合、構造物の部分ごとに表型枠と裏型枠を別々に計算することとし、それぞれ天端と下端

の平均半径により数量を算出することとする。 

 

 (3) 型枠面積からの控除 

内径 90 ㎝以上の管類が組み込まれる場合は、当該管類の外径により算出した面積を型枠面積か

ら控除することとする。 

内径 90㎝未満の管類及び内径50㎜程度の排水孔が組み込まれる場合の当該管類及び排水孔の面

積は、型枠面積から控除しないこととする。 

 

７ 鉄筋重量の算出 

鉄筋の重量は、ＳＤ345Ａ13 ㎜以下、16～25 ㎜、29~32 ㎜に区分し、それぞれの仕上長に単位重量

を乗じて算出することとする。 

 

８ 養生工 

コンクリート打設後の養生は、コンクリート強度、水密性、耐久性の確保、コンクリートの乾燥収

縮によるひび割れの防止等のために重要であることから、散水あるいは湛水等による湿潤養生が適切

に行えるよう、現地の水条件等を踏まえて計画することとする。 

なお、コンクリート打設時期が寒冷期となる場合には、次により特殊養生を計画することとする。 

(1) 特殊養生の種類 

寒冷期における特殊養生は給熱養生によることとする。 

(2) 適用期間 

給熱養生を計画する期間は、日平均気温が４℃以下の期間とし、日平均気温は、気象資料により

平年の日平均気温を求めることとする。 

なお、当初計画において給熱養生を計画しておらず、工事途中において給熱養生の必要が生じた

場合には、当該給熱養生の必要に至った原因等を明確にしたうえで、必要な期間について計画変更

を行うこととする。 

また、当初計画において給熱養生を計画しており、工事において必要を生じなかった場合におい

ても適切に計画変更を行うこととする。 

(3) 給熱養生の方法 

給熱養生は、構造物全体の被覆、打ち込んだコンクリートの被覆及びジェットヒーター等による

給熱により、十分なコンクリート強度が得られるまでコンクリート温度を約 10℃に保てるよう、適

切に計画することとする。 



- 136 - 

 （参考） コンクリート擁壁の屈折部体積 

 

１ 外側に屈折する場合（外折） 

 

 

２ 内側に屈折する場合（内折） 

 

 

３ 基礎部体積 

    基礎部体積は、別途算出することとする。 
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４ コンクリート擁壁の屈折部体積表 
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Ⅰ 橋梁の設計 

 

１ 基本事項 

 (1)  橋梁の設置箇所 

橋梁は、路線の線形上、次のような箇所を通過しなければならない場合であって、他の構

造物との比較により橋梁でなければ通過することが不可能である場合に設置することとす

る。 

なお、橋梁には、片桟橋を含めることとする。 

① 河川、湖沼又は渓谷等を通過する箇所 

② 他の交通路又は構造物等を通過する箇所 

③ 地形的に大きな凹地又は低地等の上を通過する箇所 

④ 地すべり、崩壊地又は落石等の不良な地質構造地帯若しくは急傾斜地を通過する箇所 

⑤ 制約のある用地等を通過する箇所 

  

(2) 橋下空間 

橋下空間は、橋下の河川等に支障とならない必要な空間に、次の各余裕高を加えたものと

する。 

① 河川等においては、計画高水流量別に次の値を水位余裕高とし、流木などの多い河川等

にあっては、更に 0.5ｍを加算する。 

計画高水流量 

（ｍ３／sec） 
200 未満 

200 以上 

500 未満 

500 以上 

2,000 未満 

2,000 以上 

5,000 未満 

5,000 以上 

10,000 未満 

水位余裕高 

（ｍ） 
0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 

 

② 土石流等により橋下の変動が予想される場合は、既往の実績から変動高を求め、さらに

土石の最大寸法に 1.5 を乗じた値を加算して土石流等余裕高とする。 

③ その他の交通路、構造物、不良な地質構造地帯又は制約のある用地等にあっては、将来

の変動等を予想して、必要な余裕高を設定する。 

 

 (3) 橋台等下部構造の設置箇所 

橋梁の下部構造の設置箇所は、次により選定することとする。ただし、判断し難い場合は

ボーリング等の地質調査をすることとする。 

① 地表面下の浅い層に所定の支持力を有する地盤のある箇所 

② 河身の変動、河川の屈曲、分流点及び合流点又は上流部に地すべり、崩壊、なだれ等の

発生するおそれのない箇所 

③ 両岸が十分に安定した狭さく部 

④ 原則として橋軸が河身等に対して直角方向となる箇所 

ただし、やむを得ない場合は、斜角 60°を限度とした斜橋として設置できる箇所 
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⑤ 橋梁の平面線形が直線で、縦断勾配が水平となる箇所 

ただし、やむを得ない場合は、林道規程に定める曲線半径の通常値の範囲及び縦断勾配

を 5％程度の範囲により設置できる箇所。 

 

 (4) 橋梁の線形 

橋梁の線形は、原則として平面線形は直線、縦断勾配が水平とし、橋梁前後の線形に調和

させて設定することとする。 

なお、地形条件等によりやむを得ず橋梁内に曲線等を設けなければならない場合は、次の

範囲で設定することとする。 

① 曲線半径は、林道規程に定める通常値を限度とする。 

② 縦断勾配は５％程度までとし、縦断曲線の設定を必要とする区間を設けない。 

③ 片勾配の設定を必要としない曲線半径とする。 

 

 (5) 橋長の設定 

橋長は、橋梁前後の線形等との調整を図るとともに、次により必要最小限で設定すること

とする。 

① 擁壁等の構造物を併用し、可能な限り橋長を短くする。 

② 流水上を通過する場合は、過去の最大流跡及び橋下空間の水位に対する幅等によって長

さを設定する。 

③ 堤防又は堤防計画のある河川における橋長は次による。 

・  河幅が 50ｍ未満の河川にあっては、堤防の表のり肩に橋台を設置する場合の長さ 

・  河幅が 50ｍ以上の河川にあっては、堤防の外のり線と計画高水位の交点以内の位置に

橋台を設置する場合の長さ 

④ 他の交通路の上を通過する場合は、その建築限界によるものとし、その他の構造物にあ

っては、当該構造物の最大外縁に余裕幅を加えた長さとする。 

⑤ 湖沼等を越える場合は、背水高を含めた計画高水流量等により求めた長さとする。 

⑥ 不良な地質構造地帯等を通過する場合は、その影響圏外で最小の区間長とする。 

⑦ 地形又は用地の関係による場合は、必要最小限の長さとする。 

 

 (6) 支間長の設定  

支間長は、橋下の高水流量、交通形態、付帯護岸工、橋台及び橋脚の基礎地盤等を考慮し、

次により設定することとする。 

① 上部構造と下部構造の合計工事費及び関連工事費が最小となるよう設定する。 

② 流木、土石流等の多い河川又は河川の合流点、分流点、屈曲部、狭さく部等においては、

その影響圏外で最小の支間となるよう設定する。 

③ 河川等における径間長は、原則として次表による計画高水流量と川幅によることとし、

流芯部分はできるだけ長い径間とする。 

この場合の径間長は、伸縮装置を含めた桁長とする。 

 



- 143 - 

計画高水流量（Ｑ）・（m3／sec）と川幅（W）・（ｍ） 径間長（L）・（ｍ以上） 

Ｑ＜ 500・Ｗ＜30 12.5 

Ｑ＜ 500・Ｗ≧30 15.0 

Ｑ＜ 2,000 20.0 

Ｑ≧ 2,000 Ｌ＝20＋0.005Ｑ 

④ 大きな凹地又は低地等を通過する場合は、中央部を長支間とする。 

 

(7) 橋格 

    橋格は、橋梁の設計荷重に応じて次のとおり区分することとする。 

設計車輛の荷重 245ｋＮ（Ａ活荷重） 137ｋＮ 88ｋＮ 

橋   格 １等林道橋 ２等林道橋 ３等林道橋 

 

２ 設計荷重等 

橋梁に作用する荷重は、原則として次の種類の荷重から上部構造及び下部構造別に選定し

て設計することとする。 

 

 (1)  上部構造 

① 死荷重は、全ての橋梁に適用 

② 活荷重（衝撃を含む。）は、設計車輌を考慮する全ての橋梁に適用 

③ 地震時の荷重は、全ての橋梁に適用 

④ 雪荷重は、除雪を行う区間であって圧雪厚が 15㎝程度以上ある区間又は、除雪を行わな

い区間に適用 

⑤ 風荷重は、必要に応じて適用 

⑥ プレストレスカは、プレストレスを用いた橋梁に適用（プレストレストコンクリート橋

を含む。） 

⑦ コンクリートのクリープ及び乾燥収縮の影響は、コンクリート及び鋼合成の部材に適用 

⑧ 温度変化の影響は、長大橋、不静定構造の橋梁及び支承に適用 

⑨ 支点移動の影響、遠心荷重、制動荷重、施工時荷重、衝突荷重等は、特別な場合のみ適

用 

 

 (2)  下部構造 

① 上部構造に適用した荷重は、下部構造にも適用 

② 自重を主体とした死荷重は、全ての下部構造に適用 

③ 土圧は、主として橋台に適用 

④ 地震時の荷重は、全ての下部構造に適用 

⑤ 水圧又は揚圧力は、水位のある下部構造に適用 

⑥ 浮力は、基礎地盤に間隙水圧が存在する下部構造に適用 

⑦ コンクリートのクリープ、乾燥収縮、温度変化及び地盤変動の影響、風荷重、波圧、衝
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突荷重、施工時荷重等は、特別な場合のみ適用 

 

 (3)  死荷重 

    死荷重の算定に用いる主な材料の単位体積重量は、次表を標準とすることとする。 

材  料 鋼・銑鉄 鋳 鉄 
鉄筋コン 

クリート 

コンクリ 

ート 

セメント 

モルタル 
木材 

アスファ 

ルト舗装 

プレストレスト

コンクリート 

単位体積重量 

kN／m3 
77.0 71.0 24.5 23.0 21.0 8.0 22.5 24.5 

 

(4) 活荷重 

活荷重は自動車荷重とし、床版及び床組を設計する場合は橋格別のＴ荷重、主桁を設計す

る場合は橋格別のＬ荷重を負載する。 

   

(5) 衝撃 

衝撃の影響は、活荷重にその影響分に相当する係数を乗じてこれを考慮し、橋種に応じた

衝撃係数を求めて適切に設計を行うこととする。 

なお、下部構造の設計に用いる上部構造反力には、衝撃を考慮しないこととする。 

 

 (6) 降雨強度 

流量計算に用いる降雨強度の確率年は 100 年を標準とする。 

 

３ 上部構造 

(1) 橋種 

橋種は、「林道必携技術編第 9 章橋梁（参考）橋桁の経済的支間長の目安」を基に、必要

に応じて経済比較を行ったうえで選定することとする。 

 

(2) 施工基面高及び勾配 

ア 施工基面高 

橋梁の施工基面高は、橋軸に直角方向の最外縁となる路肩の高さとする。 

イ 縦断勾配 

橋梁には原則として縦断線形に勾配を設けないこととする。 

ただし、橋梁設置箇所の地形条件等により縦断線形に勾配を設けなければならない場合に

あっては、５％程度までを限度として設けることができることとする。 

ウ 横断勾配 

床版及び橋面には、原則として放物線状に２％の横断勾配を設けることとする。 

 

(3) 幅員 

    橋梁の幅員は、原則として放射線状に２％の横断勾配を設けることとする。 
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自動車道の区分 車道幅員(ｍ) 路肩幅員(ｍ) 全幅員(ｍ) 

第１種及び 

第２種１級 
4.0 0.5 5.0 

第１種及び 

第２種２級 
3.0 0.5 4.0 

第２種３級 (1.8) 0.5 (2.8) 

 

(4) 地覆及び高欄等 

ア 地覆 

地覆は、路肩の外縁に設けることとし、寸法は次のとおりとする。 

① 幅 60 ㎝、高さ 25 ㎝を標準とする。 

② ２等林道橋並びに３等林道橋及びＨスラブ橋等の支間長の短い橋梁は、幅 40㎝、高さ 15

㎝とすることができる。 

イ 高欄 

高欄は、原則としてガードレールを使用することとし、積雪等の現地の状況に応じてガー

ドケーブルを使用することができることとする。 

ウ ウィング部等の防護柵 

橋台に連続するウィングや擁壁には、橋梁設置箇所の状況に応じて防護柵を設置すること

とする。 

この場合、設置する防護柵の種類は、原則として高欄に用いた材料と同種のものを用いる

こととする。 

エ 橋名板 

橋梁には橋名板を設置することとする。 

「森林整備保全事業工事標準仕様書」第３－４－３－２２条の規定に基づき、路線の起点

側より終点側に向かって左側に漢字橋名、右側に交差する河川等の地物の名称、終点側より

起点側に向かって左側にひらがな橋名、右側に完成年月を記載して配置する。（下図参照） 

取付位置は、高欄端部等とする。 

ただし、この位置に取り付けられない小さな橋梁等については、橋体側面の上流起点側に

橋梁名、下流終点側に完成年月を記載して配置する。 
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オ 橋歴板 

鋼橋には橋歴板を設置することとする。 

「道路橋示方書（Ⅰ 共通編）」６章 記録－６．２ 橋歴板の規定に基づき、寸法は縦 200mm、

横 300mm、厚 13mm（板厚 8mm、字厚 5mm）、記載事項は、橋名、竣工年月、適用示方書、活荷

重、使用鋼材、事業主体、設計及び製作・施工会社名とする。（下図参照） 

「森林整備保全事業工事標準仕様書」第３－４－３－２２条の規定に基づき、材質は

JISH2202（鋳物用銅合金地金）を使用する。 

取付位置は、起点左側の橋梁端部とする。 

 

 

(5) 橋面舗装 

床版上には、原則として厚さ５㎝を標準とするアスファルト舗装又はコンクリート舗装を

行うこととする。 

 

(6) 桁材 

鋼橋における桁材は、原則として耐候性鋼材による単純合成桁を使用することとする。 

 

(7) 支承 

支承は、レベル２地震動に対して支承部の機能を確保する構造とする。 

 

  (8) 伸縮装置 

伸縮装置は、ゴム形式によることを標準とする。 

 

 (9) 塗装 

耐候性鋼材の使用が不適当な箇所において普通鋼材を使用しなければならない場合は、原

則として錆安定化促進処理の塗装を行うこととする。 

この場合、塗装回数は原則として工場塗装１回と現場塗装２回によることとする。 
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なお、閉断面である箱桁、トラス、アーチ等については十分な検討を行うこととする。 

現場塗装の場合は、塗装記録表を表示することとする。 

「森林整備保全事業工事標準仕様書」第３－４－３－２８条の規定に基づき、寸法は縦

27cm、横 37cm、記載事項は塗装年月、塗装系（適用規格類）、塗装会社名、塗装材質、上塗

塗装、塗装製造会社名とする。（下図参照） 

最終塗装の終了後、橋体の起点左側または終点右側の外桁腹板にペイントまたは塩ビ系粘

着シートにより記録する。 

ただし、工場塗装の場合は表示を必要としない。 

 

 

 

           

 

(10)  落橋防止システム 

桁橋においては、桁かかり長を確保するとともに、次表の組合わせによる落橋防止システ

ムを設置することとする。 

          

 支承 

横軸方向 直角方向 

桁かかり長 ○ － 

落橋防止構造 ○※1 － 

変位制限装置 － ○※2 

           （注）  ○：必要     －：不要 

       ＊１ 両端の橋台がⅠ種地盤で支持され、長さ 50ｍ以下の一連の上部構造を有す

る橋又は両端の橋台がⅡ・Ⅲ種地盤で支持され、長さ 25ｍ以下の一連の上部

構造を有する橋で、＊２に該当しない場合は不要 
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＊２ 斜角の小さい橋、交角の大きい曲線橋、下部構造の頂部幅が狭い橋、１支

承線上の支承数が少ない橋、地盤の流動化の影響がある橋の限り必要 

（参考） Ⅰ種地盤： 良好な洪積地盤及び岩盤 

Ⅱ種地盤： Ⅰ種地盤、Ⅲ種地盤のいずれにも属さない洪積地盤及び沖積

地盤（沖積層のうち、締まった砂層、砂礫層、玉石層を含む。） 

Ⅲ種地盤： 沖積層のうち軟弱地盤（沖積層のうち、崩壊などによる新し

い堆積層、表土、埋立土並びに軟弱層を含む。） 

 

４ 下部構造 

 

 (1) 形式 

橋台又は橋脚は、構造にあってはコンクリート構造又は鉄筋コンクリート構造、形式にあ

っては次によることを原則とする。 

① 全高が５ｍ程度までは重力式とする 

② 全高が５ｍ以上の場合は、逆Ｔ式又はＴ型橋脚とする。 

③ 全高あるいは全幅等の規模が大きい場合は、控え壁式橋台又はラーメン構造とする。 

 

 (2) 躯体幅 

躯体幅は、原則として上部構造の全幅員に地覆幅を加えた総幅員とすることとする。 

 

 (3) 桁かかり長 

橋座の寸法は、原則として次によって求めることとする。 

ア 橋台の橋軸方向の長さ 

Ｂ＝ＳＥ＋ｅ 

Ｂ ：橋座の橋軸方向の長さ（㎝） 

ｅ ：遊間（㎝） 

ＳＥ：桁端から下部構造頂部縁端までの桁の長さ（㎝） 

ＳＥ＝70＋0.5×  

香 F 支間長（ｍ） 

イ 橋脚の橋軸方向の長さ 

Ｂ＝２ＳＥ＋ｅ 

ＳＥ ：μＲ＋μＧ≧ＳＥＭ 

ＳＥＭ：70+0.51 

μＧ ：100・εＧ・Ｌ 

μＲ ：地震時保有水平耐力法に用いる等価水平震度κｈｅに相当する慣性力を作用させ

た場合の生ずる上部構造と下部構造天端間の相対変位（㎝） 

μＧ ：地震時の地盤ひずみによって生ずる地盤の相対変位（㎝） 

ＳＥＭ：桁かかり長の最小値（㎝） 

εＧ ：地震時地盤ひずみで、Ⅰ種地盤で 0.0025、Ⅱ種地盤で 0.00375、Ⅲ種地盤で 0.005
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とする。 

Ｌ ：桁かかり長に影響を及ぼす下部構造間の距離（ｍ） 

κｈｅ：地震時保有水平耐力法に用いる等価水平震度 

ウ 橋座の幅 

橋座の幅は、外桁から支承縁端距離（Ｓの値）を確保することとする。 

Ｓ＝20＋0.5×ℓ 

Ｓ：支承縁端距離（㎝） 

エ 支承の長さ 

支承は、橋座縁端から支承縁端距離以上の長さを確保することとする。 

なお、ゴム支承等を用いた床版橋等の場合の支承縁端距離は、最外縁のアンカーバーから

の距離とする。 

 

 (4) 設計 

ア 設計区分 

安定計算は、１ｍ当たりの単位断面又は全断面について行うこととする。 

ただし、断面間に変化のある場合は、全段面を対象に行うこととする。 

イ 荷重の組合せ 

下部構造に作用する主な荷重は、上部構造の死荷重、活荷重及び地震荷重並びに下部構造

の土圧及び自重とし、流水圧、浮力及び揚水圧等が大きく作用する場合は、その影響を考慮

することとする。 

なお、橋台と橋脚における加重の組合せは次のとおりとする。 

(ｱ) 橋台 

ａ 常時の組合せ 

① 転倒及び滑動に対しては、死荷重、土圧及び自重 

② 支持力及び各部の応力に対しては、死荷重、活荷重、土圧及び自重 

ｂ 地震時の組合せ 

全ての計算に対して死荷重、地震時土圧、自重及び地震荷重 

(ｲ) 橋脚 

ａ 常時の組合せ 

全ての計算に対して死荷重、活荷重及び自重 

ｂ 地震時の組合せ 

全ての計算に対して死荷重、自重及び地震荷重 

ウ 地震動 

下部構造の設計に用いる地震動は次のとおりとする。 

(ｱ) 橋台 

橋台は、震度法における発生する確率の高い地震動とする。 

(ｲ) 橋脚 

① 震度法における発生する確率の高い地震動 

② 地震時保有水平耐力法におけるタイプⅠ及びⅡの地震動 
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なお、タイプⅠの地震動は、プレート境界型の大きな地震を、タイプⅡの地震動は、内

陸直下型地震を表す。 

エ 支点反力 

支点反力は、次のとおり扱うこととする。 

① 上部構造の死荷重及び活荷重又は地震荷重の組合せごとに計算するものとし、下部構造

に最も不利な影響を与えるよう載荷する。 

ただし、支承部又は張り出し部設計の場合は、集中荷重とする。 

② 地震時における水平力は、固定端、可動端別に算定する。 

③ 水平力の作用点は、橋軸方向にあっては支承底面、橋軸直角方向にあっては原則として

上部構造の重心位置とする。 

オ 土圧 

背面が土砂に接する下部構造においては、常時及び地震時ともに主働土圧が作用するもの

とし、擁壁の土圧計算法に準じて計算することとする。 

この場合、背面土の種類、主要材料の単位体積重量、基礎地盤の許容支持力度、滑動摩擦

係数、荷載荷重、安定条件等の設計条件は、擁壁の設計条件に示す値を用いることとする。 

なお、壁背面摩擦角は次表を標準とする。 

  

   種類 

区分 
土とコンクリートの場合 土 と 土 の 場 合 

常  時 
φ 

3
 φ 

地 震 時 ０ 
φ 

2  

 

 

 

（参考）河川敷地内工事申請図書 

 

１ 一級河川、二級河川の敷地内及び堤防敷地内に林道工事を施工する場合。 

(1) 所管の建設管理部を経由して北海道知事に申請する。 

(2) 添付書類 

ア 協議書 

イ 計画説明書 

ウ  流下能力計算書 

エ 工事工程表 

オ 工事設計書 

カ 橋梁位置図      Ｓ＝１：５０,０００ 

キ 橋梁個所図       Ｓ＝１：５,０００ 
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ク 河川平面図      Ｓ＝１：１,０００ 

河川縦断面図     Ｓ＝１：１００(縦)   Ｓ＝１：１,０００(横) 

橋梁一般図      Ｓ＝１：２００(構造図を含む) 

橋梁配筋図      Ｓ＝１：５０ 

河川占有面積求積図   Ｓ＝１：２００ 

河川横断面図          Ｓ＝１：１００ 

ケ  工事設計図 

平 面 図              Ｓ＝１：１,０００ 

縦断面図              Ｓ＝１：２００(縦)   Ｓ＝１：２,０００(横) 

横断面図              Ｓ＝１：１００ 

作 工 図              Ｓ＝１：１００ 

(3) 提出部数 

指定区間内の一級河川の場合                             ２ 部 

指定河川(二級河川のうち開発局が直轄施工するもの)       ３ 部 

二級河川(               〃               )       ２ 部 

 

２ 国有林野外の普通河川の敷地内及び堤防敷地内に林道工事を施工する場合 

(1) 市町村長あて申請する。 

(2) 添付書類 １の(2)のエオを除き、その他全書類。 

(3) 提出部数   ２ 部 

 

３ 国有林野内の準用河川及び北海道普通河川条例による普通河川に工作物を構築する場合 

(1) 事前に所管河川管理者と打合せを行うこと。 

(2) 事前の所管河川管理者との打合せに基づき、申請を行うこと。 

(3) 申請を必要とする工作物は、橋梁及びボックスカルバートとするが、ボックスカルバート

については設置箇所が区々であることから、森林整備第二課と打合せを行うこと。 

 

４ その他 

申請に当たっては、各申請先により申請書類の作成等について若干の違いがあることから、

事前に申請先と打合せを行うこと。 
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５ 申請書例 

  

                                 ３○〇〇第    号 

                                 令和３年５月  日 

 

   北 海 道 知 事 殿 

   （○○建設管理部○○出張所経由） 

 

                            ○○森林管理(支)署 

 

○○林道新設（○○橋新築）工事の協議について 

 

   標記について、河川法第 95条の規定に基づき別紙のとおり協議します。 

 

 

 別記第８号様式（甲）北海道の様式 

 

                                 ３〇〇〇第    号 

                                 令和３年５月  日 

 

   北 海 道 知 事 ○○○○ 殿 

   （○○建設管理部○○出張所経由） 

 

                     申請者住所 ○○○○ 

                     氏   名（ふりがな） ○○森林管理署(支)長 

○ ○ ○ ○ 

                     電   話 000-000-0000 

 

別紙のとおり河川法第 26条の規定に基づき協議します。 

 

注 1  申請者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者の氏名を記載

すること。 

２ 北海道普通河川及び堤防敷地条例施行規則第４条の規定により許可の申請を同時に

行うときは「第 条」の個所に根拠条文をすべて記載すること。 

３ 不要部分は抹消すること。 
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  別記第８号様式（乙の４）-------- 北海道の様式 

  別記第１号様式（乙の２） 

 

（ 工 作 物 の 新 築、改 築、除 却 ） 

１ 河  川  の 

  名     称 

 

○○○○水系○○○○川 

２ 目    的 橋梁の新築 

 

３ 場    所 ○○○郡 ○○町 ○○○国有林 

４ 工作物の名称 

  又は種類 

単純合成桁  支間 １７ｍ １連 

規格 ＴＬ－１４ 

５ 工作物の構造 

  又は能力 

請負工事 

施工主体  ○○森林管理(支)署 

７ 工    期 

 

自 令和３年 ６月 １日 至 令和３年１２月 １日 

８ 占 有 面 積 

 

 

 

９ 占 有 期 間 

 

 

 

 注 1  「（工作物の新築、改築、除却）」の個所には、該当するものを記載すること。 

2  河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地における工作物の新築、改築又は 

除却にあっては「占有面積」及び「占有期間」については、記載しないこと。 

3  許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、変更しない事項についても記載し、 

かつ、変更する事項については、変更前のものを赤色で併記すること。 

 

 

 

６ 計画説明書例 

(1) 事業計画 

令和４年度を初年度とする後志胆振森林計画区の第○次施業実施計画の予定に基づく後

志森林管理署、千舞督川流域を対象林分として、215 林班～217 林班を開発（収穫、造林を

主体とした）する目的で千舞督川林道として全長 1,000ｍの開発を計画したものである。 

この林道は、令和 ４年度開設で香川町 216 番地先の千舞督川を渡河する以外に方法が

なく､利用計画上、また、地形上からも橋梁架設地点を千舞督林道 SP＝690ｍ付近を選定

し、支間 17ｍ（橋長 17.40ｍ）の橋梁を新築するものである。 

また、橋長については当河川の地形的特性、上下流の河川幅等からは高水時流水に対す
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る直接的な影響、及び同位置より下流側約 600ｍ地点に室蘭市水道取水口もあり、汚濁発生

の防止等を考慮し、支間 17ｍを計画した。右岸、左岸の橋台は岩盤まで床掘し岩盤内に埋

設する構造とし、又桁下水位余裕高も規定以上の余裕高とし設計した。 

 

(2) 洪水流出計算書 

後志森林管理署管内 千舞督林道新設工事 

河川の名称          千舞督川  ２級河川 

河川番号         7126 

施工地点         SP684～SP701 

 

算定因子 

1 流域面積  Ａ＝4.23 ㎢     小数以下 3位四捨五入 2位止 

2 流路延長  Ｌ＝2.5  ㎞      小数以下 2位四捨五入１位止 

3 流路落差  Ｈ＝260  ｍ 

4 流出係数  ｆ＝0.8 

   5  平均流下勾配  Ｉ＝ 
Ｈ 

Ｌ
= 

260  

2,500 ＝ 10.4%(0.104) 小数以下３位四捨五入 2位止 

   6  洪水到達時間  W＝ 
 1   

100
= 以上（クラーヘン式による） 

             T ＝  
L 

W
＋ ｔ  ｔ＝山腹時間＝0.3 

                         T ＝ 
2,500 

12,600
＋ 0.3 ＝ 0.5 小数以下 2位四捨五入 1位止 

   7 雨量強度  100 年確率雨量強度（m/h）室蘭観測所 74.9 ㎜/ｈ 

   8  洪水流出量  Ｑ＝0.2778×ｆ×ｒ×Ａ 

            Ｑ＝0.2778×0.8×74.9×4.23=70.41 ㎜/ｈ 

 

(3) 流量計算書例 

算定因子 

1 流水断面積  Ａ＝15.71 ㎡ 

2  潤      辺    Ｐ＝14.40 ｍ 

      3  径   深   R＝ 
A 

P
＝ 

15.71  

14.4 
＝1.091 小数以下 4位四捨五入 3位止 

   4  水 面 勾 配   I ＝
10.98  

200
＝5.5% 

      5  粗 度 係 数   ｎ＝0.033 
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     流量算定 

     1  流   速  V＝ 
１ 

ｎ
×Ｒ2/3 × Ｉ1/2 

           V＝
  １    

0.033
1.0912/3×0.0551/2＝30.30×1.060×0.235＝7.548 

     2  流   量  Q′＝A×V 

           Q′＝15.71×7.548＝118.58 m3/sec 

   3  流下量と流出量の比較 Q′≧ Q 

                             118.58 m3 ≧ 70.41 m3 

 

  (4) 河川平面図 縮尺 1：1,000 

 

  河川敷占有面積計算 
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 (5) 一般平面図 

    縮尺 1：1,000  
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  (6) 河川縦断図 

    縮尺 縦 1： 100 

             横 1：1,000 

 

 

    作図上の留意事項 

    1 河床高は水の流れていて最も深いところ（横断から計測しても良い)。 

       2 M.W.L、H.W.L の線（高さ）は横断図の M.W.L、H.W.L 線は等しいものとする。 

       3 平均勾配は M.W.L の高低差を河川長（計測長 200ｍ）で除す。 

       4 橋台の根入、高さ、架橋位置正面図の形を書き込む。 
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(7) 河川横断図 

    縮尺 1：100 
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  (8) 河川敷占有横断図 

    縮尺 1：100 
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(10) 工事概算書 

 

工事名                千舞督林道新設工事 

概算工事費            （河川工作物新築申請関係分） 

土工及び路盤工      53ｍ             1,910 千円 

橋工（Ｈ－ＢＢ－Ｃ 支間 17ｍ） 

上 部 工                         5,400 千円 

下 部 工                         1,760 千円 

計                             7,160 千円 

 

(11) 河川平面図及び一般平面図 

 方位、付近の地形、流水方向、河川区域、官民有地の境界線及び河川管理施設、並びに

申請に係わる土地の占有区域、工作物の位置を記載。 

ア 河川距離は、中心線より上下流とも 100ｍ以上とする。 

イ 路線は、架設地点前後 100ｍ程度とする。 

ウ 土地の占有図を点線で記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空白ページ



 

第７章  床  掘・埋 戻 工 
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Ⅰ  床  掘 ・ 埋 戻 

１ 床 掘 

 

  (1) 床掘と切取の区分 

床掘と切取の区分は下図によることとする。 

 ア 構造物が施工基面より下部に位置する場合 

      

  イ 構造物が施工基面より上部にある場合 

   

     

 

 

(2)  床掘の高さとのり勾配 

床掘の高さとのり勾配は次表の値以下とし、土質区分が複数の場合は、当該床掘の高さに

より、それぞれののり勾配以下とする。 

この場合、土質は土石類、軟岩（Ⅰ）Ａ（以下「土石類等」という。）及び岩石類の２種

類に区分することとする。 

なお、布団籠等のように地山に接近し、かつ背面を埋戻しながら設置する構造物で、構造

物の背面の勾配が３分より緩い場合は、当該構造物背面の勾配に合わせることとする｡ 
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区 分 床掘高さ５ｍ未満 床掘高さ５ｍ以上 

土石類等 ３分 ６分 

岩石類 垂直 ３分 

 

   土石類等及び岩石類の高さが５ｍ未満の場合 

    

 

   土石類等及び岩石類の高さが５ｍ以上の場合 

    

 

(3) 余幅 

① 鋼製枠の構造物にあっては、構造物の前後及び延長方向に10cmの余掘を設ける。 

② 上記①以外の構造物にあっては、原則として基礎部の余掘を設けない。 
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コンクリート構造物 
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(4) 岩石類の機械床掘の区分 

機械による岩石類の床掘は、次のとおり区分して床掘数量を算出することとする。 

ア 床掘（Ⅰ） 

床掘最大幅（底幅）が５ｍ以上あり大型ブレーカが掘削箇所に入り作業できる場合 

イ 床掘（Ⅱ） 

床掘最大幅（底幅）が５ｍ未満で大型ブレーカが掘削箇所に入り作業できず、掘削箇所の

外から作業する場合 

 

(5) 数量計算 

数量計算は次によることとする。 

① 床掘土量は、地山土量とする。 

② 土量の算出は、構造物の縦横断面図から構造又は地質等の変化点ごとの断面積を求め、

平均断面法により算出する。 

③ 床掘土量は、構造物ごと､土質区分ごとに算出する｡ 

 

２ 埋戻工 

 

  (1) 埋戻を行う構造物の区分 

構造物を設置した箇所は、前面及び背面の埋戻しを行う必要のあるもの、前面のみ埋戻し

を行う必要のあるもの、背面のみ埋戻しを行う必要のあるものがある。 

埋戻工の数量計算は埋戻しに必要な土量とするが、背面の埋戻しを行う必要のある構造物

でもその経費を歩掛の中で含んでいるものがあるため、埋戻しの数量計算は次の区分により

行うものとする。 
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ア 前面及び背面の範囲を数量算出して計上する構造物 

橋台、橋脚、コンクリート擁壁、鋼製枠擁壁 

イ 前面のみの範囲を数量算出して計上する構造物 

大型布団籠擁壁、普通布団籠擁壁、丸太積土留、ブロック積土留、土のう積土留、土留柵 

 

 (2) 埋戻しの範囲 

ア 前面及び背面の埋戻しを行う構造物の場合 

(ア) 床掘の掘削高さが構造物天端より高い場合 

① 構造物背面の埋戻し範囲は、構造物天端から水平線で交わる地山の高さとする。 

② 構造物前面の埋戻し範囲は、床掘後の地山から構造物壁面に水平線で交わる高さとする。 

   

 

(イ) 床掘の掘削高さが構造物天端より低い場合 

① 構造物背面の埋戻範囲は、構造物背面から水平線で交わる地山の高さとする。 

② 構造物前面の埋戻範囲は、床掘後の地山から構造物壁面に水平線で交わる高さとする。 
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イ．構造物の前面のみの埋戻を行う構造物の場合 

(ア) 床掘の掘削高さが構造物天端より高い場合 

① 構造物背面の埋戻し範囲は、構造物天端又は構造物背面から水平線で交わる地山の高

さとする。 

② 構造物背面の埋戻部分より上部は盛土として計画する。 

③ 構造物前面の埋戻範囲は、床掘後の地山から構造物壁面に水平線で交わる高さとす

る。 

         

 

 

(イ) 床掘の掘削高さが構造物天端より低い場合 

① 構造物背面の埋戻範囲は、構造物背面から水平線で交わる地山の高さとする。 

② 構造物前面の埋戻範囲は、床掘後の地山から構造物壁面に水平線で交わる高さとする。 
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(3) 数量計算 

埋戻し土量の算出は次により行うこととする。 

① 埋戻土量は、締固めた後の土量とする。 

② 土量の算出は、構造物の縦横断面図から構造又は地形等の変化点ごとの断面積を求め、

平均断面法により算出する。 

③ 埋戻し土量は、構造物ごとに埋戻工の種別ごとに算出する。 

なお、埋戻工の種別は次のとおりとするが、構造物の前面と背面の埋戻幅が異なる場合

及び埋戻し部分の断面が多様となる場合は、最も広い埋戻断面を基準として算出すること

とする。 

・ 埋戻工  ： Ｗ２≧４ｍ 

・ 埋戻工  ： Ｗ１≧４ｍ 

・ 埋戻工  ：  １ｍ≦Ｗ１＜４ｍ 

・ 埋戻工Ｄ ： Ｗ１＜１ｍ 

Ｗ１： 最大埋戻幅 

Ｗ２：  最小埋戻幅 
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        埋戻工 Ｗ２≧４ｍの場合 

     

埋戻工 Ｗ1≧４ｍ、１ｍ≦Ｗ１＜４ｍの場合 

     

       埋戻工Ｄ Ｗ１＜１ｍの場合 
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１ 法面保護工の種類と目的 

法面保護工は、切土又は盛土により造成された法面の状況に応じ侵食や風化を防止するため植生ま

たは構造物で法面を被覆したり、排水工や土留構造物で法面の安定を図るために適切な工種、工法で

行う。 

 

ア 植生による法面保護工 

植生工は法面に植物を繁茂させることによって法面の表層部を根でしっかりしばり、雨水による

侵食の防止、地表面の温度変化の緩和ならびに凍上による表層崩落の抑制を図るもので、併せて緑

化による景観の向上および環境保全を目的としている。 

イ 構造物による法面保護工 

構造物による法面保護工は、植物工だけでは不適当な法面又は崩壊、落石等のおそれのある不安

定な法面を保護することを目的とする。 

 

別添（フローチャート図） 

 

２ 法面保護工の選定にあたっての注意事項 

    法面保護工の選定は、法面の地質・土質、法面の土質、風化状況、勾配、降雨や凍結当の気象条件

等と各工種、工法の機能や効果を十分に検討して行う。 

(1) 植物工の一般的注意事項 

① 植生工の根茎は比較的表層に留まることから、深いすべりを生じる恐れのある法面には適さな

い。 

② 土の乏しい岩盤法面、酸性土壌の法面、あるいは高架や橋梁の構造物の下で、日光や雨水が乏し

い法面では植物の生育が困難であるので適さない。    

③ 法面勾配は、造成する植物群落の形態や植物の導入方法にもよるが、法面勾配が１：0.8～1.5 の

範囲にある場合は植生工とする。なお、法面勾配が１：1.0～1.2 程度でも土によっては植生工の

みでは法面の侵食や表層崩落のおそれのある場合がある。 

④ 法面勾配が上記③より急になると、植生工のみでは法面の安定を保つのが困難になり、法枠工

や編柵工等の併用とする。 

⑤ 法面勾配が１：0.8 より急になると、法枠工や編柵工を併用しても法面の侵食や表層崩落を防止

することが困難になることが多いので、植生工以外の法面保護とする。 

(2) 砂質土等の侵食されやすい砂質からなる法面 

   砂質土等の侵食されやすい土砂の法面は湧水や表面水によって侵食されたり、浸透水によって

法面表層が流出することが多いため、次により計画することとする。 

① 砂質土の切土法面で湧水が少ない場合には、一般に植生工のみの場合が多いが、表面水による

侵食防止が必要な場合には法枠工や編柵工を併用する。 

② 湧水が多い場合は湧水の程度に応じて蛇籠工、中詰めに栗石を用いた法枠工、編柵工等を用い

る。 

③ 高盛土となる場合の法尻は洗掘されたり、浸透水によって泥流状に崩壊することがある。この

ような場所では植生工だけではなく、編柵工やプレキャスト枠工、ブロック積擁壁工等を併用す

る。 
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(3)  湧水が多い法面 

湧水が多い法面では地下排水工や水平排水工等の地下排水施設を積極的に導入すると共に、法

面保護工としては井桁組擁壁工、蒲団籠工、蛇籠工、中詰めに栗石を用いた法枠工等の開放型の保

護工とする。 

(4) 小規模な落石のおそれのある岩盤法面 

① 落石のおそれのある法面のうち、礫混じり土砂や風化した軟岩等では小規模な落石があるの

で、浮石の押えとして落石防護工をかけたり、路面への落石を阻止する落石防護柵を設置す

る。  

② 割れ目が多く、湧水のない軟岩の場合、モルタル・コンクリート吹付工とする。 

③ 亀裂の多い硬岩よりなる斜面の剥離型落石に対しては落石予防工で押さえることが望ましい

が、急峻な場合は落石防護工も併せて行うこととする。 

(5) 寒冷地域の法面 

寒冷地域では、シルト分の多い土質の法面において、凍上や凍結融解作用によって植物が剥離

したり滑落することが多いことから、次により計画することとする。 

① このようなおそれのある場合は、法面勾配を出来るだけ緩くしたり、地下排水工を行うことが

望ましい。 

② 法面勾配を緩く出来ない場合、早期安定確保のため、ネット等で被服してアンカーピン等で固

定しておくと共に長期的な凍上剥離防止のため、木本類を取り入れた植生工とする。 

(6) 硬い土からなる法面 

密実な砂質土（土壌硬度が 27mm を超えるもの）、硬い粘土質（土壌硬度が 23mm を超えもの）及

び泥岩（土丹）のような硬い法面に対して植物を導入する場合は、厚層基礎材等を用いた工種とす

る。 

(7) 土壌酸度が問題となる土砂からなる法面 

法面の土壌のｐＨが当初から 4 以下である場合や、湖沼の底泥が隆起した古い地層等で、切土

によって急に空気にさらされると短時日で極めて強い酸性に変わるような場合には植物の育成は

困難である。 

そこで、客土による置換えや石灰による土壌の中和さらに法面の母岩に起因する弱酸性水が育

成基盤に浸出し、導入植物の育成に悪影響を及ぼさないよう現地条件に応じた排水または遮水対

策を行い、張工等の構造物による法面工とする。 

(8) 土質や湧水の状態が一様でない法面 

一つの法面でも土質や湧水の状態が必ずしも一様でない場合が多いので、それぞれの条件に適

合した工種を選択しなければならないが、小面積ごとに異なった工種を選択すると景観上見苦し

いため、そういう場合には排水工等の地山の処理をしたうえで、なるべく類似した工種とする。 
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３ 落石防止網工の種類と設計手順 
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ア 覆式落石防止網工の設計 

(1) 適用範囲 

覆式落石防止網工は、落石及び崩落の危険性のあるのり面（地山）を、金網で覆い、上部及

び周辺部のアンカーに固定したワイヤロープで補強した構造物であり、落石および崩落の発生

を未然に防ぎ、転石となったものをのり面(地山）と金網の間を通して跳石とならないようにの

り尻に導くという効果を目的としている。 

(2)  設計の条件 

① 落石荷重 

落石荷重は、現地条件（落石の量、形状等）を勘案するが、網面積１スパン４０㎡（金網幅 4

ｍ、法長 10ｍ）につき 5,000Ｎ、10,000Ｎ、15,000Ｎの 3種類とする。 

    

     落石荷重の設定方法 

      落石の体積＝１／６πＤ３       Ｄ＝落石の直径 

           ＝0.5236Ｄ３          落石の質量 27ＫＮ／ｍ3    

② 素線径別の金網標準質量 

落石防止網の素線径別の金網標準自重は表－１のように定める。 

 表―１ 

標準質量（Ｎ／m2） 素線径（㎜） 

26 2.6(#12) 

37 3.2(#10) 

54 4.0(# 8) 

 

③ ワイヤロープの破断荷重及び安全率 

縦ロープ及び横ロープに使用するワイヤロープの径、及び切断荷重は表－2 のように定める。

また、計算に当たっての安全率は切断荷重に対し 2以上とする。 

          表－2 

ワイヤロープ径 破断荷重 kN 

12 ㎜ 68.6 

14 ㎜ 98.1 

16 ㎜ 118 

18 ㎜ 157 

           (注)この表のワイヤロープは 3×7G/0 を使用した場合である。 

 

   ④  網の素線の引張り強さは 290～540Ｎ／mm2（JIS G3547）とし、応力計算に当たっては許容

応力度 145Ｎ／mm2（15 ㎏／mm2)とする。 
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(3) 設計方法 

① 縦ロープの設計 

縦ロープは、横ロープ１スパン（4ｍ）の法長総延長分の落石重量及び自重に耐えなければな

らない。なお、ロープの最小径は 12 ㎜とする。 

② 横ロープの設計 

横ロープは、法長方向下方 3 スパンの落石荷重及び自重を等分布荷重として受けるものとす

る。なお、ロープの最小径は 12 ㎜とする。 

       
③ 金網の設計 

金網にかかる荷重は、横ロープにかかる荷重と同様とし、使用する金網の径、及び線交点強度

の有効張力は、表－３、表－４のように定める。また、計算に当たっての安全率は有効張力に対

して２以上とする。 

なお、金網の最小線径は、短期間の仮設工事に使用するもの以外はφ3.2 ㎜とする。 

 

       表－３ 

素線径 

(mm) 

断面積 

(mm2) 

許容応力度 

(N/mm2) 

Po 

(N) 

P 

(N) 

2.6 5.3 145 770 757 

3.2 8.0 145 1,166 1,146 

4.0 12.6 145 1,822 1,791 

 

        金網の目合は、図に示す諸元となっているので、        

金網の線交点強度は次式で求められる。                

                                                            

           Ｐ＝2Po･cosθ×１/1.5（ここで、1.5 は安全率）    

       Ｐｏ＝π／4×Ｄ２×σａ                            

              ここで D=素線径 

           σa＝許容応力度 

           θ  ＝４２．５° 

       表―４ 

素線径 

(mm) 

金網幅 

(ｍ) 
線交差点数 

Ｐ×ｎ 

(N) 

１ｍ当たりの金網張力 

(KN) 

2.6 

1.0 14.8 

757×14.8 11.2 KN/m 

3.2 1,146×14.8 17.0 KN/m 

4.0 1,791×14.8 26.5 KN/m 
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      金網１ｍ当たりの線交差点数 

         

ｎ＝１/(2･S･sinθ)                   

          ＝１/(2×50×sin42.5゜)  

          ＝14.8  

 

イ 斜面勾配による補正 

落石が網と地面の間を動くときに地山と落石の間に摩擦力が働くため、摩擦力及び斜面勾配によっ

て次のように補正する。 

     ＷＡ＝Ｔ－νＲ 

          ＝(sinθ－νcosθ)Ｗ 

          ＝ＫＷ 

          ＷＡ：実際に作用する荷重 

           Ｗ ：落石重量＋落石防止網自重 

           ν ：落石と地山との摩擦係数(≒0.5) 

           Ｋ ：補正係数    

        Ｋ＝sinθ－νcosθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－５ 

金網幅 線交差点数 

1.0m 14.8 
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ウ アンカーの設計（メインアンカー） 

アンカーにかかる荷重は、縦ロープにかかる荷重と同様である。この荷重に対し十分な耐力を有し

ていなければならない。アンカーの耐力は材質、形状、寸法等、又設置箇所の地盤条件（地質、土質、

土の力学的性状）によって大きく変化するものである。したがってアンカーの選定には十分注意しな

ければならない。 

   

   

※ アンカーの設計は、アンカーと地盤の付着部分の許容引張抵抗力によるものとし、次式によって

計算する。（林道必携～技術編） 

    Ｔ＝π・Ｄ(Ｌ－Ｌ1)τ／Ｆ 

          ここに Ｔ：アンカーの許容引張抵抗力（Ｎ） 

                  Ｄ：アンカーの直径（㎝） 

                  Ｌ：アンカーの全長（㎝） 

                 Ｌ1：アンカーの非定着長（㎝） 

         τ：アンカーの周面摩擦抵抗（Ｎ／㎟） 

                    ＝引抜き試験または次表による。 

 

                 表―６    アンカーの周面摩擦抵抗 

地 盤 の 種 類 
摩擦抗力 

(N／mm2) 

岩   盤 

硬   岩 

軟   岩 

風 化 岩 

泥   岩 

1.5～2.5 

1.0～1.5 

0.6～1.0 

0.6～1.2 

砂   礫 

N =  10 

         20 

         30 

         40 

         50 

0.10～0.20 

0.17～0.25 

0.25～0.35 

0.35～0.45 

0.45～0.70 

砂 

N  =   10 

         20 

         30 

         40 

         50 

0.10～0.14 

0.18～0.22 

0.23～0.27 

0.29～0.35 

0.30～0.40 

粘 性 土  1.0・C 

         注 Ｎ：Ｎ値 

             Ｃ：粘着力（Ｎ／㎟） 

                   Ｆ：安全率＝2.5（常時の荷重（長期荷重）の場合） 
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メインアンカーの種類 

  ア 土 中 用 

 

                       

 

 

 

  イ 岩 盤 用 

 

 

      

 

 

エ その他 

(1) ポケット式及び上記以外のメインアンカー設計に当たっては、森林整備第二課と打ち合わせのこ

と。 

(2) 施工に当たっては、現地でメインアンカーの引張試験を行い、設計アンカーで妥当か否か を確

認し、メインアンカーを決定すること。 
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  羽根付アンカーの場合  水平荷重 Ｈ＝2・Ｅ・Ｉ・β2・δ・ｎ（0.056√Ｘ＋Ｉ） 

                     β＝4√Ｋ・Ｄ÷4Ｅ・Ｉ 

  丸棒アンカーの場合 水平荷重    Ｈ＝2・Ｅ・Ｉ・β2・δ・ｎ 

 

   表－８           ア ン カ ー の 耐 力 表 

土 質 品   名 規   格 耐 力  

土 石 羽根付アンカー φ25×1,500 8.8kN N 値 10 程度 

組立アンカー φ25×1,500-4 本  26.9    〃 

岩 石 ルーフアンカー φ22×1,000  23.5 N 値は考えない。岩盤に密 

着させ設置するため、アン

カーボルトの剪断力によっ

て耐力を求める。 

φ25×1,000  30.9 

φ28×1,000 39.0 

φ32×1,000  49.6 

 

  岩盤用アンカーは、岩盤と必ず密着させるため、許容剪断応力によって計算を行う。 

 

有効断面積×許容剪断応力＝アンカー耐力 

アンカー径 有効断面積 許容剪断応力 アンカー耐力 

φ22 ㎜ 2.947cm2 ８ kN／cm2 23.5 kN 

φ25 ㎜ 3.87 cm2 ８ kN／cm2 30.9 kN 

φ28 ㎜ 4.879 cm2 ８ kN／cm2 39.0 kN 

φ32 ㎜ 6.201 cm2 ８ kN／cm2 49.6 kN 

φ36 ㎜ 8.17 fcm2 ８ kN／cm2 65.3 kN 
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